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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 当連結会計年度の前４連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

(自 2020年
４月１日

至 2021年
３月31日)

(自 2021年
４月１日

至 2022年
３月31日)

(自 2022年
４月１日

至 2023年
３月31日)

(自 2023年
４月１日

至 2024年
３月31日)

(自 2024年
４月１日

至 2025年
３月31日)

連結経常収益 百万円 53,191 51,094 51,411 49,944 53,138

連結経常利益 百万円 6,894 6,572 5,543 3,568 4,209

親会社株主に帰属する
当期純利益

百万円 3,314 3,506 3,266 1,178 2,816

連結包括利益 百万円 9,475 △3,959 △11,506 △3,489 △6,962

連結純資産額 百万円 120,073 109,233 90,621 85,824 77,396

連結総資産額 百万円 3,221,460 3,265,199 3,019,852 3,060,664 2,921,972

１株当たり純資産額 円 6,049.00 5,732.01 5,011.71 4,734.81 4,285.14

１株当たり当期純利益 円 176.41 190.15 179.19 65.20 156.21

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 132.89 148.59 － － －

自己資本比率 ％ 3.7 3.3 2.9 2.7 2.6

連結自己資本利益率 ％ 2.86 3.06 3.27 1.33 3.45

連結株価収益率 倍 7.76 6.69 7.43 24.50 9.72

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 469,629 85,902 △404,539 67,526 △152,132

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △3,141 34,700 913 △75,514 159,670

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △1,260 △7,021 △7,235 △1,533 △1,845

現金及び現金同等物
の期末残高

百万円 609,301 722,891 312,037 302,525 308,216

従業員数
人

1,662 1,566 1,476 1,421 1,373

［外、平均臨時従業員数］ [876] [769] [707] [661] [602]

(注) １．当社は、2021年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。2020年度の

期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調

整後１株当たり当期純利益を算定しております。

２．2022年度、2023年度、2024年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

３．自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末非支配株主持分）を期末資産の部の合計で除して算出

しております。
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(2) 当社の当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期

決算年月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

営業収益 百万円 2,607 2,559 2,984 2,726 2,912

経常利益 百万円 1,287 1,203 1,761 1,387 1,377

当期純利益 百万円 1,250 1,843 2,169 1,364 1,360

資本金 百万円 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

発行済株式総数

千株普通株式 181,421 18,142 18,142 18,142 18,142

Ｂ種優先株式 25,000 1,250 － － －

純資産額 百万円 62,262 57,130 52,385 52,441 52,336

総資産額 百万円 73,342 68,232 63,557 63,663 63,653

１株当たり純資産額 円 2,878.07 2,874.62 2,900.61 2,898.34 2,903.77

１株当たり配当額

円
(円)

普通株式 6.00 41.25 75.00 75.00 75.00

(内１株当たり中間配当額) (3.00) (3.75) (37.50) (37.50) (37.50)

Ｂ種優先株式 4.58 25.43 23.20 － －

(内１株当たり中間配当額) (2.29) (2.31) (23.20) (－) (－)

１株当たり当期純利益 円 62.64 98.46 118.46 75.43 75.44

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 50.15 78.12 － － －

自己資本比率 ％ 84.8 83.7 82.4 82.3 82.2

自己資本利益率 ％ 2.00 3.08 3.96 2.60 2.59

株価収益率 倍 21.88 12.92 11.25 21.18 20.13

配当性向 ％ 95.84 76.17 63.31 99.42 99.41

従業員数
人

104 109 181 188 199

［外、平均臨時従業員数］ [10] [11] [8] [36] [32]

株主総利回り
％

140.1 138.0 151.2 184.6 184.2

(比較指標：配当込みTOPIX業
種別指数(銀行業))

(141.7) (157.9) (195.5) (337.6) (433.4)

最高株価 円 166
1,493
(141)

1,573 1,729 1,670

最低株価 円 88
1,145
(116)

1,224 1,294 1,270

(注) １．第16期（2025年３月）中間配当についての取締役会決議は2024年11月８日に行いました。

２．当社は、2021年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第12期

（2021年３月）の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利

益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。また、「配当性向」については、第

16期（2025年３月）の期首に当該株式併合を実施したと仮定して算出しております。
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３．第14期、第15期、第16期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

４．第13期（2022年３月）の普通株式の１株当たり配当額41.25円は、１株当たり中間配当額3.75円と１株

当たり期末配当額37.50円の合計であります。2021年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式

併合を実施しているため、１株当たり中間配当額3.75円は株式併合前、１株当たり期末配当額37.50円は

株式併合後の金額となります。

５．第13期（2022年３月）のＢ種優先株式の１株当たり配当額25.43円は、１株当たり中間配当額2.31円と

１株当たり期末配当額23.12円の合計であります。2021年10月１日付でＢ種優先株式10株につき１株の割

合で株式併合を実施しているため、１株当たり中間配当額2.31円は株式併合前、１株当たり期末配当額

23.12円は株式併合後の金額となります。

６．自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。

７．当社は、2021年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。株主総利

回りについては、第11期（2020年３月）の期末に当該株式併合を実施したと仮定して算出しておりま

す。

８．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、そ

れ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

９．第13期の株価については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、（ ）内に株式併合前

の最高株価及び最低株価を記載しております。
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２ 【沿革】

2009年５月15日 株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行の取締役会において「株式移転計画書」の作成及び

「経営統合に関する協定書」の締結を決議

2009年６月25日 株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行の定時株主総会において、両行が共同で株式移転の方

法により当社を設立し、両行がその完全子会社となることについて承認を得る

2009年８月７日 株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行が銀行法上の当社設立認可を受ける

2009年10月１日 設立（資本金100億円）、東京証券取引所市場第一部へ上場

2010年２月18日 「フィデアグループ第１次中期経営計画」策定

2010年３月31日 Ｂ種優先株式発行（公的資金100億円を導入）、増資（資本金150億円）

2010年５月31日 株式会社北都ベンチャーキャピタル解散

2010年６月18日 株式会社荘銀ベンチャーキャピタルの商号を株式会社フィデアベンチャーキャピタルに変更

2010年７月１日 株式会社荘銀総合研究所の商号を株式会社フィデア総合研究所に変更し、グループ内の調査研

究業務を集約

2010年12月22日 当社Ａ種優先株式を買入消却

2011年３月１日 株式会社荘内銀行、株式会社北都銀行、株式会社フィデアベンチャーキャピタルの共同出資に

よりフィデア中小企業成長応援ファンド１号投資事業組合を設立

2011年４月１日 株式会社フィデア総合研究所が株式会社ＩＳＢコンサルティングを吸収合併

2012年２月１日 フィデアグループ確定拠出年金企業型年金制度導入

2012年３月１日 株式会社北都銀行が北都総研株式会社を吸収合併

2012年４月１日 荘銀カード株式会社が株式会社北都カードサービスを吸収合併し、商号をフィデアカード株式

会社に変更

株式会社北都情報システムズの商号を株式会社フィデア情報システムズに変更

2013年４月１日 「フィデアグループ第２次中期経営計画」スタート

2013年12月５日 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債を発行

2014年４月１日 株式会社荘内銀行が荘銀事務サービス株式会社を吸収合併

2014年７月１日 株式会社北都銀行が北都銀ビジネスサービス株式会社を吸収合併

2015年２月23日 株式会社北都ソリューションズを清算

2015年８月31日 転換社債型新株予約権付社債の全額が普通株式へ転換し資本金180億円（2015年３月より普通株

式に順次転換）

2016年２月22日 北都チャレンジファンド１号投資事業組合を清算

2016年６月13日 株式会社フィデアベンチャーキャピタルの商号を株式会社フィデアキャピタルに変更

2016年６月30日 フィデアカード株式会社及び株式会社フィデア情報システムズを完全子会社化

2017年４月１日 「フィデアグループ第３次中期経営計画」スタート

2018年10月１日 山形県内のリース会社の株式を取得し完全子会社化のうえ、フィデアリース株式会社として営

業開始

2019年10月１日 株式会社フィデア情報システムズが株式会社フィデア総合研究所を吸収合併し、商号を株式会

社フィデア情報総研に変更

2020年４月１日 「フィデアグループ第４次中期経営計画」スタート

2021年４月１日 新しいグループ経営理念、行動指針を制定

2021年９月30日 Ｂ種優先株式の一部を自己株式として取得し消却（公的資金100億円のうち50億円を返済）

2021年12月24日 サステナビリティ方針を策定

2022年３月30日 気候変動関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）提言への賛同を表明

2022年４月４日 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場に移行

2023年２月27日 Ｂ種優先株式を自己株式として取得し消却（公的資金を完済）

2023年３月27日 株式会社フィデア情報総研を完全子会社化

2023年４月１日 「フィデアグループ第５次中期経営計画」スタート

2024年１月25日 株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行の合併を目指し具体的な検討を進めることを決定

2024年11月１日 完全子会社としてフィデアエナジー株式会社を設立



― 6 ―

３ 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社７社（2025年３月31日現在）で構成され、銀

行業を中心に、クレジットカード業、信用保証業、リース業、電力小売業、投資業等金融サービスに係る事業を行

っております。なお、事業の区分は「第５ 経理の状況 １ (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント

の区分と同一であります。

当社グループの事業にかかわる位置付けは次のとおりであります。

（銀行業）

株式会社荘内銀行、株式会社北都銀行、フィデアカード株式会社の連結子会社３社において、秋田県、山形県、

宮城県を主たる営業エリアとして、本支店等において、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務のほ

か、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、保証業務等を行っており、当社グループの中核事業と位置付け

ております。

（その他）

フィデアリース株式会社、株式会社フィデア情報総研、フィデアエナジー株式会社、株式会社フィデアキャピ

タルの連結子会社４社において、リース業務、調査研究業務、ソフトウェア開発業務、電力小売業務、投資業務

等を行っております。

なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当して

おり、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断す

ることとなります。

事業系統は次のとおりであります。（2025年３月31日現在）
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所

資本金
又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(又
は被所
有)割合
(％)

当社との関係内容

役員の
兼任等
(人)

資金援助
営業上の
取引

設備の
賃貸借

業務提携

(連結子会社)

株式会社荘内銀行
山形県
鶴岡市

8,500 銀行業
100.00

(－)
8
(6)

－
経営管理
金銭貸借
預金取引

当社より
建物の一
部賃借

－

株式会社北都銀行
秋田県
秋田市

12,500 銀行業
100.00

(－)
4
(3)

－
経営管理
金銭貸借
預金取引

当社より
建物の一
部賃借

－

フィデアカード
株式会社

秋田県
秋田市

50

クレジットカ
ード業
信用保証業
顧客会員への
サービス業務

100.00
(－)

4
(2)

－ － － －

フィデアリース
株式会社

山形県
山形市

50 リース業
100.00

(－)
4
(2)

－ － － －

株式会社フィデア
情報総研

秋田県
秋田市

50

システム開発
業
調査研究業
情報サービス
業

100.00
(－)

4
(2)

－ － － －

フィデアエナジー
株式会社

秋田県
秋田市

25 電力小売業
100.00

(－)
4
(2)

－ － － －

株式会社フィデア
キャピタル

山形県
山形市

80 投資業等
50.00
(13.63)

5
(1)

－ － － －

(注) １．上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行であります。

２．「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の（ ）内は子会社による間接所有の割合（内書き）であり

ます。

３．「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の（ ）内は、当社の役員（内書き）であります。

４．上記関係会社のうち、株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行は経常収益（連結会社相互間の内部経

常収益を除く。）の連結経常収益に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

経常収益
(百万円)

経常利益
(百万円)

当期純利益
(百万円)

純資産額
(百万円)

総資産額
(百万円)

株式会社荘内銀行 23,989 2,870 1,599 52,768 1,443,998

株式会社北都銀行 24,370 929 946 28,761 1,482,748

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

2025年３月31日現在

セグメントの名称 銀行業 その他 合計

従業員数(人)
1,228
[575]

145
[27]

1,373
[602]

(注) １．従業員数は嘱託及び臨時従業員580人（銀行業552人、その他28人）を含んでおりません。

２．臨時従業員数は、［ ］内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
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(2) 当社の従業員数

2025年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

199
46.00 22.00 6,830

[32]

(注) １．当社従業員は主に株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行からの出身者であります。なお、従業員数に

は各子銀行との兼務者（株式会社荘内銀行７人、株式会社北都銀行８人）は含まれておりません。

２．当社の従業員は、すべて銀行業のセグメントに属しております。

３．臨時従業員数は、［ ］内に年間の平均人員を外書きで記載しております。

４．平均勤続年数は、出身銀行等での勤続年数を通算しております。

５．平均年間給与は、2025年３月末の当社従業員に対して各社で支給された年間の給与、賞与及び基準外

賃金を合計したものであります。

６．当社には従業員組合はございません。当社グループには、荘内銀行従業員組合（組合員数583人）、北

都銀行職員組合（組合員数368人）、全国金融産業労働組合（組合員数１人）があります。労使間におい

ては特記すべき事項はありません。

(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

提出会社

当事業年度

管理職に占める女性
労働者の割合(％)

(注１)

男性労働者の育児休
業取得率(％)

(注２)

労働者の男女の賃金の差異(％)
(注１)

全労働者 正規雇用労働者 パート・有期労働者

17.7 100.0 70.4 81.2 72.2

連結子会社

当事業年度

名称

管理職に占める
女性労働者の割
合(％)

(注１)

男性労働者の育
児休業取得率
(％)

(注２)

労働者の男女の賃金の差異(％)
(注１)

全労働者 正規雇用労働者
パート・
有期労働者

荘内銀行 32.0 100.0 63.4 76.4 86.6

北都銀行 26.3 100.0 57.0 77.6 82.0

フィデアカード 5.0 － 55.6 59.6 47.6

フィデア情報総研 15.1 － 76.5 79.7 51.2

フィデアリース 0.0 － 27.4 － 44.1

フィデアエナジー 0.0 － － － －

フィデアキャピタル 0.0 － 42.5 － 30.8

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出した

ものであります。なお、「労働者の男女の賃金の差異」の「－」は対象となる労働者がいないことを示

しております。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76

号）の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行

規則」（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したもので

あります。なお、「男性労働者の育児休業取得率」の「－」は育児休業取得の対象となる男性労働者が

いないことを示しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

（経営方針）

当社は、山形県を営業基盤とする株式会社荘内銀行（以下、荘内銀行）と秋田県を営業基盤とする株式会社北

都銀行（以下、北都銀行）の経営統合により2009年に設立されました。東北初の県境をまたがる地域金融機関グ

ループとして、広域性から得られる営業情報の拡がり、お客さまのニーズに寄り添うコンサルティング営業の実

践、地方創生施策への主体的な貢献を強みに、地元である山形県、秋田県の活性化に取り組んでいます。

2021年に新経営理念を制定し、役職員全員が自ら考え行動することで持続可能な地域社会の実現に貢献し、東

北地方に根差した地域金融機関として地域のお客さまとともに成長する姿を目指していくことを公表しておりま

す。

グループ経営理念

一人ひとりの情熱と知恵と挑戦で、

東北を幸せと希望の産地にします。

東北に誇りを持つ。東北で暮らすことが憧れになる。
そんな未来を、一人ひとりのアイデアとアクションで
生み出していきます。広げていきます。

東北に根差して、東北の人たちと育む新しい価値を
人々へ、世の中へ。

もう、何気なく夢見るだけでは、つくりたい未来には届かない。
大切なのは行動すること。
地域のいちばんのファンとして、サポーターとして、
いつだって同じ目線に立ちながら。
ときには金融機関らしくない、思い切ったチャレンジも取り入れて。

一人ひとりが、考えます。動きます。
世界のどこよりも幸せと希望が実る、
東北の未来のために、いま。

（経営環境及び対処すべき課題）

東北地方は人口減少や高齢化など構造的な問題を抱え、加えて、人手不足に伴う人件費の高騰、インフレの進

行など、地域経済の厳しい状況が長期化することが懸念されております。また、地域内事業所数の減少、内外の

金利環境の変化、地政学的リスクの高まり、異業種参入による競争環境の変化など、地域金融機関を取り巻く環

境は厳しさを増しています。

このような中で、2025年度は、第５次中期経営計画の最終年度として、地域における金融仲介機能の充実及び

取引先の経営改善や事業再生支援等に積極的に取り組むとともに、ＧＸ・ＤＸ分野を中心としたコンサルティン

グ営業の強化、合併シナジーの前倒し発揮による一層の経営効率化により、最終年度目標の達成に注力してまい

ります。また、事業環境の変化に応じた不断の変革を実践し、持続可能な地域づくりに貢献することのできる広

域地方銀行グループを目指してまいります。

（当社傘下の荘内銀行及び北都銀行の合併について）

当社グループは、経営統合シナジーの更なる発揮と地域のお取引先との関係強化を目指し、経営統合の最終段

階として、荘内銀行及び北都銀行の合併及びシステム統合を実施することを決定しております。

合併により誕生する新銀行の概要は以下のとおりです。なお、関係当局の許認可の取得等を前提としておりま

す。また、システム統合までに必要な準備期間を考慮し合併の効力発生日を2027年１月としておりますが、2025

年度から頭取及び本部担当役員等を両銀行間で兼務する実質１行の経営体制とし、合併効果の前倒しの発揮に取

り組んでまいります。

合併の効力発生日： 2027年１月１日（システム統合を同日に実施する予定）

合併の方式： 荘内銀行を存続会社、北都銀行を消滅会社とする吸収合併方式

新銀行の商号： 株式会社フィデア銀行（存続会社である荘内銀行が商号を変更）

本店所在地： 山形県山形市
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

(1) サステナビリティ全般

① ガバナンス

当社は、2020年度にスタートした第４

次中期経営計画とあわせて「フィデアグ

ループＳＤＧｓ宣言」を公表し、ＳＤＧ

ｓの趣旨に賛同し、地域課題の解決に向

けた取り組みを通じて地域社会の持続的

な発展を目指すこと、また役職員全員が

ＳＤＧｓの達成に取り組むことを表明し

ております。

このような中、2021年度には、当社グ

ループのＳＤＧｓ達成に向けた取り組み

及びサステナビリティ経営の状況を評価、

検証するとともに、今後のあり方な

どに関して取締役会に助言することなどを目的として、取締役会の任意組織として社外取締役等を中心に構成

するサステナビリティ委員会を設置しました。

また、サステナビリティ委員会において決定した基本方針のもと、具体的な業務執行及び各種施策を検討し

実行する当社及び荘内銀行、北都銀行の横断的な会議体としてサステナビリティ推進会議を設置しておりま

す。サステナビリティ推進会議においては、当社グループ一体の取り組みとして、気候変動への対応に加え、

人的資本や多様性への対応、地方銀行としての地域貢献のあり方等を検討しております。

サステナビリティ委員会は、サステナビリティ推進会議における検討内容及び各種施策への取り組み状況に

ついて報告を受け、その取り組み状況等を評価検証します。また、取締役会は、サステナビリティ委員会にお

ける審議内容について報告を受け、当社グループ全体のサステナビリティ経営への取り組み状況を監督評価す

る体制としております。

(イ) 2024年度のサステナビリティ推進会議及びサステナビリティ委員会の主な協議・報告事項

当事業年度においてサステナビリティ推進会議及びサステナビリティ委員会を７回開催しています。開催

状況は以下のとおりです。

開催回（開催月） 議題

第11回（４月） ・人的資本の開示内容

第12回（５月） ・人的資本の開示内容（再審議）

第13回（５月）
・有価証券報告書におけるサステナビリティ開示内容

・サステナビリティ推進会議規程及び同委員会規程の改定

第14回（６月） ・委員長の選任に関する件

第15回（10月） ・ＴＮＦＤ開示に向けた今後の検討事項

第16回（11月）

・ＴＮＦＤフォーラムへの参画

・環境方針の策定

・投融資方針の改定

第17回（１月）
・フィデアホールディングス ＣＯ２排出量削減に向けた追加施策

・サステナブルファイナンスの実績（2024年度上期）
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② 戦略

当社は、グループ経営理念に基づき、当社グループのサステナビリティへの考え方についてサステナビリテ

ィ方針として策定するとともに、あわせて投融資方針等各種方針を明示し具体的に実践しております。

＜サステナビリティ方針＞

フィデアグループは、東北地方に根差し新しい価値を育む広域金融グループとして、「東北を幸せと希望

の産地にする」という経営理念の実現に向け、我々を取り巻く、地域経済の持続的な成長、持続可能な地域

環境づくり、人権の尊重、働きがいのある職場づくり、並びに社会から信頼されるガバナンス構築の５つを

重要な社会課題として認識し、解決に取り組みます。

これらの課題解決を通じて当社グループの企業価値向上を実現し、地域社会と地域経済の持続的な発展に

貢献してまいります。

また、サステナビリティ方針を踏まえ、当社グループが「東北を幸せと希望の産地にする」という経営理念

を実現するうえで取り組むべき５つの課題をマテリアリティ（重要課題）として特定しました。これらマテリ

アリティへの取り組みを通じて、ＳＤＧｓ達成に向けた社会課題解決に貢献してまいります。

＜マテリアリティ（社会とフィデアグループが持続的に成長するための重要課題）＞

１．地域経済の持続的な成長

地域やお客さまが抱える課題の解決に取り組むとともに、デジタル技術も活用しながら、適切な投融資

等の金融サービスを提供し、地域経済の持続的な発展に貢献します。また、地方自治体や教育機関等と協

働で地方創生に取り組むことで、地域課題の解決を目指します。

２．持続可能な地域環境づくり

環境に配慮した経営の実践を通じて地球温暖化や気候変動に対応するとともに、東北地方の豊かな自然

の力を活用した再生可能エネルギー事業等に積極的に取り組み、脱炭素社会の実現を目指します。また、

東北の農林水産業、観光産業などの産業を支える恵まれた自然環境を守る活動を支援し、持続可能な地域

環境の実現に貢献します。

３．人権の尊重

性別、性的指向、性自認、宗教、信条、障害、人種、国籍等、あらゆる人権を尊重します。

４．働きがいのある職場づくり

全ての従業員が働きがいを感じ、能力を発揮できる職場環境を整備するとともに、従業員一人ひとりが

希望する働き方を実現します。また、ダイバーシティと働き方改革を推進し、多様な人材の活躍機会を創

出します。

５．社会から信頼されるガバナンスの構築

透明性と実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現し、持続的な企業価値の向上に取り組みます。

また、株主、お客さま、従業員、地域社会など多様なステークホルダーに対し積極的に情報を開示するこ

とで、信頼される企業を目指します。

なお、当社グループの気候変動への対応に関する戦略については「（２）気候変動への対応 ②戦略」、人

的資本に関する戦略については「（４）人的資本、多様性への対応 ①戦略」を参照ください。
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③ リスク管理

当社グループは、マテリアリティとして、地域経済の持続的な成長、持続可能な地域環境づくり、人権の尊

重、働きがいのある職場づくり、社会から信頼されるガバナンスの構築という５つの重要課題を特定し、地域

に根差した事業を展開する広域金融グループとしてこれらの解決に貢献することが重要ととらえています。事

業遂行上のリスクの中でも、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項として、サステナビリティ

関連リスクを含め３「事業等のリスク」を判断しております。

特に、当社に重要な影響を及ぼすリスクとしてトップリスクを選定しており（３「事業等のリスク」をご参

照ください）、サステナビリティ関連リスクの気候変動リスク・人的リスクを選定しております。これらリス

クは必ずしも独立して発生するものではなく、信用リスク、市場リスク、自己資本比率に関するリスクなど、

他の様々なリスクの発生につながり、また、様々なリスクを増大させる可能性があると認識しております。

トップリスクの選定にあたっては、当社グループを取り巻く様々なリスク事象を抽出し、本部各部及び各役

員とも協議の上、リスクマネジメント会議で決定しております。

リスク管理にあたる組織及びプロセスについて、第４提出会社の状況 ４「コーポレート・ガバナンスの状

況等」(1) コーポレート・ガバナンスの概要にリスク管理態勢の整備状況として記載しております。サステナ

ビリティ関連リスクを識別、評価、管理するプロセス、組織等は、統合的リスク管理態勢に統合されており、

リスク区分に応じた管理部署を定めるとともに、当社グループ全体のリスク管理態勢を最高リスク管理責任者

（ＣＲＯ）、リスク統括部が統括しております。業務執行に係るリスクの状況については、リスクマネジメン

ト会議で審議され、その審議内容を取締役会に設置されたリスク委員会に報告し検証等を行う体制としており

ます。

(2) 気候変動への対応

当社グループは、サステナビリティ方針の中で、重要な社会課題の一つである持続可能な地域環境づくりに取

り組むこととしており、その一環として、2022年３月にＴＣＦＤ提言（※）への賛同を表明しています。再生可

能エネルギー事業のご支援や自治体と協働しての脱炭素化のご支援など持続可能な地域社会の実現に主体的に貢

献するとともに、ＴＣＦＤ提言に沿った情報開示に取り組んでまいります。

※ ＜ＴＣＦＤ（Task Force on Climate‐related Financial Disclosures）提言＞

ＴＣＦＤは、Ｇ20における各国首脳の要請を受けて、2015年12月に金融安定理事会（ＦＳＢ）に設置され

た企業の気候変動に関連したリスク及び機会の情報開示を推奨する作業部会です。

ＴＣＦＤ提言は、低炭素社会へのスムーズな移行により金融市場の安定化を図ることを目的に2017年６月

に最終報告書として公開されました。具体的には、気候変動に関連したリスクと機会に係るガバナンス、戦

略、リスク管理、指標と目標の４項目について企業が開示を進めていくことを求めています。
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① ガバナンス

当社グループの気候変動への対応に関するガバナンスは、サステナビリティ全般のガバナンスに組み込まれ

ています。詳細については「（１）サステナビリティ全般 ①ガバナンス」を参照ください。

② 戦略

当社グループは、気候変動に起因するリスクが、戦略、財務、事業運営などに影響を与えるものと認識する

とともに、持続可能な地域環境づくりのための再生可能エネルギー事業をはじめとしたサステナブルファイナ

ンスをビジネス機会ととらえ積極的に取り組んでまいります。

また、サステナビリティ方針に基づく投融資方針を下記のとおり定め公表しております。

「投融資方針」

１．フィデアグループは、国連が採択したＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の趣旨を踏まえ、グループ経営

理念に基づく企業活動を通じた地域社会と地域経済の持続的な発展の実現に向け、地域における環境及び

社会問題の解決につながる投融資を推進します。

２．また、環境への負荷や人権問題など社会への影響の大きい事業等に対する投融資に関しては慎重に判断

し、十分に留意します。

３．以下に例示するような事業に対して、積極的に支援を行います。

① 地域社会や地域経済の持続的な発展に資する取り組み及びその事業（創業及び事業承継を含む）

② 気候変動リスクを低減する省エネルギーや再生可能エネルギー事業、脱炭素社会の実現に寄与する事

業

③ 水資源や森林資源、生物多様性などの保全に資する事業

④ 少子高齢化に対応する教育、医療や福祉に資する事業

⑤ 農林水産業や観光産業をはじめとした地域産業の振興に資する事業

⑥ 防災や減災に資する取り組み及びその事業

⑦ その他、持続可能な地域づくりに資する事業

４．以下のような先には投融資を行いません。

① 反社会的勢力及び事業

② 人権侵害や強制労働への関与先

③ 非人道的な兵器の開発・製造の関与先や、規制・制裁対象先

④ 新設の石炭火力発電所向け投融資

ただし、例外的に取り組みを検討する場合は、発電効率性能や環境への影響、地域社会への影響、個別

案件毎の背景や特性等について総合的に勘案し、慎重に対応を検討
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（気候変動に伴うリスクと想定される影響）

当社は、気候変動に伴うリスクと機会について、短期、中期、長期の時間軸で分析を行っており、その内容

は以下のとおりとなっております。（以下、「短期」５年程度、「中期」10年程度、「長期」30年程度）

主なリスクと機会 時間軸

移行リスク

◇ 気候変動問題に対する適切な取り組みや開示が他社比劣後することによる
企業価値の低下

短期～長期

◇ 気候変動に対応した規制や税制等が変更となり、お客さまの業績にネガテ
ィブな影響が及ぶことによる信用リスクの発生

中期～長期

◇ 脱炭素関連技術の進捗、消費者の製品嗜好の変化等の市場環境の変化に伴
い、お客さまの業績にネガティブな影響が及ぶことによる信用リスクの発
生

中期～長期

物理的リスク

◇ 水害等に伴う不動産担保（建物等）の毀損や、お客さま事業施設が自然災
害で被災し、事業が停滞することによる信用リスクの発生

短期～長期

◇ 当社グループ事業施設の毀損による事業コストの増加や浸水被害等による
営業停滞リスクの発生

短期～長期

機会

◇ 気候変動対策、脱炭素社会への移行を支援するための投融資やサービスの
提供
（山形県や秋田県沖における洋上風力発電事業など、脱炭素社会実現に向
けた再生可能エネルギー事業へのファイナンスや脱炭素化に関連するコン
サルティング機会の拡大（脱炭素経営に必要となる『知る』『測る』『減
らす』の各ステップに合わせた最適なソリューションの提供）など、環境
負荷低減を目的とした商品・サービスの積極的な提供）

短期～長期

◇ 当社グループの省資源・省エネルギー化の実施による事業コストの低下 短期～長期

◇ 再生可能エネルギーの地産地消の実現及び地域脱炭素経営支援体制の構築
（フィデアエナジー株式会社による地域に豊富に存在する再生可能エネル
ギー資源を活用した発電プロジェクトへの支援や、地域内で発電した再生
可能エネルギーの電力を最大限活用できる体制の整備等、カーボンニュー
トラルとグリーンビジネスの創出等を通じた地域のエネルギー収支改善と
経済活性化を実現）

短期～長期

（ビジネス機会への取り組み）

お客さまの脱炭素経営への移行に向けたコンサルティング提供やＳＤＧｓ／ＥＳＧの取組支援は、当社グル

ープのビジネス機会になると認識しております。中長期的な目線でお取引先や地域のお客さまの課題やニーズ

を理解し、気候変動対応や脱炭素社会への移行の支援を行うことで、投融資をはじめとしたソリューションの

提供などのビジネス機会の創出・拡大に取組んでおります。

（地域の脱炭素化への貢献 - 電力小売事業への参入）

当社グループの営業地盤である東北地方は、再生可能エネルギー資源を豊富に有する地域として、発電事業

者による投資活動、開発が進んでおります。一方、その発電した電力の活用に向けた地域での取組みは限定的

であり、地元で発電しているメリットを地域企業が享受できていないことが課題と認識しています。これに対

応するため、2024年11月に当社の完全子会社として「フィデアエナジー株式会社」を設立しました。再生可能

エネルギーの地産地消を実現するため、主に北都銀行において培ってきた再生可能エネルギー事業への知見を

生かし、秋田県内で盛んな風力発電などを活用した電力小売事業に取り組むことで、地域の脱炭素化、地域経

済活性化に積極的に貢献してまいります。

2025年３月28日に小売電気事業者としての登録手続き等が完了し、2025年度上半期の電力小売り開始を予定

しております。当初は当社グループへの電力小売りからスタートし（2025年当社グループ50％へ電力小売り予

定）、2026年度には地元県内の一般事業会社に電力小売りを開始することを計画しております。また、将来的

には再生可能エネルギー発電事業、カーボンクレジット事業、脱炭素コンサルティング事業をあわせて取り扱

う総合的な脱炭素支援体制の構築を目指してまいります。
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（シナリオ分析）

シナリオ分析にあたっては、「環境省 ＴＣＦＤ提言に沿った気候変動リスク・機会のシナリオ分析実践ガ

イド（銀行セクター向け） ver.２.０」を参考とし、下記分析結果は、一定の前提条件のもとに試算しておりま

す。今回の分析範囲においては、当社グループの財務への影響は限定的なものとなりましたが、引き続きシナ

リオ分析の高度化に努めてまいります。

(イ) 移行リスク

ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言が推奨するセクター等を対象に分析を行った結

果、当社グループにおいて移行リスクの影響が大きいセクターとして、気候変動に関連する炭素税導入の影

響が大きいと想定される「電力」「ガス」「石油」を選定しました。分析にあたっては、国際エネルギー機

関（ＩＥＡ）の「World Energy Outlook 2021」における、Net Zero Emissions by Scenario（ＮＺＥ（１．

５℃シナリオ））などを参考に、炭素税の導入等、脱炭素社会への移行に伴う与信コストの影響を試算しま

した。

シナリオ
ＩＥＡ（International Energy Agency：国際エネルギー機関）
ＮＺＥ（Net Zero Emissions）2050シナリオ

分析内容
◇ リスクと機会の影響評価のためのパラメータを特定。シナリオ下におけるパラメー

タ変化を基に炭素税が導入された場合の費用負担増加による与信先の財務内容が悪
化するシナリオを想定し、当社グループの与信コストの変化を分析

分析対象 「電力」「ガス」「石油」

観測期間 2050年まで

分析結果
与信コスト等

最大7.3億円

(ロ) 物理的リスク

台風・洪水や高潮等の急性的な自然災害による浸水被害を分析しました。分析にあたっては、気候変動に

関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の８．５シナリオ（４℃シナリオ）を前提に、当社グループに担保を提供

している取引先の与信コストの影響額及び当社グループの影響を試算しました。

シナリオ
ＩＰＣＣ（Intergovernmental Panel on Climate Change：国連気候変動に関する政府間
パネル）
ＲＣＰ８．５（シナリオ）

分析内容

◇ 河川の氾濫等による浸水を想定し、不動産担保の毀損及び投融資先の業績悪化によ
る与信コストを分析
① 直接影響：不動産担保の毀損
② 間接影響：与信先の営業停止による売上や利益減少等を要因とした財務状況の

悪化による信用格付の低下
◇ 河川の氾濫等による浸水を想定し、当社が保有する店舗・ＡＴＭ等への被害や営業

停滞による影響を分析

分析対象
当社グループへ不動産担保（建物等）を提供している取引先
当社グループが保有する店舗・ＡＴＭ、浸水被害による営業停滞日数等

観測期間 2050年まで

分析結果
与信コスト等

最大24.6億円

③ リスク管理

当社グループの気候変動への対応に関するリスク管理は、サステナビリティ全般のリスク管理に組み込まれ

ています。詳細については「(1) サステナビリティ全般 ③リスク管理」を参照ください。
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④ 指標と目標

フィデアグループ投融資方針に基づきサステナブルファイナンスに積極的に取り組むとともに、2030年度ま

でのＣＯ２排出量70％削減（2013年度比）を目標に、再生可能エネルギー由来電力への転換、省エネルギー化、

各種認証制度の活用などを進めてまいります。

(イ) サステナブルファイナンス実行目標及び実績

2021年度から2030年度まで10年間の累計実行額目標 4,000億円（うち環境分野※ 2,000億円）

サステナブルファイナンスの累計実行額は2021年度から2024年度までに2,159億円の実績となっており、

2030年度までの累計実行目標4,000億円に対して進捗率は53.9％となっております。うち環境分野での累計

実行額は994億円と、サステナブルファイナンス全体の約50％を占めています。

当社グループでは、再生可能エネルギー分野のコンサルティング営業を強化しており、これまで陸上風

力発電事業、バイオマス発電事業向けのプロジェクトファイナンス組成などで実績を積み上げておりま

す。秋田県沖、山形県沖を中心とした洋上風力発電事業の本格化も予定されており、引き続き積極的に脱

炭素社会実現に貢献してまいります。

※うち環境分野＝フィデアグループ投融資方針で定める「気候変動リスクを低減する省エネルギーや再生

可能エネルギー事業、脱炭素社会の実現に寄与する事業」、「水資源や森林資源、生物多様性などの保

全に資する事業」

2013年度以降のプロジェクトファイ

ナンスの組成実績は2024年度までに

1,318億円の実績となっております。

秋田県においては恵まれた風況を活用

し、風力発電事業が盛んになってお

り、北都銀行を中心に、太陽光発電事

業、木質バイオマス発電事業も含め、

プロジェクトファイナンス組成に積極

的に取り組んでおります。
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(ロ) ＣＯ２排出量削減目標及び実績

「2025年度までに2013年度比 △60％」、「2030年度までに2013年度比 △70％」及び「2030年度ネット

ゼロ（2013年度排出量実績8,802t-CO2）」（Scope１、２合計）

2024年度までのＣＯ２排出量削減実績

（Scope１及びScope２の合計）は、2013

年度比△59.9％となっており、順調に推

移しております。また、2025年度のＣＯ

２排出量削減率は、2013年度比△70％

と、2025年度のＣＯ２排出量削減目標

（2013年度比△60％）を達成する見込み

です。

引き続き両行の本支店のＬＥＤ化、使

用電力の再生可能エネルギー由来電力へ

の切り替えなど、具体的な施策を順次進

めてまいります。

※2025年３月31日時点：再生可能エネル

ギー切り替え６か店（９％）、ＬＥＤ

対応33か店（51％）

ⅰ．Scope１、２のＣＯ２排出量削減計画

単位：t-CO2 排出量(計画) 削減率

基準年度 2013年度

直接排出(Scope１) 1,659 ―

間接排出(Scope２) 7,143 ―

Scope１、２合計 8,802 ―

中間年度 2025年度

直接排出(Scope１) 1,040 △37％

間接排出(Scope２) 2,460 △65％

Scope１、２合計 3,500 △60％

2030年度

直接排出(Scope１) 988 △40％

間接排出(Scope２) 1,612 △77％

Scope１、２合計 2,600 △70％
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ⅱ．Scope３について

Scope３（カテゴリ１～14）の算定方法は、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する

基本ガイドラインVer２.７（環境省、経済産業省）」を参考に、排出係数は「サプライチェーンを通じた組

織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースVer３.５（環境省、経済産業省）」を使用

しております。カテゴリ３、８～11、14は該当せず、排出量はゼロとなっております。

単位：t-CO2

算定項目（t-CO2） 2023年度 2024年度

カテゴリ１ 購入した製品・サービス(コピー用紙等) 3,064 2,889

カテゴリ２ 資本財(建築、ソフトウエア等) 3,343 2,152

カテゴリ４ 輸送、配送(上流) 233 254

カテゴリ５ 事業から出る廃棄物 1 2

カテゴリ６ 出張(鉄道、航空機等) 149 105

カテゴリ７ 雇用者の通勤(鉄道、バス等) 1,385 1,354

カテゴリ12 販売した製品の廃棄 36 33

カテゴリ13 リース(店外ＡＴＭ) 302 298

カテゴリ15 投融資(事業性融資) 5,145,148 4,970,822

合計 5,153,661 4,977,909

ⅲ．Scope３（カテゴリ15）について（事業性融資を対象にＴＣＦＤ14業種に分類）

ａ．Scope３（カテゴリ15）は、気候変動におけるリスクと機会を捉えていく重要な項目と考えております。

ＧＨＧ排出量の算定においてはパーセフォニ社が提供するＰＣＡＦ（※１）に準拠した算定方式、各種排

出係数を内包した炭素会計プラットフォーム（※２）を用いて事業性融資のお取引先全量を対象として実

施しました。

ｂ．今後は、算定精度の向上を図っていくほか、カテゴリ15における算定対象のアセット（住宅ローン、自

動車ローン、プロジェクトファイナンスなど）の拡大を検討していく予定です。

ｃ．カテゴリ15（投融資）のＣＯ２排出量削減に向けては、サステナブルファイナンスに取組むとともに、

再生可能エネルギーを軸とした産業振興など、地方創生の取り組みや持続可能な地域社会の実現に積極的

に貢献していきます。また、2026年度にはフィデアエナジー株式会社による地域への再生可能エネルギー

を由来とした電力供給を行う予定です。
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Scope3 カテゴリ15
（事業性融資）

Financed Emissions
（t-CO2）

データクオリティ
スコア
（※３）

貸出金
残高

（億円）
件数

Scope
1,2,3

Scope
1,2

Scope
3

Scope
1,2,3

Scope
1,2,3Scope

1,2
Scope
3

エネルギー
石油・ガス 1,028,059 612,870 415,190 3.94 3.82 996 1,800

電力 881,442 765,434 116,008 3.72 3.54 1,129 192

運輸

空運 313,554 234,230 79,323 4.03 4.02 580 1,447

海運 272,223 122,815 149,407 4.00 3.73 151 235

陸運 23,070 1,309 21,761 3.94 3.04 280 54

自動車 － － － － － － 0

素材・
建築物

金属・鉱業 115,764 70,576 45,188 4.02 4.02 119 165

化学 78,024 49,993 28,031 4.49 3.88 141 11

建築資材・
資本財

467,210 227,633 239,577 4.09 3.34 423 275

不動産管理・
開発

13,493 3,563 9,930 3.90 3.65 955 550

農業・
食料・
林産物

飲料・食品 1,194,608 951,419 243,189 4.19 4.00 228 279

農業 － － － － － － 0

製紙・林業 20,956 9,433 11,523 4.03 4.03 42 141

その他 562,421 82,682 479,739 3.99 3.84 2,369 3,929

合計 4,970,822 3,131,957 1,838,865 3.95 3.73 7,414 9,078

※１ ＰＣＡＦ：「Partnership for Carbon Accounting Financials」金融機関の投融資ポートフォリオ

におけるＧＨＧ排出量を計測・開示する方法を開発する国際的なイニシアティブ

※２ 炭素会計プラットフォームを用いた算定にあたっては、当社グループで使用している日銀業種分類

から世界産業分類（ＧＩＣＳ）へ変換する必要があります。その変換については環境省の業種紐付

表をベースとしており、複数の変換先が存在する場合は、過少の算定とならないようにするため変

換先の排出係数の最も高いものを対象として計算しております。従って、お客さまの実際に営んで

いる事業内容とは一部一致しないものがあります。

※３ データクオリティスコア：データクオリティスコアは、ファイナンスドエミッションにおけるＧＨ

Ｇ排出量データの品質を５段階で示した数値であり、１に近いほど品質が高く、５に近いほど推計

値を多く使用しているものになります。

スコア 分類 概要

１
開示情報

企業開示の排出量データ（第三者機関認証あり）

２

企業開示の排出量データ（第三者機関認証なし）

推計情報

物理活動ベース

企業のエネルギー消費量と排出係数に基づく推計
の排出量データ

３
企業の生産量と排出係数に基づく推計の排出量デ
ータ

４

財務指標ベース

企業の売上高と排出係数に基づく推計の排出量デ
ータ

５
企業への投融資残高と排出係数に基づく推計の排
出量データ
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(3) 生物多様性保全・自然資本への対応

当社グループでは、マテリアリティの１つとして「持続可能な地域環境づくり」を設定しており、生物多様性

保全及び自然資本（※１）への対応を気候変動と並ぶ重要な経営課題と認識しております。当社グループの事業

活動は生態系サービスの恩恵を受けながら自然資本に依存し、他方で事業活動によって自然に負の影響を与えて

おり、自然資本の損失の深刻化は事業リスクとなっております。そのため、当社グループには、ネイチャーポジ

ティブ（自然再興）（※２）に向け行動することが求められており、また自然資本の適切な保全・回復に向けた

取り組みは、地域経済の持続的な成長を実現するためにも喫緊の課題となっております。

このような背景から、2024年12月に、当社グループとして環境問題に対して積極的に取り組む経営姿勢を示す

「環境方針」を制定いたしました。また、環境方針の制定を踏まえ、自然関連財務情報開示タスクフォース

（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures：ＴＮＦＤ）（※３）が公表した情報開示に係る提言

（ＴＮＦＤ提言）に賛同表明し、ＴＮＦＤフォーラムに参画しました。

今後は、当社グループの「東北地方に根差した地域金融機関として地域社会と地域経済の活性化に貢献し、地

域のお客さまとともに成長していく」というサステナビリティの考え方に基づき、環境負荷の軽減、生物多様性

の保全など、環境方針に沿った取り組みを実践するとともに、ＴＮＦＤ提言に基づく情報開示に取り組んでまい

ります。

※１ 自然資本：森林、水、土壌、大気、生物資源、鉱物資源等、生物・非生物を含めた自然によって形成

される資本（ストック）のこと

※２ ネイチャーポジティブ（自然再興）：自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め反転さ

せること

※３ ＴＮＦＤ：「Taskforce on Nature-related Financial Disclosures」自然関連の財務情報を開示する

枠組の開発・提供を目指す国際イニシアティブ

「環境方針」

フィデアグループは、気候変動をはじめとする環境への影響が経営リスクになることを認識し、脱炭素社会

の実現を目指すとともに、「東北地方に根差した地域金融機関として地域社会と地域経済の活性化に貢献し、

地域のお客さまとともに成長していく」というサステナビリティの考え方のもと、環境への負荷軽減とお客さ

まの環境に配慮した取組みを支援することにより、持続可能な地域社会の実現に貢献していきます。

１．環境関連諸法規の遵守

環境関連法令および規則等を遵守します。

２．金融商品・サービスを通じたお客さま支援

サステナブルファイナンスや脱炭素コンサルティングなどの金融商品・サービスなどを通じて、環境問題

に取組むお客さまを支援します

３．環境負荷の軽減

再生可能エネルギー等の活用により、事業活動における環境負荷の軽減に努めます。

４．気候変動への対応

気候変動は地域社会の持続性に大きな影響を与える重大な環境課題と認識し、脱炭素社会の実現を目指し

た取組みを行います。また、気候変動が地域社会に及ぼすリスクの軽減に努め、気候変動への対応に関する

適切な情報開示に取組みます。

５．生物多様性の保全

生物多様性がもたらす恩恵を認識し、その保全に努めます。

６．ガバナンス

気候変動への対応および生物多様性の保全に対する取組みの内容について、定期的にサステナビリティ推

進会議で審議・報告を行うとともに、取締役会の任意の組織であるサステナビリティ委員会へ報告し、取組

みの向上・改善に努めます。

７．ステークホルダーとの対話

環境保全に対する役職員の意識の啓発に努めるとともに、地域社会をはじめとしたステークホルダーとの

対話を通じ、環境保全活動の啓発と推進に努めます。
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(4) 人的資本、多様性への対応

① 戦略

当社グループは、地域経済の活性化、持続可能な地域社会の実現に貢献し地域のお客さまとともに成長して

いくための５つのマテリアリティを特定し、その課題解決に貢献するべく取り組んでおります。その中で、人

的資本・多様性に関連した重要課題として、人権の尊重、働きがいのある職場づくり、人材育成を掲げ、具体

的な対応を進めています。

ガバナンス面では、取締役会や経営陣を支える管理職層において、ジェンダー・職歴・年齢等の多様性が確

保され、それらの中核人材が経験を重ねながら、取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することを目的と

してグループ人事会議を実施しております。グループ人事会議で議論し、指名委員会、取締役会への報告を通

じて人的資本経営の実現に向けたガバナンスを確保するとともに、人的リスクの低減に努めております。

＜グループ人事会議＞

「当社グループの人材戦略」

グループ経営理念及び行動規範＜Future７＞を実践し経営戦略の実現に取り組む人材を中長期的に育成・確

保するため、多様性確保、人材育成、従業員エンゲージメント、健康経営推進の観点からKPIを設定し、人的

資本価値の最大化を目指します。従業員経営戦略の柱であるコンサルティング業への転換を達成するために、

内部人材の育成、外部人材の活用、人員配置の最適化、人事制度改定など、具体的な施策を展開していきま

す。また、マテリアリティ解決のためのサステナビリティ方針に基づき、人権方針、人材育成方針、社内環境

整備方針を制定し、働きがいのある、働きやすい職場環境の実現、ひいては従業員エンゲージメントの向上を

目指します。
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② 指標及び目標

(イ) 人権への取り組み

当社グループは、人権を尊重しあらゆる人権侵害行為の根絶することを目指し、サステナビリティ方針に

基づいた人権方針を定め公表しております。

また、企業活動が人権に与えるマイナスの影響を軽減することを目指し、企業の事業活動やサプライチェ

ーンを通じて及ぼす労働問題、消費者被害、地域住民への影響の排除などを含む投融資方針を前述のとおり

定め公表しております。

「人権方針」

フィデアグループは、東北地方に根差し新しい価値を育む広域金融グループとして、地域社会の持続的な

発展に貢献していきます。

地域社会の持続的な発展を目指すうえで、人権の尊重を重要な社会課題の１つとして認識し、本業を通じ

てこの解決に取り組んでいきます。

１．国際規範の尊重

世界人権宣言をはじめとする人権に関する国際規範を尊重します。

２．あらゆる差別行為の根絶

性別、性的指向、性自認、宗教、信条、障害、人種、国籍等を理由とした差別や人権侵害を行いませ

ん。また、従業員一人ひとりの多様性を尊重し、あらゆるハラスメントや非人道的な扱いを根絶します。

３．人権に関する教育の実施

従業員一人ひとりが人権問題に関する正しい認識と理解を深めるため、研修をはじめとし、人権に関す

る教育を実施します。

＜実施状況＞

一般社団法人全国銀行協会が発行する「みんなの人権を守るために」を基礎資料とした、全役職員向け勉

強会の実施、人権をテーマとした外部講師による研修、新入行員研修・階層別研修など集合研修を通じた人

権啓発、カスタマーハラスメントの対応方針や発生時の対応方法にかかる勉強会等を実施しております。

また、ハラスメントに係る相談窓口及び内部通報窓口を設置。窓口担当者には年齢や性別の異なる複数人

の窓口担当者を配置し、相談者が相談しやすいような配慮を行っております。
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(ロ) 人材育成への取り組み

当社グループは、従業員が能力を発揮できる職場環境づくり、経営理念及び経営戦略に基づいた人材育

成、従業員一人ひとりの活躍の応援を目指し、サステナビリティ方針に基づいた人材育成方針を下記のとお

り定め公表しております。

「人材育成方針」

経営理念の実現に向け、従業員一人ひとりが行動指針〈Future７〉※を主体的に実践し、地域やお客さま

に寄り添い、それぞれが抱える課題の解決やニーズにお応えする、高次のコンサルティング力やソリューシ

ョン提案力を身につけた人材を育成します。そのためには、一人ひとりのスキルに応じた各種研修（ＯＦＦ

－ＪＴ）、実践経験（ＯＪＴ）、自己啓発（ＳＤ）を複合的に組み合わせ、従業員の自律的成長支援に不断

に取り組んでまいります。また、多様な人材は新たな価値を生み出す源泉であると捉え、一人ひとりのモチ

ベーション向上と自由な発想を促す個人の成長や経験の積上げ機会を設けていきます。

※ 行動指針〈Future７〉

１．前例にとらわれず、決して立ち止まらず、常に新しいことに挑み続けます。

２．お客さまの夢を自分ごとにし、実現のために情熱をもって考え、動きます。

３．向上心・探究心・好奇心を心掛け、常に自らをアップデートしていきます。

４．高水準のコンサルティングで、地域に幅広い知見とアイデアを提供します。

５．一人ひとりを尊重し、個々の成長や挑戦を後押しできる組織を目指します。

６．よく聞き、よく話す、声が闊達に飛び交う風通しのよい職場をつくります。

７．法令遵守と高い倫理観に基づき、地域の一員として責任ある行動をします。

当社グループでは、経営理念を実現するために、一人ひとりがどのような姿勢・気持ちで行動するべきか

を行動指針〈Future７〉として制定し、人材育成方針及び中期経営計画に基づき法人個人一体営業人材の育

成に注力しております。

＜実施状況＞

ⅰ．多様性の確保・戦力化

エージェントの活用、アルムナイ・リファラルなど人的ネットワークの活用等、採用チャネルを拡大。

性別や年齢を問わず、幅広い業種の中から経験（キャリア）を重視した採用を実施。人材の多様性を確保

するとともに、採用後のオンボーディング施策を併進し、早期戦力化と中途採用人材の定着率向上につな

げていきます。

ⅱ．スキルバロメーターによる法人スキルの目標及び実績

従業員のスキルレベルに応じた効果的な育成（研修・ＯＪＴ・自己啓発）により、法人スキルＡ／Ｂに

相当する、当社グループの営業戦略を支えるコンサルティング営業人材の拡大を目指し、お客様の多様な

ニーズに応えられる人材の育成を図ってまいります。

法人スキル
（※）

2021年度
実績

2022年度
実績

2023年度
実績

2024年度
実績

2025年度
目標

備考

Ａ
229名
(27％)

211名
(28％)

216名
(28％)

229名
(31％)

230名
(31％)

スキルバロメーターは株式会
社フィデア情報総研が提供す
る業務スキルの習得状況を可
視化するための評価ツール。

各スキルの人数の（ ）内のパ
ーセンテージは構成比を表
示。

人員数は、荘内銀行及び北都
銀行の営業店が対象。また、
預金や為替業務などの内部事
務に従事する従業員数を含
む。

Ｂ
119名
(14％)

90名
(12％)

110名
(14％)

101名
(14％)

130名
(17％)

Ｃ・Ｄ
498名

（59％)
465名
(60％)

446名
(58％)

398名
(55％)

386名
(52％)

合計
846名

(100％)
766名

(100％)
772名

(100％)
728名

(100％)
746名

(100％)
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※ 法人スキルＡ～Ｄの各スキルのレベルは下記のとおりです。

Ａ 事業性貸出（プロパー）に加え、コンサルティング営業が可能

Ｂ 事業性貸出（プロパー）に加え、顧客ニーズを想定した商品別営業が可能

Ｃ 法人基盤営業に加え、事業性貸出（マル保）が可能

Ｄ スキルＣに向けて育成途上にある

ⅲ．人材育成プログラムの目標及び実績

人材育成の具体的施策として、法人営業力と事業金融力（取引先の経営支援や途上管理）を軸とした

「研修（ＯＦＦ－ＪＴ）」、「実践（ＯＪＴ）」、「自学」、三位一体による人材育成プログラムを展開

しております。より専門性の高い知識の習得や、人脈形成を通じたキャリアアップを目的として、審査部

トレーニーや外部機関への研修派遣を実施。審査部トレーニーについては、第５次中計期間にあたる2023

年度から2025年度の３か年で累計109名の派遣を計画しております。

育成施策名
2021年度
実績

2022年度
実績

2023年度
実績

2024年度
実績

2025年度
目標

備考

集合研修 259名 238名 219名 258名 －

集合研修は、本部が主催する集
合研修で現場におけるＯＪＴと
連動した法人スキル育成に資す
るものの合計参加者数を表示。

ＯＪＴ支援 58名 58名 136名 126名 －

ＯＪＴ支援は、実際の融資案件
組成や格付申請、顧客交渉等の
際に本部よりフォローを行い、
人材育成を加速させる目的で実
施する施策。

審査部
トレーニー

19名 29名 29名 32名 109名

審査部トレーニーは、融資審査
の専門部署である「審査部」に
営業店等の行員を一定期間（３
か月～６か月程度）トレーニン
グのために派遣するもの。な
お、実績は各年度の派遣実績を
表示。

外部研修
派遣

10名 14名 11名 11名 －

外部研修派遣は、専門知識の習
得や人脈形成を通じたキャリア
アップを目的として外部専門機
関等へ派遣するもの。

ⅳ．自律的キャリア形成の目標及び実績

事業性評価を起点とした取引先支援を実践・強化するために必要な資格の習得を促進し、ＦＰ１級や中

小企業診断士などの専門性の高い資格や、事業性評価並びにＳＤＧｓ・ＥＳＧ、脱炭素、ＤＸ、Ｍ＆Ａ関

連資格など、当社グループで取り組みを強化している分野の資格保有者数を2025年度までに1,500名とする

計画です。

なお、資格保有者数は、次にあげる資格保有者の合計人数です。

ＦＰ１級、中小企業診断士、日商簿記２級、Ｍ＆Ａエキスパート、Ｍ＆Ａベーシック、事業性評価エキ

スパート、金融ＤＸアドバイザー、IＴパスポート、ＳＤＧｓ・ＥＳＧファシリテーター、脱炭素アドバ

イザー

育成施策名 2021年度実績 2022年度実績 2023年度実績 2024年度実績 2025年度目標

資格保有者数 517名 623名 1,032名 1,451名 1,500名

ⅴ．人的投資額の目標及び実績

当社グループが目指す、高いコンサルティング力を有する人材を育成するうえで、研修費や検定試験の

受験費用の補助、自己啓発奨励金など、必要な人への投資を計画的に実施してまいります。なお、研修費

等は、国内研修費、研修旅費、自己啓発奨励金、通信講座補助の合計額です。

育成施策名 2021年度実績 2022年度実績 2023年度実績 2024年度実績 2025年度目標

研修費等 26百万円 24百万円 33百万円 35百万円 40百万円
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(ハ) 社内環境整備への取り組み

当社グループは、従業員が能力を発揮できる職場環境づくり、健康で安全な職場環境の整備、多様な人材

の確保などを目指し、サステナビリティ方針に基づいた社内環境整備方針を下記のとおり定め公表しており

ます。

「社内環境整備方針」

従業員満足（ＥＳ）や自発的貢献意欲の向上を図り、これを起点としてお客さま満足（ＣＳ）の向上に繋

げられるように、従業員一人ひとりが働きがいを持って能力を十分に発揮できる仕組みづくりと、安心して

働き続けることができる働きやすい職場環境の整備に努めていきます。

また、性別や年齢などに関係なく様々な人材が活躍できる環境や仕組みを整備し、多様な人材が意欲をも

って活躍する活力ある組織の構築を推進していきます。

＜実施状況＞

ⅰ．人事制度の改定

経営戦略と連動した人事戦略の実現に向け、人事制度の見直しを進めております。新しい人事制度では、

役割職務の重要度や難易度、業績貢献に応じた評価と処遇を実現。また、新たに専門職コースを設け、主

体的・自律的キャリア形成を通じ、専門性の高い人材を育成してまいります。

ⅱ．従業員満足度調査の目標及び実績

従業員満足度調査は、従業員の意識（働きがい、モチベーション、企業風土、職務内容、職場環境、処

遇等に対する満足度）を明らかにし、今後のグループ施策に反映させることを目的に実施しております。

直近では2024年11月５日～11月29日に実施し、グループ合計1,665名（フィデアＨＤ216名、荘内銀行701

名、北都銀行748名）が回答しております。課題解決に向けた対策の実行に真摯に取り組み、2025年度の総

合満足度の目標を3.65ポイント以上としております。調査結果も踏まえ、物価上昇等への対応及び優秀な

人材確保を目的とした賃上げや初任給引上げによる直接的な処遇改善に加え、頭取・社長と従業員の対話

機会を拡充し、経営ビジョンの共有に取り組んでおります。

なお、従業員満足度調査は、株式会社リクルートマネジメントソリューションズが提供するサーベイシ

ステムを使用し、当社への外部委託により原則２年ごとに実施しております。総合満足度は従業員が５点

満点で評価するもので、フィデアホールディングス、荘内銀行、北都銀行に所属する正行員のほかパート

従業員等、３社に所属する全ての従業員を対象としております。（2024年回答者数：1,665名、回答率：

99.7％）

2019年度実績 2021年度実績 2023年度実績 2024年度実績 2025年度目標

総合満足度 3.42 3.58 3.58 3.60 3.65以上
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ⅲ．１on１ミーティングの目標及び実績

１on１ミーティングは、上司と部下のコミュニケーション機会の拡大を目的として導入し、2021年の開

始以降、コミュニケーションツールとして定着が図られつつあります。今後は、所定の期間内での完全実

施を目指すとともに、上司向けセミナー等を通じて上司の傾聴力・カウンセリング力の支援・指導を実

施。ミーティング内容を充実させ、実効性を高めていく方針です。

なお、１on１ミーティングは、株式会社リクルートマネジメントソリューションズが提供するマネジメ

ント支援ツール「INSIDES（インサイズ）」（部下のアンケート回答内容に基づき、部下の仕事への意欲の

状態が上司にレポートされる仕組み。）を活用し、部下のメンタリティに応じた、きめ細かい対話を目指

しております。年２回、９月と３月に実施しており、下表は３月の実施率を表示しております。

2021年度実績 2022年度実績 2023年度実績 2024年度実績 2025年度目標

実施率 84.7％ 91.0％ 95.1％ 97.9％ 100.0％

ⅳ．ダイバーシティ＆インクルージョン

女性活躍推進体制を一層強化するとともに、女性に限らず、中途採用者の管理職への登用など、中核人

材の登用等における多様性の確保についても積極的に取り組み、性別や年齢などに関係なく、多様な人材

が意欲をもって活躍する、活力ある組織の構築を推進していきます。

ａ．中核人材の登用等における多様性の確保に関するＫＰＩの目標及び実績

「女性役員比率」は、第５次男女共同参画基本計画における女性登用加速化の方針に対応し、2025年

度の目標を19％としております。具体的な取り組みとして、取締役会の機能を一層強化し、経営の透明

性及び意思決定の多様性を高めるために、豊富な経験と高い識見・専門性を有する女性外部人材の登用

に積極的に取り組んでおります。内部人材については、次の役員候補となる女性管理職の育成を着実に

進めるとともに、役員登用に向けて候補者を選定のうえ計画的な育成に取り組み、最終的に2030年度の

女性役員比率30％以上を目指してまいります。中途採用については、専門性の高い人材の確保や組織の

活性化に向け、通年採用などの取り組みを充実させるとともに、中途採用者向けの研修・育成体系を整

備し、人材の定着と早期の能力発揮を促してまいります。

ＫＰＩ指標 内容

実績(2024年度)
目標

(2025年度)実数
(分子/分母)

比率

女性役員比率
フィデアホールディングスの女性役員(執行役
を含む)比率

3/24 12.5％ 19％

女性部長相当職
比率

フィデアホールディングス：部長
荘内銀行及び北都銀行：部長、単独室長、支
店長

7/68 10.3％ 12％

女性課長相当職
比率

フィデアホールディングス：室長、センター
長、チーム長
荘内銀行及び北都銀行：副部長、室長、セン
ター長、副支店長、出張所長、次長、課長な
ど

83/238 34.9％ 30％

中途採用者の
課長相当職比率

フィデアホールディングス、荘内銀行及び北
都銀行の中途採用者の課長相当職比率

31/238 13.0％ 18％

※ 課長相当職は本部のスタッフ職（シニアマネージャー、マネージャー）を除きます

※ 中途採用者には臨時職員の行員登用者を含みます
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ｂ．男女間賃金差異の実績

女性活躍推進法に基づく、男女間賃金差異は以下の通りです。賃金差異の主な要因は、正規雇用労働

者における管理職比率の差異や、非正規雇用労働者（パート・有期労働者）に占める女性の割合が８割

を超えるなどの、雇用形態による差異が大きく影響しております。当社グループでは、特に女性の法人

分野におけるキャリア開発を強化しており、従来の枠組みにとらわれず活躍の場を広げていくとともに、

仕事と家庭の両立に向けた各種制度の拡充に取り組み、男女間賃金差異の縮小、ひいては生産性向上に

努めてまいります。

2023年度実績 2024年度実績

全労働者 54.3％ 59.8％

正規雇用労働者 69.7％ 76.7％

パート・有期労働者 72.7％ 79.4％

（参考指標１）※フィデアホールディングス、荘内銀行、北都銀行の行員

男女別の平均年齢・平均勤続年数

2023年度実績 2024年度実績

男性 女性 男性 女性

平均年齢 41.9歳 42.8歳 42.2歳 43.7歳

平均勤続年数 18.2年 18.2年 18.6年 19.0年

（参考指標２）

雇用形態別人員構成

2023年度実績 2024年度実績

男性 女性 男性 女性

正規雇用
労働者

672名
(55.0％)

549名
(45.0％)

653名
(55.3％)

527名
(44.7％)

パート・
有期労働者

96名
(16.1％)

500名
(83.9％)

84名
(15.3％)

464名
(84.7％)

ｃ．男性労働者の育児休業取得率の実績

男性職員の積極的な育児参加を促し、育児休業取得率100％の継続はもとより、平均取得日数の増加に

取り組んでまいります。対象者一人ひとりに対する育児休業取得の意向確認と両立支援制度の周知を継

続。男性の育児参画による女性の継続就業を後押しするとともに、従業員の重要なライフイベントをサ

ポートすることで、モチベーションや生産性の向上を図ります。

2023年度実績 2024年度実績

取得割合 100.0％ 100.0％

平均取得日数 5.5日 7.9日



― 28 ―

ⅴ．健康経営の推進

地域とともに発展する銀行であり続けるためには、従業員とその家族一人ひとりが心身ともに健康であ

ることが不可欠であると考えております。当社グループは、健康意識向上とワークライフバランスの推進

を通じて、活き活きと働き続けられる職場づくりに取り組み、将来にわたり地域社会の発展に貢献する企

業を目指します。なお、以下の指標は、フィデアホールディングス、荘内銀行、北都銀行に所属する正行

員のほかパート従業員等、３社に所属する全ての従業員を対象に算出しております。

ａ．年次有給休暇・時間外勤務の目標及び実績

有給休暇取得率は、政府目標に対応し70％以上の取得率を継続するとともに、時間外勤務時間数につ

いては2025年度10時間以内を目指します。なお、時間外勤務時間数は、時間外勤務対象の行員（社員）

における、１か月平均の時間外勤務時間数です。

2021年度実績 2022年度実績 2023年度実績 2024年度実績 2025年度目標

有給休暇
取得率

60.4％ 60.1％ 64.1％ 73.5％ 70.0％以上

時間外勤務
時間数

10時間55分 10時間40分 11時間9分 10時間2分 10時間以内

ｂ．健康診断等受診率の目標及び実績

病気の早期発見・早期治療により、従業員の高いパフォーマンスを維持することを目的とし、健康診

断等の受診率100％を目指します。

2021年度実績 2022年度実績 2023年度実績 2024年度実績 2025年度目標

定期健康診断
受診率

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

特定検診
受診率

99.5％ 99.9％ 99.6％ 99.5％ 100.0％

精密検査
受診率

80.0％ 86.7％ 71.9％ 77.1％ 100.0％

ｃ．ストレスチェック受験率の目標及び実績

自覚しにくいストレスの状態を理解し一次予防に努めるとともに、セルフケアの意識向上を目指しま

す。

ストレスチェックは、労働安全衛生法に定める項目を、セコムトラストシステムズ株式会社が提供す

る「セコムあんしんストレスチェックサービス」を利用し、年１回実施しております。

なお、一定数のアンケート辞退者を考慮し、2025年度目標を95％としております。

2021年度実績 2022年度実績 2023年度実績 2024年度実績 2025年度目標

受検率 97.6％ 97.7％ 94.8％ 97.7％ 95.0％以上

＜社内環境整備方針に基づく主な取り組み＞

項目 内容

アニバーサリー休暇

従業員本人や家族の誕生日、結婚記念日などの記念日及びその前後の
日に、年１回取得できる休暇制度。
有給休暇の取得促進による、ワークライフバランスの充実に取り組ん
でおります。2024年度は1,518名の従業員がアニバーサリー休暇を取得
しております。

テレワーク

本部従業員の企画業務や報告資料の作成、営業店従業員のお客さま向
け提案書の作成等、モバイル端末を活用した新たな働き方を実現する
ことで、多様かつ柔軟な働き方の中から、従業員一人ひとりが集中的
かつ効率的な働き方を自律的に選択し、高いパフォーマンスの発揮と
生産性の向上を目指しております。
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項目 内容

ポストチャレンジ制度

外部専門機関やグループ各本部等の研修派遣先におけるトレーニー経
験を、従業員自らが手を挙げ経験することを通じ、働きがいを醸成す
るための制度。
知識習得や幅広い人脈づくりを通じ、キャリアアップを目指す従業員
を支援しております。2024年度は10名の応募があり、うち3名について
トレーニー派遣を実施しております。

服装自由化

それぞれの業務に相応しい清潔感がある服装に配慮しながら、ビジネ
スウェアのほか、ビジネスカジュアルウェア（ジャケット等）、カジ
ュアルウェア（襟なしシャツ、デニム等）などの服装を自主的に選択
可能としております。

１on１ミーティング

業務面談や業務報告とは異なり、部下の話すことに耳を傾け、部下が
自ら行動できるように導き支援する場として制度を設置。部下が、や
りがいや意義をより感じながら仕事に取り組むことができる環境を整
備。
半年に一回、１on１ミーティングを実施し、上司と部下が１対１によ
る対話を深めることを通して、従業員のキャリア支援を行うとともに
一人ひとりのモチベーションアップにつなげていきます。

副業、兼業

従業員の多様な働き方を支援するとともに、当社業務（銀行業務）外
の活動による新たな知識やスキルの習得、ひいては従業員の自律的か
つ主体的なキャリア形成を応援するもの。
中小企業診断士などの保有資格を活かした講義や講演、ＮＰＯ法人の
理事、スポーツ少年団のコーチや審判など、原則として、地域貢献に
資する事業の副業・兼業を認めております。これまでに延べ13名が副
業・兼業を行っております。主な内容として、地元中高生向けのスポ
ーツ指導、市民ランナー向け練習コーチ、地元音楽イベントへの出演
など、幅広い分野で活躍しております。

リカレントツール（ｅラーニング）

/通信講座の費用補助

通信講座及びｅラーニング受講費用の半額を補助。ｅラーニングは従
来の金融に関するコンテンツに加え、企画書やビジネス文章の書き方、
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 力 ・ 交 渉 力 な ど の ビ ジ ネ ス ス キ ル や、
PowerPoint・Excelの実用的な操作方法、語学など、幅広いコンテンツ
を受講可能としております。知識の広がりや興味の深掘りを後押しす
ると共に、中堅以上のリスキリングを促進。高い知的好奇心のもと、
自律的に「学び」を楽しむことができる組織風土を目指していきま
す。

多面評価

マネジメント層における日頃の行動を多面的に評価・フィードバック
し、自身の行動を部下や同僚、上司がどのように受け止めているか客
観的に振り返る機会として導入。
自身や上司の評価だけで気づかなかったマネジメント上の強みや弱み
を把握。新たに得た「気づき」をもとに、自己認識の変化と行動変容
を促すことを目的に実施しております。

フレックスタイム制の対象者拡大
行員（非管理職）に限定していたフレックスタイム制について、対象
を嘱託・契約行員に拡大。労働時間管理にかかる各自の自主性を尊重
し、業務効率と生産性の一層の向上を目指します。

時間単位の年次有給休暇付与
全従業員を対象に、年５日を上限とした１時間単位の年次有給休暇の
取得を制度化。利便性向上による、年次有給休暇の取得促進及び、仕
事とプライベートの両立を支援します。

キャリアサポート休暇制度

従業員の不妊治療を行うための入院または通院について、積立休暇
（繰り越し時に消滅する年次有給休暇の積み立て分）の優先使用を可
能とし、時間単位の取得を許可。
増加傾向にある不妊治療に対応し、仕事と不妊治療の両立を支援。一
定の職務経験を積んだ従業員の離職防止を図ります。

勤続表彰制度

勤続10年及び勤続25年の全役職員を対象とし、組織貢献に対する慰労
と感謝を伝える機会として導入。勤続10年の役職員には特別休暇３日
と記念品、勤続25年表彰の役職員には特別休暇５日と一定額の旅行費
用を会社が負担する内容としております。
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３ 【事業等のリスク】

当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以

下のようなものがあります。なお、本項において、将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当社

グループが判断したものであります。

また、リスクは必ずしも独立して発生するものではなく、あるリスクの発生が他の様々なリスクの発生につなが

り、様々なリスクを増大させる可能性があります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえ

で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努めてまいります。

１．経営環境等に関するリスク

(1) 経営統合に関するリスク

当社の完全子会社である荘内銀行と北都銀行は2026年度中に合併を行う予定です。山形県と秋田県を営業基盤

とする両行が一体となり、地域のお客様に対して更なる質の高いサービスを提供することで、地域社会へ更なる

貢献を果たすとともに、中長期的な企業価値の向上を目指す所存であります。しかしながら、顧客との関係悪化

や想定外の追加費用の発生、事務・システム障害等のオペレーショナル・リスクの顕在化等により合併効果が当

初想定したほど発揮されず、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、合併準備委員会、機能別部会を設置し、経営統合を着実に進め、リスクの顕在化を防止す

べく取り組んでおります。

(2) 金融環境の変化に伴うリスク

当社グループの収益は、貸出金利息収益及び有価証券運用収益に大きく依存しておりますが、景気動向、物価

動向、規制当局の方針、日本銀行の金融政策といった、当社グループの支配の及ばない多くの要因により左右さ

れます。特に足元で長期にわたる異次元金融緩和が解除され、継続的に利上げが行われた場合、保有有価証券の

評価の悪化や金利上昇に伴う与信関係費用の増加等により当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能

性があります。

(3) 人材確保のリスク

当社グループは、日頃より有能な人材の確保や育成に努めております。但し、昨今キャリア観の多様化や賃金

上昇に伴う労働市場の流動化により人材流出のリスクが高まっています。一方で、デジタル化やⅠＴ化への対応

等、従来以上に高度な専門性と遵守意識を持った人材確保が必要となっております。こういった人材確保や育成

が困難な場合、競争力やサービスの提供力が低下し、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

(4) 災害等の発生に関するリスク

大規模地震や風水害等のコントロールの及ばない事態の発生により、資産の毀損、焼失あるいは劣化、又は営

業活動の停止等により、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 競争環境の変化に伴うリスク

日本銀行が異次元金融緩和を解除したことに伴い国内金利の上昇バイアスが高まっていることや、地域金融機

関の再編や異業種企業による金融分野への参入などにより、金融業界の競争環境が大きく変化しております。そ

の結果、当社グループの営業基盤における競争が激化するなか、他金融機関などに対して競争優位を得られない

場合、当初計画している営業戦略が奏功しないことにより、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可

能性があります。
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(6) 気候変動に関するリスク

気候変動に伴う異常気象や自然災害等によってもたらされる物理的な被害、気候関連の規制強化や低炭素社会

への移行が当社グループ及び、貸出先の事業や財務状況に及ぼす悪影響等を通し、当社グループの業績及び財務

状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）提言への賛同を表明しており、気候変動

が当社グループの事業活動に与える影響を踏まえ、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」のカ

テゴリー毎に、対応・開示に取組、リスクを管理してまいります。

(7) 金融犯罪に係るリスク

キャッシュカードの偽造・盗難や、特殊詐欺等金融犯罪が多発している中、当社グループは、被害の未然防止、

セキュリティ強化等に努めております。また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止を経営上の重要な

課題として、管理態勢の強化に取り組んでおります。しかしながら、金融犯罪の高度化・大規模化等により、被

害を受けたお客さまへの補償や、未然防止策の費用等の対応が多額になる場合には、当社グループの業績や財務

状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

２．業務遂行に関するリスク

(1) 信用リスク

① 不良債権の増加

貸出先の信用状態の悪化や担保・保証等の価値下落等により、不良債権が増加する可能性があります。また、

経済動向や規制の変化等によって、業種、商品や企業グループ等、特定のセグメントに属する貸出資産の質の

劣化が同時に進み、想定以上に不良債権が増加する可能性があります。

② 貸倒引当金の積み増し

当社グループは、自己査定の厳格な運用を通じて貸出先の状況を正確に把握し、差し入れられた担保の価値

及び経済動向に関する前提及び見積りに基づいて貸倒引当金の額を計上しておりますが、実際の貸倒れが貸倒

引当金計上時点における前提及び見積りと乖離した場合には、貸倒引当金が不十分となる可能性があります。

また、経済情勢の悪化による担保価値の下落等の事情の発生により、貸倒引当金の積み増しが必要となる可能

性があります。

上記の信用リスクに対し、当社グループでは、貸出ポートフォリオの定期的なモニタリングによって特定の

顧客セグメントへの与信集中を予防しているほか、貸出先の途上与信管理を徹底し、貸出資産の劣化を防止す

る方策を継続して講じております。

(2) 市場リスク

当社グループは市場関連業務において様々な金融商品での運用を行っており、グループ一体となったポートフ

ォリオの最適化などリスク管理に努めております。しかしながら各国の金融政策動向、地政学的リスクの顕在化

等、金融市場が大きく変動した場合には、保有する有価証券の価値が大幅に下落し、減損等の損失発生により、

当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、こうしたリスクに対し、流動性が高く安全性の高い資産への分散投資を基本とした有価証

券ポートフォリオ運営管理を徹底するほか、各種保有限度額や評価損益に対する損失管理ポイントの設定等によ

る管理を徹底しております。
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(3) 自己資本比率に関するリスク

当社は、連結自己資本比率を「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会

社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平

成18年金融庁告示第20号）に定められる国内基準（４％）以上に維持しなければなりません。また、当社の銀行

子会社も、単体自己資本比率を「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資

本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第19号）に定められる国内

基準（４％）以上に維持しなければなりません。

当社及び銀行子会社の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、銀行法上の指導や命令を受けるこ

とになります。当社又は銀行子会社の自己資本比率の低下に影響を与える主な要因として以下のものがありま

す。

・有価証券の時価の下落に伴う減損処理額の増加

・固定資産の減損損失計上又は売却処分等による土地再評価差額金の減額

・貸出金や有価証券等のリスクの増加やアセットポートフォリオの変動

・自己資本比率の算定基準及び算定方法の変更

・その他の当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある事象の発生

・繰延税金資産の計上に係る制限

(4) 流動性リスク

国内外金融機関の信用低下による流動性不安等、市場環境が大きく変化した場合、資金調達費用の増加や資金

繰りの悪化が発生し、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動、システムが不適切であること、その他外生的な

事象により損失を被るリスクであり、主なリスクは以下のとおりです。

① システムリスク

当社グループは、銀行子会社における営業店、ＡＴＭ、オンラインシステム及び顧客情報を蓄積する情報シ

ステムを保有しております。コンピュータシステムの停止、誤作動あるいは不正利用や標的型攻撃メール等の

サイバー攻撃のシステムリスクへの対策やセキュリティポリシーに則った厳格な情報管理に努めておりますが、

重大なシステム障害が発生した場合には、決済業務に支障をきたすなど、当社グループの業績や財務状況に悪

影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、各管理規程に基づき、システムの安定稼動やセキュリティ対策に万全を期すほか、厳格

な情報管理を行なう等運用面での対策を実施しております。

② サードパーティリスク

当社グループは、サードパーティの役割を理解し、モニタリングや特定サードパーティへの集中状況の管理

等を通して、同リスクを適時かつ正確に把握し適切な対応を行います。但し、予想し得なかった潜在的な脅威

が顕在化した場合、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

③ 事務リスク

当社グループは、事務規程等に則った正確な事務処理の徹底に努めておりますが、役職員により不正確な事

務あるいは不正や過失等に起因する不適切な事務が行われることにより、当社グループの業績や財務状況に悪

影響を及ぼす可能性があります。
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④ 法務リスク・コンプライアンスに係るリスク

当社グループは、コンプライアンスを重要な経営課題として、規程及び態勢の整備に努めておりますが、法

令等遵守状況が不十分であった場合、法令等違反の発生や、将来の法令の変更等により、当社グループの業績

や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは適切な法令等遵守の徹底に努めながら各種金融サービスを提供しておりますが、今後

の事業活動の過程で必ずしも当社グループに責任はなくとも当社グループに対する訴訟等が提起された場合、

当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、法令諸規則等を遵守すべく、役員及び従業員に対する法令等遵守の徹底や不正行為の防

止に向けた態勢整備、定期的な研修等により全社的なコンプライアンス意識の向上に努めております。

⑤ コンダクトリスク

当社グループは、役職員に対する研修等を通じ、法令及び社会規範の遵守に努めておりますが、法令に違反

する行為や、法令には違反していないものの社会的目線から乖離した行為による信頼の毀損により、顧客保護、

市場の健全性、有効な競争に対し、ネガティブな影響を及ぼす可能性があり、当社グループの業績や財務状況

に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 人的リスク

当社グループは、日頃より有能な人材の獲得、人材育成、労働意欲の向上に努めておりますが、人材の流

出・喪失、士気の低下、不十分な人材育成、人事上の不公正や差別的行為、不適切な就労状況・職場環境等に

よる悪影響から、競争力やサービス提供力の低下をもたらす可能性があり、当社グループの業績や財務状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 有形資産リスク

当社グループが所有及び賃借中の土地、建物、車両等の有形資産について、自然災害、犯罪行為、資産管理

上の瑕疵等の結果、毀損、焼失あるいは劣化することにより業務の運営に支障をきたす可能性があります。ま

た、市場価格の著しい下落、使用範囲又は使用方法の変更、収益性の低下等により固定資産の減損損失を計上

することになる場合、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 風評リスク

当社グループや金融業界に対するネガティブな報道や風説、風評の流布が発生した場合、それが事実である

か否かにかかわらず、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 危機管理

当社グループは、災害等の発生に備え危機管理計画を策定し、業務運営の継続性の確保に努めておりますが、

想定外の事態の発生や被害の程度によっては業務継続が困難となり、当社グループの業績や財務状況に悪影響

を及ぼす可能性があります。

(6) 顧客情報漏洩等に係るリスク

当社グループは、膨大な顧客情報を保有しており、情報管理に関する基本方針及び管理規程に則った適切な情

報管理態勢の構築に努めておりますが、顧客情報の漏洩、紛失、改ざん及び不正利用等が発生した場合には、顧

客への損害賠償あるいは風評リスクの顕在化など、当社グループの業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

(7) 持株会社のリスク

当社は銀行持株会社であり、その収入の大部分を当社が直接保有している銀行子会社等株式の配当金及び経営

管理料に依存しております。一定の状況下では、様々な規制上の制限等により、当社の銀行子会社等が当社に支

払うことができる配当の金額が制限される可能性があります。また、銀行子会社等が十分な利益を計上すること

ができず、当社に対して配当等を支払えない状況が生じた場合には、当社株主へ配当を支払えなくなる可能性が

あります。
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(8) 退職給付債務に係るリスク

当社グループの退職給付費用及び退職給付債務は、割引率等数理計算において設定される前提条件に基づき算

出されております。これらの前提条件が変更された場合、又は実際の年金資産の時価が下落した場合には、当社

グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、退職給付制度の変更により過去勤務費用

が発生し、その償却のため費用負担が発生する場合には、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能

性があります。

(9) 内部統制の構築等に係るリスク

当社は、金融商品取引法に基づき、連結ベースの財務報告に係る内部統制が有効に機能しているか否かを評価

し、その結果を内部統制報告書において開示しております。

当社グループは、適正な内部統制の構築、維持及び運営に努めておりますが、予期しない問題が発生した場合

等において、財務報告に係る内部統制の評価手続の一部を実施できないことや、内部統制の重要な欠陥が存在す

ること等を報告する可能性もあります。そのような場合、当社グループの業績、財務状況及び当社の株価に悪影

響を及ぼす可能性があります。

３．トップリスク

当社グループでは、各種のリスクが顕在化した結果、当社グループに損失を与える可能性のある事象をリスク事

象と定め、その影響度と蓋然性に基づき重要度を判定の上、「トップリスク」として特定し、管理しております。

2025年３月に選定したトップリスクは、次のとおりです。

トップリスク リスク事象

当社子会社(荘内銀行・北都銀行)
の合併に向けた不測の事態の発生

インフラの統合・再編に伴うシステム費用の高騰や、想定外の追加費用
の発生による収益の圧迫
事務・システム統合に関連した不測の事態が発生し、システム障害等の
オペレーショナル・リスクが顕在化（含むコンダクトリスク）

国内政策金利の上昇継続
国内金利上昇に伴う有価証券評価損益の悪化 、貸出金利への転嫁不足に
よる収益の減少

人材確保の困難
新規採用の不調や人材の大量流出により業務運営が困難となり競争力や
サービスが低下

与信関係費用の増加
物価の高騰等による企業の売上原価率の上昇や設備投資の負担増を背景
としたプロジェクトファイナンスの計画見直しによる収益への圧迫、も
しくは投融資先の信用リスクの上昇

役職員による不祥事件の発生
法令等違反の発生や社会的目線から乖離した行為による信頼の毀損・風
評悪化、不適切な労務管理や営業行為等のミスコンダクトによる行政処
分（含むコンダクトリスク）

大規模地震、風水害等の災害発生
地球の温暖化リスクの顕在化等を背景に、コントロールの及ばない災害
を受け、役職員や取引先が被災・業務継続が不可

システム障害の発生
人為的過失、機器の故障、災害、サイバー攻撃等の要因によるシステム
障害の発生、サービスの停止（含むサードパーティリスク）

金融犯罪組織等外部からの脅威の
増加

犯罪・テロ組織からの攻撃による情報漏洩や甚大な被害の発生。マネ
ー・ローンダリング、経済制裁対象先、反社会的組織への対応不備によ
る業務停止等の行政処分や評判悪化

環境問題解決への意識の強まり
(気候変動／生物多様性リスク)

気候変動や自然資本の喪失等の環境問題への取組み意識が高まるなか、
当社の各種リスク（ＴＣＦＤ／ＴＮＦＤ等）への対応遅延に伴う企業価
値の毀損

競争環境の変化
異業種企業による金融分野への参入や統廃合等の再編を通し金融業界が
競争激化となり既存収益基盤が毀損

(注) 上記は認識しているリスクの一部であり、上記以外のリスクによっても経営上、特に重大な悪影響が生ずる

可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において判断したものでありま

す。

（金融経済環境）

当連結会計年度における我が国経済は、個人消費の一部に足踏みがみられ、住宅投資が概ね横ばい推移となった

ものの、設備投資は持ち直しの動きが続き、公共投資が底堅く推移するなど、緩やかな回復の動きが続きました。

また、当社グループの主たる営業エリアである東北地方の経済においては、公共投資や住宅投資には弱い動きが

見られるものの、生産は緩やかに持ち直し、設備投資が増加し、雇用・所得環境の改善がみられ、個人消費が緩や

かに回復し雇用環境が改善するなど持ち直しの動きが続きました。

なお、金融面につきましては、日本銀行が賃金と物価の好循環が見通せる状況と判断し、２回の追加利上げを実

施し政策金利を0.5％へと引き上げました。この間、10年物国債金利は１％を挟んでの推移が続きましたが、年明け

以降は上昇基調を強め1.6％に迫るなど約16年半振りの水準まで上昇しました。日経平均株価は、円安進行や良好な

企業業績を背景に史上最高値を更新しました。しかし、８月の世界的な景気後退懸念に伴う記録的な乱高下に加え、

年明け以降はトランプ関税への警戒も高まるなかで上値が重く推移し下落して年度末を迎えております。

（業績）

当社グループの当連結会計年度の連結業績につきましては、連結経常収益は、貸出金利息など資金運用収益を中

心に前期比31億93百万円（6.3％）増加し531億38百万円となりました。また、連結経常費用は、預金等利息など資

金調達費用及び国債等債券売却損などその他業務費用を中心に前期比25億53百万円（5.5％）増加し489億29百万円

となりました。

資金利益は、主に預貸金利息差と有価証券利息配当金により構成されておりますが、前期比10億３百万円増加い

たしました。日本銀行の金融政策の修正を見通す中で、マイナス金利対策の財務省向け貸出を解消し金融業向けの

仕組貸出に振り向けております。仕組貸出関連の貸出金利息が前期比19億73百万円増加し、預貸金利息差ひいては

資金利益の増強につながっております。

役務取引等利益は、投資信託関連のほかビジネスマッチング及び事業承継、Ｍ＆Ａなど法人関連手数料が増加し

た一方で、運用環境の変化などにより生命保険関連の手数料を中心に減少しております。

第５次中期経営計画の基本方針の一つである経費の削減につきましては、前期比３億８百万円減少と計画を上回

って進捗いたしました。人件費がベースアップを実施したうえで人員数の自然減を反映し減少したほか、投資案件

の見直しなどから物件費が減少しております。

与信関係費用は、前期に一時的に増加した反動で、前期比19億73百万円減少しております。

また、市場部門につきましては、有価証券の評価損益の改善を優先しつつポートフォリオ再構築に取り組む中で、

有価証券利息配当金、国債等債券損益及び株式等関係損益のいずれも前期比減少しております。

以上を主な要因として、連結経常利益は前期比６億40百万円（17.9％）増加し42億９百万円、親会社株主に帰属

する当期純利益は前期比16億37百万円（138.8％）増加し28億16百万円となりました。
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連結(単位：百万円) 2023年度 2024年度 前年度比

経常収益 49,944 53,138 3,193

業務粗利益 27,276 26,782 △494

資金利益 27,580 28,584 1,003

うち預貸金利息差 18,915 19,801 885

うち有価証券利息配当金 9,448 9,164 △284

役務取引等利益 5,870 5,555 △314

その他業務利益 △6,173 △7,357 △1,183

うち外国為替売買損(△) 2,823 1,328 △1,495

うち国債等債券損益 △4,630 △7,118 △2,487

経費(△) 23,997 23,688 △308

実質業務純益 3,279 3,093 △185

コア業務純益 7,909 10,211 2,302

コア業務純益(除く投信解約損益) 6,653 8,383 1,730

与信関係費用(△) 3,401 1,428 △1,973

株式等関係損益 4,010 2,680 △1,330

経常利益 3,568 4,209 640

親会社株主に帰属する当期純利益 1,178 2,816 1,637

※ 部門別損益の状況

2024年度は、第５次中期経営計画の２年度目として、地元県内向け事業性貸出の増強に取り組むほか、お取引先

の脱炭素コンサルティング及び人手不足対策なども含めたデジタル化のご支援、並びに当社グループの強みである

再生可能エネルギー事業向けプロジェクト・ファイナンスなどにより、引き続き法人関連収益の拡大に注力いたし

ました。

また、日本銀行の金融政策の修正を見通す中で、マイナス金利対策の財務省向け貸出を解消し金融業向けの仕組

貸出に振り向けております。仕組貸出関連の貸出金利息は、これまで預貸金利息差として顧客部門に含んでおりま

したが、資金運用の一環として取り組んでいるものであり、また残高が増加し預貸金利息差への影響が大きくなっ

ていることから、今期より、市場部門に変更しております。

顧客部門においては、政策金利引き上げの影響により預金等利息が貸出金利息に先行して増加したことや役務取

引等利益が減少した一方で、仕組貸出以外の運用利息の増加や経費の減少を主な要因として、顧客部門業務純益は

前期比42百万円増加し13億11百万円となりました。また、前期に一時的に増加していた与信関係費用が減少したこ

とから、顧客部門経常利益は前期比20億49百万円改善し１億10百万円と黒字転換しております。

市場部門においては、日本銀行の政策金利が段階的に引き上げられる中で、評価損益の改善を優先しつつ、有価

証券ポートフォリオ再構築に取り組む中で、市場部門経常利益は前期比12億13百万円減少し36億89百万円となりま

した。

（２行合算） 2023年度実績
2024年度

実績 前年度比

顧客部門経常利益（①－②） △1,939百万円 110百万円 2,049百万円

顧客部門業務純益 ① 1,269百万円 1,311百万円 42百万円

与信関係費用 ② 3,209百万円 1,202百万円 △2,006百万円

市場部門経常利益 4,902百万円 3,689百万円 △1,213百万円

（注）当社の主要な子会社である荘内銀行及び北都銀行では、管理会計として部門別損益を導入し、顧客部門及び

市場部門に区分し、業績管理を行っております。

・ 顧客部門経常利益＝顧客部門業務純益（預貸金利息差（仕組貸出関連利息を除く）＋役務取引等利益＋市

場部門への資金貸利息等－営業経費）－与信関係費用

・ 市場部門経常利益＝仕組貸出関連利息＋有価証券利息配当金＋国債等債券損益＋株式等関係損益＋金銭の

信託運用損益－外貨調達費用－営業経費－顧客部門からの資金借利息等
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※ 連結ＲＯＥ(自己資本当期純利益率)の状況

2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期 2025年３月期

2.86％ 3.06％ 3.27％ 1.33％ 3.45％

（ＲＯＥの部門別の状況)(２行合算、経常利益ベース）

2024年３月期 2025年３月期 増減

ＲＯＥ(経常利益ベース) 3.17％ 4.42％ 1.25％

うち顧客部門経常利益 △2.07％ 0.12％ 2.19％

うち市場部門経常利益 5.24％ 4.29％ △0.95％

連結ＲＯＥは、前期比2.12ポイント上昇し3.45％となりました。現在取り組み中の第５次中期経営計画において、

長期的に連結ＲＯＥ５％超の水準を目指すこととしており、引き続き、顧客部門経常利益の改善、市場部門の収益

性向上に取り組んでまいります。

なお、２行合算の経常利益ベースのＲＯＥは、前期比1.25ポイント上昇し4.42％となりました。顧客部門におい

て前期に一時的に増加していた与信関係費用が減少したことを含め顧客部門経常利益が前期比20億49百万円改善し

黒字転換した結果、顧客部門経常利益ＲＯＥが2.19ポイント改善しております。一方で、市場部門は金利環境変化

や市場動向に配慮しつつポートフォリオの再構築に取り組んでおり、市場部門経常利益ＲＯＥは0.95ポイント低下

しております。

※ 自己資本比率の状況

連結自己資本比率（国内基準）の2024年度末の実績は、自己資本の充実及びリスク・アセット・コントロー

ルに取り組む中で、前年度末比0.42ポイント上昇し9.49％となりました。
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（財政状態）

資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における資産は前連結会計年度末比1,386億円（4.5％）減少の２兆9,219億円、負債は前連結

会計年度末比1,302億円（4.3％）減少の２兆8,445億円、純資産は前連結会計年度末比84億円（9.8％）減少の773

億円となりました。主な内訳は次のとおりであります。

・預金等（譲渡性預金を含む）

預金等（譲渡性預金を含む）の当連結会計年度末残高は個人預金及び法人預金を中心に前連結会計年度末比712

億円（2.5％）減少し２兆6,917億円となりました。

・貸出金

貸出金の当連結会計年度末残高は、金融業向け仕組貸出を含め事業性貸出及び地方公共団体向け貸出を中心に

前連結会計年度末比465億円（2.4％）増加し１兆9,135億円となりました。

・有価証券

有価証券の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比1,670億円（22.7％）減少し5,658億円となりました。

第５次中期経営計画において顧客支援力の強化、事業性評価活動を活用したコンサルティング営業の徹底に取

り組むとともに、お取引先の資金ニーズに積極的に対応し、営業地盤である山形県内、秋田県内を含め事業性貸

出の増強に注力しております。このような中で、コロナ禍の収束とともに、足元では保証協会保証付き制度融資

の返済が進むことで法人預金が減少するとともに、個人消費の回復により個人預金が減少しております。有価証

券残高は、金利環境の変化、金融市場の動向を踏まえ、国債、地方債を中心に減少しております。

また、当社グループは、主に預金により資金調達を行い、営業地盤である山形県、秋田県を中心に金融仲介機

能を発揮し、事業性貸出金を中心とした資金運用を行っております。貸出金以外の運用資金について、主に有価

証券により運用しておりますが、主体である国債や地方債のほか、外国証券、投資信託、ＥＴＦ及びＲＥＩＴな

ど、運用資産の多様化を図っております。

※ 主要な子会社である荘内銀行及び北都銀行の業績及び財政状態

(1) 荘内銀行の業績及び預貸金期末残高

(単位：百万円) 2023年度 2024年度 増減

経常収益 21,460 23,989 2,529

資金利益 13,764 14,099 335

役務取引等利益 1,906 1,875 △30

その他業務利益 △3,677 △4,122 △445

経費 11,293 11,095 △198

実質業務純益 699 757 57

コア業務純益 2,679 3,772 1,092

コア業務純益(除く投信解約損益) 2,649 3,749 1,100

与信関係費用 747 27 △720

経常利益 1,651 2,870 1,219

当期純利益 656 1,599 943

(単位：億円) 2023年度末 2024年度末 増減

貸出金残高 9,697 9,739 41

預金等残高(譲渡性預金を含む) 13,667 13,273 △393

有価証券残高 3,691 3,153 △538
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(2) 北都銀行の業績及び預貸金期末残高

(単位：百万円) 2023年度 2024年度 増減

経常収益 23,468 24,370 902

資金利益 13,868 14,640 771

役務取引等利益 3,139 2,880 △258

その他業務利益 △3,722 △4,489 △766

経費 11,469 11,383 △86

実質業務純益 1,815 1,648 △167

コア業務純益 4,465 5,751 1,285

コア業務純益(除く投信解約損益) 3,240 3,945 704

与信関係費用 2,461 1,175 △1,286

経常利益 1,312 929 △383

当期純利益 139 946 806

(単位：億円) 2023年度末 2024年度末 増減

貸出金残高 9,151 9,579 427

預金等残高(譲渡性預金を含む) 14,010 13,695 △314

有価証券残高 3,636 2,504 △1,132

（キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加、預金の減少及び債券貸借取引受入担保

金の減少等により、1,521億32百万円の支出（前年度比2,196億58百万円の支出の増加）となりました。投資活動に

よるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出の減少、有価証券の売却及び償還による収入の増加等によ

り、1,596億70百万円の収入（前年度比2,351億85百万円の収入の増加）となりました。財務活動によるキャッシ

ュ・フローは、配当金の支払等により、18億45百万円の支出（前年度比３億11百万円の支出の増加）となりまし

た。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比56億91百万円増加の3,082億

16百万円となりました。

なお、当社グループにおいては、資本の財源について、期間損益の安定成長により自己資本の更なる積み上げを

図っております。また、資金の流動性について、日次管理によりリスクの状況を把握し、定期的にＡＬＭ会議、リ

スクマネジメント会議及び取締役会などにおいて報告、協議を実施するなど、適切なリスク管理体制を構築してお

ります。

また、設備投資の資金調達の方法は自己資金であり、設備投資については「第３ 設備の状況」に記載しておりま

す。
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（重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定）

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表作成に当たっては、一定の仮定のもと会計上の見積りを行った上で資産・負債及び収

益・費用を計上する項目があります。当社グループは、過去の実績や状況を分析し合理的であると考えられる様々

な要因を考慮して見積りや判断を行い、その結果が、連結財務諸表における資産・負債及び収益・費用の計上金額

の基礎となります。当社グループは、連結財務諸表に含まれる会計上の見積りについて、継続してその適切性を評

価しておりますが、見積りに特有の不確実性があるために、これら見積り時の計上金額と異なる結果となる可能性

があります。

当社グループは、以下の項目が重要な会計上の見積りと考えております。

貸倒引当金

当社グループの資産に占める貸出金の割合は高く、貸出金の質、すなわち信用リスクの適切な反映は当社グ

ループ経営の要といえます。連結財務諸表における貸倒引当金の計上に当たって用いた会計上の見積りの内容

及び当該見積りに用いた仮定の不確実性の程度やその変動により経営成績等に生じる影響に関しては、「第５

経理の状況 注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載しております。
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(1) 国内業務部門・国際業務部門別収支

当連結会計年度の資金運用収支は、国内業務部門で273億54百万円、国際業務部門で12億81百万円、合計で286

億35百万円（前連結会計年度比10億37百万円増加）となりました。

役務取引等収支は、国内業務部門で55億55百万円、国際業務部門で０百万円、合計で55億55百万円（前連結会

計年度比３億14百万円減少）となりました。

その他業務収支は、国内業務部門で△59億84百万円、国際業務部門で△13億72百万円、合計で△73億57百万円

（前連結会計年度比11億83百万円減少）となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前連結会計年度 25,441 2,157 － 27,598

当連結会計年度 27,354 1,281 － 28,635

うち資金運用収益
前連結会計年度 26,343 2,302 △2 28,643

当連結会計年度 30,064 1,371 △14 31,421

うち資金調達費用
前連結会計年度 902 145 △2 1,045

当連結会計年度 2,710 90 △14 2,785

役務取引等収支
前連結会計年度 5,874 △4 － 5,870

当連結会計年度 5,555 0 － 5,555

うち役務取引等収益
前連結会計年度 9,029 25 － 9,055

当連結会計年度 8,661 24 － 8,686

うち役務取引等費用
前連結会計年度 3,155 29 － 3,185

当連結会計年度 3,106 23 － 3,130

その他業務収支
前連結会計年度 △1,043 △5,129 － △6,173

当連結会計年度 △5,984 △1,372 － △7,357

うちその他業務収益
前連結会計年度 5,369 316 － 5,685

当連結会計年度 6,017 227 － 6,244

うちその他業務費用
前連結会計年度 6,413 5,446 － 11,859

当連結会計年度 12,001 1,600 － 13,601

(注) １．国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引

であります。ただし、円建対非居住者取引及び円建外国債券等については国際業務部門に含めておりま

す。

２．資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（前連結会計年度17百万円、当連結会計年度51百万円）を控

除しております。

３．資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息

であります。
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(2) 国内業務部門・国際業務部門別資金運用／調達の状況

当連結会計年度における資金運用勘定の平均残高は、国内業務部門で前連結会計年度比864億24百万円減少の２

兆6,232億７百万円となり、国際業務部門で前連結会計年度比246億44百万円減少の321億77百万円となりました。

利回りについては、国内業務部門で前連結会計年度比0.17ポイント上昇の1.14％、国際業務部門で前連結会計年

度比0.21ポイント上昇の4.26％となりました。

一方、当連結会計年度における資金調達勘定の平均残高は、国内業務部門で前連結会計年度比311億89百万円減

少の２兆8,828億11百万円となり、国際業務部門で前連結会計年度比250億80百万円減少の321億99百万円となりま

した。利回りについては、国内業務部門で前連結会計年度比0.06ポイント上昇の0.09％、国際業務部門で前連結

会計年度比0.02ポイント上昇の0.27％となりました。

① 国内業務部門

種類 期別
平均残高 利息 利回り

金額(百万円) 金額(百万円) (％)

資金運用勘定
前連結会計年度 2,709,632 26,343 0.97

当連結会計年度 2,623,207 30,064 1.14

うち貸出金
前連結会計年度 1,852,993 19,081 1.02

当連結会計年度 1,900,973 21,554 1.13

うち商品有価証券
前連結会計年度 649 0 0.13

当連結会計年度 747 1 0.25

うち有価証券
前連結会計年度 700,983 7,169 1.02

当連結会計年度 680,661 7,812 1.14

うちコールローン
及び買入手形

前連結会計年度 96,629 △16 △0.01

当連結会計年度 6,246 13 0.21

うち預け金
前連結会計年度 1,349 64 4.75

当連結会計年度 1,409 612 43.45

資金調達勘定
前連結会計年度 2,914,001 902 0.03

当連結会計年度 2,882,811 2,710 0.09

うち預金
前連結会計年度 2,714,754 59 0.00

当連結会計年度 2,723,979 1,639 0.06

うち譲渡性預金
前連結会計年度 81,444 3 0.00

当連結会計年度 60,821 38 0.06

うちコールマネー
及び売渡手形

前連結会計年度 10,810 △2 △0.02

当連結会計年度 1,517 7 0.46

うち債券貸借取引
受入担保金

前連結会計年度 66,381 6 0.01

当連結会計年度 50,196 6 0.01

うち借用金
前連結会計年度 97,109 0 0.00

当連結会計年度 98,641 65 0.06

(注) １．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（前連結会計年度214,404百万円、当連結会計年度279,332百万

円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（前連結会計年度58,260百万円、当連結会計

年度55,184百万円）を、それぞれ控除しております。
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２．金銭の信託運用見合費用（前連結会計年度17百万円、当連結会計年度51百万円）を控除しております

３．平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、金融業以外の連結子会社

については、一部月末ごとの残高等に基づく平均残高を利用しております。

４．国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引であります。ただし、円建対非居住者取引及び円建

外国債券等については控除しております。

② 国際業務部門

種類 期別
平均残高 利息 利回り

金額(百万円) 金額(百万円) (％)

資金運用勘定
前連結会計年度 56,821 2,302 4.05

当連結会計年度 32,177 1,371 4.26

うち貸出金
前連結会計年度 － － －

当連結会計年度 － － －

うち商品有価証券
前連結会計年度 － － －

当連結会計年度 － － －

うち有価証券
前連結会計年度 52,286 2,278 4.35

当連結会計年度 29,042 1,349 4.64

うちコールローン
及び買入手形

前連結会計年度 － － －

当連結会計年度 － － －

うち預け金
前連結会計年度 198 0 0.02

当連結会計年度 15 0 0.07

資金調達勘定
前連結会計年度 57,279 145 0.25

当連結会計年度 32,199 90 0.27

うち預金
前連結会計年度 3,805 103 2.71

当連結会計年度 3,015 74 2.48

うち譲渡性預金
前連結会計年度 － － －

当連結会計年度 － － －

うちコールマネー
及び売渡手形

前連結会計年度 5 0 5.43

当連結会計年度 5 0 4.80

うち債券貸借取引
受入担保金

前連結会計年度 973 39 4.01

当連結会計年度 － － －

うち借用金
前連結会計年度 － － －

当連結会計年度 － － －

(注) １．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（前連結会計年度162百万円、当連結会計年度137百万円）を、

資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（前連結会計年度－百万円、当連結会計年度－百万

円）を、それぞれ控除しております。

２．国際業務部門の当社及び連結子会社の外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式（前月末ＴＴ仲値

を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しております。

３．国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引及び円

建外国債券等を含めております。
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③ 合計

種類 期別

平均残高(百万円) 利息(百万円)
利回り
(％)

小計
相殺消去額

(△)
合計 小計

相殺消去
額(△)

合計

資金運用勘定
前連結会計年度 2,766,453 △52,430 2,714,023 28,646 △2 28,643 1.05

当連結会計年度 2,655,384 △29,118 2,626,265 31,436 △14 31,421 1.19

うち貸出金
前連結会計年度 1,852,993 － 1,852,993 19,081 － 19,081 1.02

当連結会計年度 1,900,973 － 1,900,973 21,554 － 21,554 1.13

うち商品有価証券
前連結会計年度 649 － 649 0 － 0 0.13

当連結会計年度 747 － 747 1 － 1 0.25

うち有価証券
前連結会計年度 753,269 － 753,269 9,447 － 9,447 1.25

当連結会計年度 709,703 － 709,703 9,162 － 9,162 1.29

うちコールローン
及び買入手形

前連結会計年度 96,629 － 96,629 △16 － △16 △0.01

当連結会計年度 6,246 － 6,246 13 － 13 0.21

うち預け金
前連結会計年度 1,548 － 1,548 64 － 64 4.14

当連結会計年度 1,425 － 1,425 612 － 612 42.98

資金調達勘定
前連結会計年度 2,971,280 △52,430 2,918,850 1,047 △2 1,045 0.03

当連結会計年度 2,915,011 △29,118 2,885,892 2,800 △14 2,785 0.09

うち預金
前連結会計年度 2,718,559 － 2,718,559 162 － 162 0.00

当連結会計年度 2,726,994 － 2,726,994 1,714 － 1,714 0.06

うち譲渡性預金
前連結会計年度 81,444 － 81,444 3 － 3 0.00

当連結会計年度 60,821 － 60,821 38 － 38 0.06

うちコールマネー
及び売渡手形

前連結会計年度 10,816 － 10,816 △2 － △2 △0.02

当連結会計年度 1,522 － 1,522 7 － 7 0.47

うち債券貸借取引
受入担保金

前連結会計年度 67,354 － 67,354 45 － 45 0.06

当連結会計年度 50,196 － 50,196 6 － 6 0.01

うち借用金
前連結会計年度 97,109 － 97,109 0 － 0 0.00

当連結会計年度 98,641 － 98,641 65 － 65 0.06

(注) １．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（前連結会計年度214,566百万円、当連結会計年度279,469百万

円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（前連結会計年度58,260百万円、当連結会計

年度55,184百万円）を、それぞれ控除しております。

２．資金調達勘定のうち利息からは金銭の信託運用見合費用（前連結会計年度17百万円、当連結会計年度

51百万円）を控除しております。

３．資金運用勘定及び資金調達勘定の相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均

残高及びその利息であります。
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(3) 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

当連結会計年度の役務取引等収益は、国内業務部門で86億61百万円、国際業務部門で24百万円、合計で86億86

百万円（前連結会計年度比３億69百万円減少）となりました。

一方、役務取引等費用は、国内業務部門で31億６百万円、国際業務部門で23百万円、合計で31億30百万円（前

連結会計年度比55百万円減少）となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前連結会計年度 9,029 25 9,055

当連結会計年度 8,661 24 8,686

うち預金・貸出業務
前連結会計年度 1,973 － 1,973

当連結会計年度 1,971 － 1,971

うち為替業務
前連結会計年度 1,322 25 1,348

当連結会計年度 1,347 24 1,371

うち証券関連業務
前連結会計年度 74 － 74

当連結会計年度 71 － 71

うち代理業務
前連結会計年度 3,791 － 3,791

当連結会計年度 3,473 － 3,473

うち保護預り・
貸金庫業務

前連結会計年度 57 － 57

当連結会計年度 54 － 54

うち保証業務
前連結会計年度 376 0 376

当連結会計年度 353 0 353

役務取引等費用
前連結会計年度 3,155 29 3,185

当連結会計年度 3,106 23 3,130

うち為替業務
前連結会計年度 107 29 137

当連結会計年度 141 23 165

(注) 国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引で

あります。ただし、円建対非居住者取引については国際業務部門に含めております。
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(4) 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前連結会計年度 2,710,156 3,084 2,713,241

当連結会計年度 2,667,868 3,075 2,670,943

うち流動性預金
前連結会計年度 1,828,643 － 1,828,643

当連結会計年度 1,833,731 － 1,833,731

うち定期性預金
前連結会計年度 865,214 － 865,214

当連結会計年度 817,484 － 817,484

うちその他
前連結会計年度 16,298 3,084 19,383

当連結会計年度 16,651 3,075 19,727

譲渡性預金
前連結会計年度 49,753 － 49,753

当連結会計年度 20,844 － 20,844

総合計
前連結会計年度 2,759,910 3,084 2,762,995

当連結会計年度 2,688,712 3,075 2,691,788

(注) １．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金

３．国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取

引であります。ただし、円建対非居住者取引については国際業務部門に含めております。
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(5) 国内・海外別貸出金残高の状況

① 業種別貸出状況（末残・構成比）

業種別
前連結会計年度 当連結会計年度

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

1,867,032 100.00 1,913,574 100.00

製造業 115,474 6.19 121,941 6.37

農業，林業 3,076 0.17 2,947 0.15

漁業 122 0.01 108 0.01

鉱業，採石業，砂利採取業 2,113 0.11 1,359 0.07

建設業 72,919 3.91 68,416 3.58

電気・ガス・熱供給・水道業 113,984 6.11 115,134 6.02

情報通信業 5,250 0.28 5,075 0.27

運輸業，郵便業 16,862 0.90 15,348 0.80

卸売業，小売業 92,848 4.97 94,829 4.96

金融業，保険業 273,122 14.63 340,500 17.79

不動産業，物品賃貸業 135,198 7.24 147,195 7.69

学術研究，専門・技術サービス業 16,648 0.89 14,137 0.74

宿泊業，飲食サービス業 19,484 1.04 16,860 0.88

生活関連サービス業，娯楽業 15,801 0.85 14,430 0.75

教育，学習支援業 3,584 0.19 3,650 0.19

医療・福祉 53,418 2.86 50,191 2.62

その他のサービス 35,518 1.90 32,477 1.70

地方公共団体 435,236 23.31 445,155 23.26

その他 456,364 24.44 423,811 22.15

海外及び特別国際金融取引勘定分 － － － －

政府等 － － － －

金融機関 － － － －

その他 － － － －

合計 1,867,032 ――― 1,913,574 ―――

② 外国政府等向け債権残高（国別）

該当事項はありません。
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(6) 国内業務部門・国際業務部門別有価証券の状況

○ 有価証券残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

国債
前連結会計年度 166,530 － 166,530

当連結会計年度 105,796 － 105,796

地方債
前連結会計年度 168,524 － 168,524

当連結会計年度 133,836 － 133,836

社債
前連結会計年度 119,366 － 119,366

当連結会計年度 111,760 － 111,760

株式
前連結会計年度 24,383 － 24,383

当連結会計年度 21,410 － 21,410

その他の証券
前連結会計年度 224,907 29,162 254,070

当連結会計年度 162,176 30,859 193,036

合計
前連結会計年度 703,713 29,162 732,875

当連結会計年度 534,979 30,859 565,839

(注) １．国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引

であります。ただし、円建外国債券等については国際業務部門に含めております。

２．「その他の証券」には、外国債券を含んでおります。

（自己資本比率の状況）

（参考）

自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する

資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告

示第20号。）に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。なお当社は国内基準を適用の

うえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。

連結自己資本比率（国内基準）

（単位：百万円、％）

2024年３月31日 2025年３月31日

１．連結自己資本比率(２／３) 9.07 9.49

２．連結における自己資本の額 95,748 96,708

３．リスク・アセットの額 1,055,623 1,018,553

４．連結総所要自己資本額 42,224 40,742
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（資産の査定）

（参考）

資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成10年法律第132号）第６条に基づき、

荘内銀行及び北都銀行の貸借対照表の社債（当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部

又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第２条

第３項に規定する有価証券の私募によるものに限る。）、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払

金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを

行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）について債務者の財政状態及び

経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由

により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

２．危険債権

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ

た債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。

３．要管理債権

要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。

４．正常債権

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記１から３までに掲げる債

権以外のものに区分される債権をいう。

荘内銀行（単体）の資産の査定の額

債権の区分
2024年３月31日 2025年３月31日

金額(億円) 金額(億円)

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 27 37

危険債権 168 146

要管理債権 5 4

正常債権 9,744 9,799

(注) １．部分直接償却は実施しておりません。

２．金額は単位未満を四捨五入しております。

北都銀行（単体）の資産の査定の額（部分直接償却後）

債権の区分
2024年３月31日 2025年３月31日

金額(億円) 金額(億円)

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 35 38

危険債権 139 139

要管理債権 4 4

正常債権 9,306 9,745

(注) 金額は単位未満を四捨五入しております。
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５ 【重要な契約等】

該当事項はありません。

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループは、銀行業において、老朽化設備の更新等を行いました。また、事務の合理化、効率化を目的とし

た機械化投資を行いました。以上の投資を中心に、当連結会計年度は銀行業において482百万円（土地67百万円、建

物173百万円、動産238百万円、リース資産３百万円）の設備投資を行いました。

２ 【主要な設備の状況】

当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。

（2025年３月31日現在）

会社名
店舗名
その他

所在地
セグメ
ントの
名称

設備の
内容

土地 建物 動産
リース
資産

合計 従業
員数
(人)面積(㎡) 帳簿価額(百万円)

当社 ──

仙台本社 宮城県

銀行業

事務所
－
(－)

－ 9 190 － 199 187

東京事務
所

東京都 事務所
－
(－)

－ 28 5 － 34 12

連結
子会社

㈱荘内銀行

本店ほか
23か店

山形県 店舗
52,861.65
(12,311.38)

2,862 6,022 677 － 9,561 458

仙台支店
ほか３か
店

宮城県 店舗
2,234.81

(－)
611 99 25 － 736 28

福島支店 福島県 店舗
896.57

(－)
124 12 2 － 139 6

東京支店 東京都 店舗
－
(－)

－ － 0 － 0 6

事務集中
センター

山形県
事務セ
ンター

－
(－)

－ 0 41 － 41 －

鈴川寮ほ
か

山形県
ほか

社宅・
寮

3,368.68
(－)

655 541 7 － 1,204 －

その他施
設

山形県
ほか

その他
6,523.86
(318.44)

73 54 5 － 132 －

㈱北都銀行

本店ほか
32か店

秋田県 店舗
46,654.73
(9,695.27)

1,483 2,213 633 1 4,332 478

仙台支店 宮城県 店舗
－
(－)

－ 3 2 － 6 6

東京
中央支店

東京都 店舗
－
(－)

－ 0 1 － 1 5

事務
センター

秋田県
事務セ
ンター

4,941.32
(－)

284 399 2 － 687 3

社宅・寮
秋田県
ほか

社宅・
寮

17,022.07
(－)

800 824 1 － 1,625 －

その他施
設

秋田県
ほか

その他
19,950.89
(4,426.79)

263 265 77 － 605 －

フィデア
カード㈱

本社 秋田県
本社
ほか

－
(－)

－ 0 0 － 1 13

山形営業
部

山形県
事務所
ほか

671.19
(－)

71 52 19 － 143 26

㈱フィデア
情報総研
ほか１社

本社ほか 秋田県

その他

本社
ほか

957.47
(－)

64 192 13 2 272 140

フィデア
リース㈱
ほか１社

本社ほか 山形県
本社
ほか

－
(－)

－ 0 20 － 20 5
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(注) １．土地の面積欄の（ ）内は、借地の面積（うち書き）であり、その年間賃借料は建物も含め610百万円

であります。

２．動産は、事務機械1,453百万円、その他274百万円であります。

３．株式会社荘内銀行の店舗外現金自動設備52か所は、上記に含めて記載しております。

４．株式会社北都銀行の店舗外現金自動設備98か所、海外駐在員事務所１か所は上記に含めて記載してお

ります。

５．連結会社間で賃貸借している設備については、貸主側で記載しております。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

2025年度においては、投資計画に基づいた設備更新等を予定しております。

当連結会計年度末において計画中である重要な設備の新設、除却等は次のとおりであります。

(1) 新設、改修

該当事項はありません。

(2) 売却

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 56,000,000

計 56,000,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

（2025年３月31日）

提出日現在
発行数(株)

（2025年６月18日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 18,142,122 18,142,122
東京証券取引所
プライム市場

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

単元株式数 100株

計 18,142,122 18,142,122 ――― ―――

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2021年９月30日
（注１）

△12,500 193,921 ― 18,000 ― 11,735

2021年10月１日
（注２）

△174,529 19,392 ― 18,000 ― 11,735

2023年２月27日
（注３）

△1,250 18,142 ― 18,000 ― 11,735

（注）１．2021年９月28日開催の取締役会決議により、2021年９月30日付でＢ種優先株式に関して自己株式12,500千株

の取得及び消却を実施したものであります。

２．2021年６月24日開催の第12期定時株主総会決議及び普通株主様による種類株主総会決議並びにＢ種優先株主

様による種類株主総会決議に基づき、2021年10月１日付で普通株式及びＢ種優先株式10株につき１株の割合で

株式併合を実施したものであります。

３．2023年２月24日開催の取締役会決議により、2023年２月27日付でＢ種優先株式に関して自己株式1,250千株

の取得及び消却を実施したものであります。
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(5) 【所有者別状況】

2025年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数 100株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
（人）

4 20 31 1,449 87 49 23,985 25,625 －

所有株式数
（単元）

24 38,288 3,608 27,140 13,205 115 94,606 176,986 443,522

所有株式数
の割合（％）

0.01 21.63 2.04 15.34 7.46 0.07 53.45 100.00 －

(注) 自己所有株式118,427株は、「個人その他」に1,184単元、「単元未満株式の状況」に27株含まれております。

(6) 【大株主の状況】

2025年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

普通株式の
発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区赤坂一丁目８番１号 2,630 14.59

株式会社日本カストディ銀行（信
託口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 559 3.10

フィデアホールディングス従業員
持株会

山形県鶴岡市本町一丁目９番７号 554 3.07

野村信託銀行株式会社（信託口） 東京都千代田区大手町二丁目２番２号 185 1.03

高橋 慧 東京都渋谷区 181 1.00

公益財団法人克念社 山形県鶴岡市馬場町１番20号 178 0.98

STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY 505001
（常任代理人 みずほ銀行決済営
業部）

ONE CONGRESS STREET, SUITE １, BOSTON,
MASSACHUSETTS
（東京都港区港南二丁目15番１号）

176 0.97

庄司 隆弘 山形県上山市 168 0.93

広野 摂 山形県新庄市 165 0.91

株式会社ベガスベガス 東京都中央区銀座一丁目３番13号 129 0.72

計 ―── 4,928 27.34
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ――― ―――

議決権制限株式（自己株式等） ― ――― ―――

議決権制限株式（その他） ― ― ―――

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式 118,400
――― ―――

完全議決権株式（その他）
普通株式

175,802
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式17,580,200

単元未満株式
普通株式

――― 同上
443,522

発行済株式総数 18,142,122 ――― ―――

総株主の議決権 ― 175,802 ―――

② 【自己株式等】

2025年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

フィデアホールディン
グス株式会社

宮城県仙台市青葉区中央
三丁目１番24号

118,400 － 118,400 0.65

計 ─── 118,400 － 118,400 0.65
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第３号による普通株式の取得

会社法第155条第７号による普通株式の取得

会社法第155条第13号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第３号による普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2024年５月14日）での決議状況
（取得期間 2024年５月15日～2024年６月21日）

上限 100,000 上限 180,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 100,000 160,836,300

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － －

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

① 会社法第155条第７号による単元未満株式の買取請求による普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 5,003 7,572,765

当期間における取得自己株式 571 818,520

（注）当期間における取得自己株式には、2025年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

による株式は含まれておりません。

② 会社法第155条第13号による普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 650 －

当期間における取得自己株式 350 －

（注）１．譲渡制限付株式報酬制度対象者の退職に伴う取得であります。

２．当期間における取得自己株式には、2025年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの無償取得による

株式は該当ありません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他
（譲渡制限付株式報酬としての自己
株式の処分）

35,700 57,941,100 － －

その他
（単元未満株式の売渡請求による売
渡し）

120 177,390 － －

保有自己株式数 118,427 ――― 119,348 ―――

（注）当期間における保有自己株式には、2025年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡

しによる株式は含まれておりません。

３ 【配当政策】

当社は2021年度に、中期経営計画の進捗状況及び公的資金返済による配当負担軽減を勘案し、株主還元充実を目

的として、１株当たり株式配当金を年間60円から75円に増配しております。2024年度の株式配当金につきましても、

引き続き１株当たり年間75円として実施いたしました。

当社は、グループの中核事業である銀行業をはじめとした各種事業の公共性を鑑み、長期的視野に立った経営基

盤の確保に努めながら、株主の皆さまに対し安定的な配当を行うことを基本方針としてまいります。2025年度の株

式配当金につきましては、１株当たり75円（うち中間配当金37円50銭）を継続する予定としております。なお、今

後、当社グループの業績が大きく変動した場合には、配当金の水準を見直しする場合がございます。

また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。内部留保

金の使途につきましては、将来の事業発展及び財務体質の強化のための原資として活用してまいります。

第16期の剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） 株式の種類 １株当たり配当額（円）

2024年11月８日
取締役会決議

675 普通株式 37.50

2025年５月15日
取締役会決議

675 普通株式 37.50
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る観点から、意思決定の透明性及び公正性を確

保するとともに、保有する経営資源の有効な活用と迅速果断な意思決定により経営の活力を増大させることが、

コーポレートガバナンスの要諦であると考え、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

※ フィデアグループのコーポレートガバナンス原則 より

第１条（コーポレートガバナンスの基本的な考え方）

当グループは、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組む。

当グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保

するとともに、保有する経営資源の有効な活用と迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させること

が、コーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本方針に沿って、コーポレートガバナンスの充実

に取り組む。

① 株主の権利を尊重し、平等性を確保する

② 株主を含むステークホルダーの利益を尊重し、それらステークホルダーと適切に協働する

③ 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する

④ 独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組み（独立社外取締役を主な構成員とする会議の開催等）を構

築し、取締役会による業務執行の監督機能をより実効化する

⑤ 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を行う

② 現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由

当社は、設立当初から会社組織を指名委員会等設置会社としております。指名委員会等設置会社では、監督

と業務執行が分離されることでガバナンス態勢がより一層強化されるとともに、取締役会から執行役に業務執

行の決定権限が大幅に委譲されることにより、迅速な業務執行が可能となります。また、社外取締役が過半数

を占める「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」が取締役人事及び役員報酬の決定並びに監査を実施す

るため、経営の透明性が向上いたします。

③ 企業統治の体制の概要等

※ コーポレートガバナンス体制図
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※ 各委員会の構成

名称
法定
／任意

開催 委員長 委員 主な目的等

指名委員会 法定
年１回以上
随時

社外取締役
社外取締役３名、
非業務執行取締役
１名

株主総会に提出する取締役の
選任及び解任に関する議案の
内容を決定。

監査委員会 法定 原則毎月 社外取締役
社外取締役３名、
非業務執行取締役
１名

取締役及び執行役の職務執行
の監督のほか、監査方針、監
査計画、株主総会に提出する
会計監査人の選解任議案等の
内容を決議。

報酬委員会 法定
年１回以上
随時

社外取締役
社外取締役３名、
非業務執行取締役
１名

取締役及び執行役が受ける個
別の報酬等の内容について決
議。

リスク委員会 任意 四半期毎 執行役ＣＲＯ
社外取締役３名、
非業務執行取締役
１名 等

各種リスクに対する業務執行
状況の検証等を実施。また、
リスクアペタイト・フレーム
ワークの企画運営の検証等を
実施。

サステナビリ
ティ委員会

任意
年１回以上
随時

社外取締役
社外取締役４名、
非業務執行取締役
２名 等

当社グループのＳＤＧｓ達成
に向けた取り組み、及びサス
テナビリティ経営の状況の評
価、検証等を実施。また、今
後のサステナビリティ経営の
あり方などに関して取締役会
に助言等を実施。

経営戦略委員
会

任意
年１回以上
随時

取締役ＣＥＯ
社外取締役５名、
非業務執行取締役
１名 等

当社グループの企業価値向
上、成長戦略実現に向けて、
中長期的な経営戦略を検討
し、ビジネスモデル再構築の
ための経営改革への取り組み
状況の検証等を実施。また、
今後の経営改革のあり方など
について、取締役会に助言等
を実施。

イ．会社の機関の内容

当社は、指名委員会等設置会社とし、監督と業務執行を分離することでガバナンス態勢を一層強化する一

方、取締役会から執行役に業務執行の決定権限を大幅に移譲することにより、迅速な業務執行体制の構築を

図っております。また、社外取締役が過半数を占める「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」が取締

役の選解任及び役員報酬の決定並びに監査を実施し経営の透明性を高めるとともに、任意組織として「リス

ク委員会」「サステナビリティ委員会」「経営戦略委員会」を設置しております。当社の意思決定、執行及

び監査にかかる組織は以下のとおりです。

ⅰ 取締役会

取締役会は、取締役14名で構成され、うち社外取締役８名（うち女性２名）、非業務執行取締役２名、

執行役及び子銀行取締役を兼務する取締役４名となっております。取締役会は、法令で定められた事項や

経営の基本方針及び経営上の重要事項に係る意思決定を行うとともに、取締役及び執行役の職務の執行状

況を監督し、原則として毎月１回開催しております。
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※ 取締役会審議案件の内訳

2024年度開催回数 内訳 比率 議題

13回

ガバナンス 67％ 株主総会関連、内部統制、報告書関連の承認、情報開示 等

経営戦略 27％ グループ経営の状況、決算、利益計画、人事、組織改正 等

資本政策 6％ 配当（方針）、自己株式取得・処分 等

2025年６月24日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会は、取締役13名で構成され、うち社外取締役

８名（うち女性３名）、非業務執行取締役２名、執行役及び子銀行取締役を兼務する取締役３名となって

おります。

ⅱ 指名委員会

指名委員会は、取締役５名、うち社外取締役４名、非業務執行取締役１名により構成され、株主総会に

提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定しております。指名委員会は、１年に１回以上、

必要に応じて随時開催しております。

2025年６月18日現在

（委員長） （委員）

指名
委員会

廣瀬 渉
（社外取締役）

西堀 利
堀 裕

（社外取締役）
青木 淳

（社外取締役）
佐藤 史朗

（社外取締役）

2024年度開催回数 主要議題

11回

・役員人事に関する件
・子会社の役員人事に関する件
・取締役（除く社外取締役）の兼職に関する件
・経営戦略委員会委員の選定に関する件

2025年６月24日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会決議後

（委員長） （委員）

指名
委員会

廣瀬 渉
（社外取締役）

西堀 利
堀 裕

（社外取締役）
青木 淳

（社外取締役）
佐藤 史朗

（社外取締役）

※ 代表執行役等の後継者育成計画

当社は、指名委員会で審議する事項のひとつに、当社グループの５つのマテリアリティ（重要課題）

の解決や経営理念の実現に直結するテーマとして、当社代表執行役社長及び中核子会社である荘内銀行

代表取締役頭取・北都銀行代表取締役頭取の後継者育成計画を掲げております。

当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現を目指しています。その目的を達成

するため、経営トップの交代を適切なタイミングで行うべく、計画的に後継者育成を進めながら、ある

べき経営トップ像や求められる資質を十分吟味し、最もふさわしい経営トップを選定いたします。

※ 指名委員会の経営幹部育成に係る基本的な方針

現状、当社グループの経営管理部門は外部人材が中心に担っております。地方銀行として、地域経済

をはじめ、地元に詳しい人材を登用することが望ましいと考えており、今後は内部人材の登用に努め、

将来的に最高幹部にも内部人材を登用していきたいと考えております。
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※ グループ人事会議による多様な経営人材候補者の育成

当社グループの企業価値向上に重要な役割を果たす人的資本について、多様な中核人材が経験を重ね

ながら取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することを目的として、グループ人事会議を設置して

おります。

グループ人事会議は、当社代表執行役社長、荘内銀行代表取締役頭取、北都銀行代表取締役頭取、最

高人事責任者（ＣＨＲＯ）及び両行人事担当役員により構成し、中長期的な経営人材候補者の選定及び

育成、経営人材候補者の計画的なキャリア形成に取り組むとともに、取締役会や経営陣を支える管理職

層におけるジェンダー、職歴、年齢等の多様性確保などについて協議しグループ全体の取り組みにつな

げております。

ⅲ 監査委員会

監査委員会は、取締役５名、うち社外取締役４名、非業務執行取締役１名により構成され、取締役及び

執行役の職務執行の監督のほか、監査方針、監査計画、株主総会に提出する会計監査人の選解任議案等の

内容を決議しております。監査委員会は、原則として毎月１回開催しております。

2025年６月18日現在

（委員長） （委員）

監査
委員会

布井 知子
（社外取締役）

近野 博
（社外取締役）

富樫 秀雄
甲斐 文朗

（社外取締役）
成田 恭子

（社外取締役）

2024年度開催回数 主要議題

12回
・第15期決算監査について
・「常勤の監査委員」「特定監査委員」選定の件
・2024年度監査方針並びに監査計画について

2025年６月24日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会決議後

（委員長） （委員）

監査
委員会

布井 知子
（社外取締役）

富樫 秀雄
甲斐 文朗

（社外取締役）
成田 恭子

（社外取締役）
葉山 良子

（社外取締役）

ⅳ 報酬委員会

報酬委員会は、取締役５名、うち社外取締役４名、非業務執行取締役１名により構成され、取締役及び

執行役が受ける個別の報酬等の内容について決議しております。報酬委員会は、１年に１回以上、必要に

応じて随時開催しております。

2025年６月18日現在

（委員長） （委員）

報酬
委員会

廣瀬 渉
（社外取締役）

西堀 利
堀 裕

（社外取締役）
青木 淳

（社外取締役）
佐藤 史朗

（社外取締役）

2024年度開催回数 主要議題

８回
・2024年度役員報酬に関する件
・2023年度役員業績連動報酬の支給に関する件
・譲渡制限付株式報酬制度（ＲＳ）に係る個人別報酬等の内容の決定に関する件

2025年６月24日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会決議後

（委員長） （委員）

報酬
委員会

廣瀬 渉
（社外取締役）

西堀 利
堀 裕

（社外取締役）
青木 淳

（社外取締役）
佐藤 史朗

（社外取締役）
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ⅴ リスク委員会

取締役会における任意組織としてリスク委員会を設置しております。リスク委員会は、当社グループの

各種リスクに対する業務執行状況やリスクアペタイト・フレームワークの企画運営の検証等を行っており

ます。リスク委員会は、事務局をリスク統括部とし、原則として四半期に１回開催しております。

2025年６月18日現在

（委員長） （委員）

リスク
委員会

南澤 弘規

西堀 利
布井 知子

（社外取締役）
甲斐 文朗

（社外取締役）
成田 恭子

（社外取締役）

新野 正博 小野山 公彦 ― ―

2024年度開催回数 主要議題

６回

・2023年度ＲＡＦ（Risk Appetite Framework）の実績と2024年度活動計画について
・2024年３月期地域金融機関ポートフォリオについて
・統合ストレステストについて
・資産構成について

2025年６月24日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会決議後

（委員長） （委員）

リスク
委員会

南澤 弘規

西堀 利
布井 知子

（社外取締役）
甲斐 文朗

（社外取締役）
成田 恭子

（社外取締役）

新野 正博 小野山 公彦 ― ―

ⅵ サステナビリティ委員会

取締役会における任意組織としてサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員

会は、当社グループのＳＤＧｓ達成に向けた取り組み及びサステナビリティ経営の状況を評価、検証する

とともに、今後のあり方などに関して取締役会に助言等を行っております。サステナビリティ委員会は、

事務局を経営企画部とし、原則として１年に１回以上開催することとしております。

2025年６月18日現在

（委員長） （委員）

サステナ
ビリティ
委員会

甲斐 文朗
（社外取締役）

西堀 利
布井 知子

（社外取締役）
廣瀬 渉

（社外取締役）
青木 淳

（社外取締役）

成田 恭子
（社外取締役）

富樫 秀雄 新野 正博 佐藤 敬

山科 宏幸 佐藤 裕之 ― ―

2024年度開催回数 主要議題

４回

・有価証券報告書におけるサステナビリティ開示内容について
・ＴＮＦＤフォーラムへの参画について
・環境方針の策定について
・フィデアグループＣＯ２排出量削減に向けた追加施策について
・サステナブルファイナンスの実績について
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2025年６月24日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会決議後

（委員長） （委員）

サステナ
ビリティ
委員会

甲斐 文朗
（社外取締役）

西堀 利
布井 知子

（社外取締役）
廣瀬 渉

（社外取締役）
青木 淳

（社外取締役）

成田 恭子
（社外取締役）

富樫 秀雄 新野 正博 佐藤 敬

山科 宏幸 佐藤 裕之 ― ―

ⅶ 経営戦略委員会

取締役会における任意組織として経営戦略委員会を設置しております。経営戦略委員会は、当社グルー

プの持続的な企業価値向上に向けた中長期の経営戦略を検討し、ビジネスモデル再構築のための経営革新

を一層進めるため、取締役会に対し助言等を行っております。経営戦略委員会は、事務局を経営企画部と

し、原則として１年に１回以上開催することとしております。

2025年６月18日現在

（委員長） （委員）

経営戦略
委員会

新野 正博

西堀 利
廣瀬 渉

（社外取締役）
甲斐 文朗

（社外取締役）
青木 淳

（社外取締役）

佐藤 史朗
（社外取締役）

成田 恭子
（社外取締役）

佐藤 敬 山科 宏幸

小野山 公彦 安達 光 ― ―

2024年度開催回数 主要議題

２回 ・フィデアグループの現状認識と今後の戦略について

2025年６月24日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会決議後

（委員長） （委員）

経営戦略
委員会

新野 正博

西堀 利
廣瀬 渉

（社外取締役）
甲斐 文朗

（社外取締役）
青木 淳

（社外取締役）

佐藤 史朗
（社外取締役）

成田 恭子
（社外取締役）

佐藤 敬 山科 宏幸

小野山 公彦 安達 光 ― ―

※ 当社取締役会の実効性に関して

当社では、事業年度ごとに取締役の自己評価をもとに取締役会全体の実効性について分析・評価して

おり、課題に対する改善策の検討を通じて、更なる実効性の向上に取り組んでおります。

(1) 2024年度の取組方針への対応状況

① 中期経営計画の達成に向けた経営革新

取締役会において各種営業戦略や人財戦略、リスク等について、主要な戦略・施策の実施状況を確認

し、改善対応策等についても具体的に議論しております。

中長期的な企業価値の向上に向けて、コンサルティング人材や女性管理職を含む内部人材の育成状況、

通年中途採用の強化、女性外部人材の登用など、人的資本、多様性の確保について継続的に議論してお

ります。
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② 取締役会の機能向上

指名委員会等設置会社として指名委員会、報酬委員会、及び監査委員会における議論のみならず、取

締役会の任意組織である各種委員会（リスク委員会、サステナビリティ委員会、及び経営戦略委員会）

を通じて、第５次中期経営計画における取組みについて議論を深めております。

議案に関する資料及び論点の事前共有を励行し、取締役会における充実した議論形成に取り組んでお

ります。

③ 効果的な議論形成

社外取締役のグループ経営会議への参加や子銀行社外取締役との意見交換会等を通して、執行の状況

や地域特有の経営環境などへの理解を深め、より効果的な議論形成の促進を図っております。

(2) 2025年度の取組方針

① ガバナンスの高度化

第５次中期経営計画の最終年度における主要戦略のＰＤＣＡ管理実施を通じた実効性の向上、人的資

本、多様性の確保等のサステナビリティを含む成長戦略に関する議論の充実、リスク管理の高度化を含

めたより高度なガバナンス体制の構築を進めてまいります。

当社グループの企業価値向上に向けて、「業務執行」と「経営の監督」の分離、ガバナンスの進展を

進め、経営陣の迅速・果断なリスクテイクを支えてまいります。

② 取締役会の機能向上

銀行合併に向けた議論の機会を確保し、諸課題に対する多角的な検証を行うことで、環境の変化を踏

まえた経営判断につなげてまいります。

取締役会以外の場においても社外取締役と執行部門が積極的な意見交換を行うなど、更なる経営陣の

コミュニケーション活性化に取り組んでまいります。

③ 効果的な議論形成

議案の資料や論点を事前に共有し、重要議題への重点的な時間配分と運営の効率化に取り組み、議論

形成の充実を図ってまいります。

※ 取締役の取締役会及び各委員会への当連結会計年度中の出席状況

氏名
在任
期間

取締役会及び各委員会への出席状況

取締役会
指名
委員会

監査
委員会

報酬
委員会

リスク
委員会

サステナビ
リティ委員

会

経営戦略
委員会

田尾 祐一
８年
９か月

13／13回
(100％)

― ― ― ― ― ―

新野 正博
１年
９か月

13／13回
(100％)

― ― ― ―
4/4回
(100％)

2/2回
(100％)

伊藤 新
５年
９か月

13／13回
(100％)

― ― ― ―
4/4回
(100％)

2/2回
(100％)

松田 正彦
２年
９か月

13／13回
(100％)

― ― ― ―
4/4回
(100％)

2/2回
(100％)

富樫 秀雄
３年
９か月

13／13回
(100％)

―
12/12回
(100％)

― ―
4/4回
(100％)

―

西堀 利
９年
９か月

13/13回
(100％)

11/11回
(100％)

―
8/8回
(100％)

6/6回
(100％)

4/4回
(100％)

1/2回
(50％)

堀 裕
８年
９か月

13/13回
(100％)

11/11回
(100％)

―
8/8回
(100％)

― ― ―

近野 博
４年
９か月

13/13回
(100％)

―
12/12回
(100％)

― ― ― ―

布井 知子
４年
９か月

13/13回
(100％)

―
12/12回
(100％)

―
6/6回
(100％)

3/4回
(75％)

―

廣瀬 渉
３年
９か月

13/13回
(100％)

11/11回
(100％)

―
8/8回
(100％)

―
4/4回
(100％)

2/2回
(100％)
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氏名
在任
期間

取締役会及び各委員会への出席状況

取締役会
指名
委員会

監査
委員会

報酬
委員会

リスク
委員会

サステナビ
リティ委員

会

経営戦略
委員会

甲斐 文朗
３年
９か月

13/13回
(100％)

―
12/12回
(100％)

―
5/6回
(83％)

4/4回
(100％)

2/2回
(100％)

青木 淳
１年
９か月

13/13回
(100％)

11/11回
(100％)

―
8/8回
(100％)

―
1/4回
(25％)

2/2回
(100％)

佐藤 史朗 ９か月
11/11回
(100％)

10/10回
(100％)

―
6/6回
(100％)

― ―
2/2回
(100％)

成田 恭子 ９か月
11/11回
(100％)

―
10/10回
(100％)

―
5/5回
(100％)

3/3回
(100％)

2/2回
(100％)

ⅷ 経営会議及び主な会議体

経営会議は、取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行にあたっての代表執行役社長の諮問機関と

して、執行役で構成しております。当社及び当社グループ全体の業務執行に係る重要事項について決定等

を行っております。経営会議は、原則として毎週１回開催しております。

また、当社グループ全体の業務執行に関連した業務別の会議体として、リスクマネジメント会議、ＡＬ

Ｍ会議、収益会議、クレジット会議、営業戦略会議、サステナビリティ推進会議、グループ人事会議、投

資検討会、コンプライアンス会議などを設置しております。

ロ．内部統制の基本方針

当社は、当社グループが法令・定款に適合し、かつ、業務の適正を確保するために、次のとおり内部統制

の整備・強化に取り組んでおります。

ⅰ 当社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合するよう、企業理念、コンプライアンス態勢規程

等を定め、役職員全員がこれを遵守する。

(2) 当社は、法令等遵守態勢の整備・強化等を図るため、コンプライアンス会議を設置し、法令等遵守に

係る十分な審議を行い、法令等遵守態勢の充実・強化を図る。

(3) 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとと

もに、反社会的勢力との取引を遮断するため、当該情報を一元管理・共有し、警察等の外部専門機関と

も連携し、組織全体として対峙する体制を整備する。

(4) 当社は、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策に係る基本方針」並びに関連規程を

制定し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止態勢を整備する。

(5) 役職員は、法令等違反又はその疑いのある行為等を発見したときは、速やかに所管部署に報告する。

ⅱ 当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 当社は、各種議事録のほか執行役の職務の執行にかかる文書を、社内規程等に基づき適切に保存及び

管理を行う。

(2) 当社は、情報資産の安全対策の基本方針としてセキュリティ・ポリシーを定める。

ⅲ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、業務において保有するすべてのリスクの管理に関する基本方針としてリスク管理方針を定め、

社内に浸透を図る。

(2) 当社は、定期的にリスクの全体状況を把握するとともに、各種リスクの測定及び対応方針の検討を行

う。また、リスクマネジメント会議にて、リスク管理に係る十分な審議を行い、統合的なリスク管理態

勢の運営強化を図る。

(3) 業務部門から独立した内部監査部門は、各部門の業務運営状況を監査し、各種リスク管理態勢の適切

性・有効性の検証を行い、取締役会はその結果の報告を受ける。
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ⅳ 当社の執行役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制

(1) 当社は、取締役会において定めた経営の基本方針に基づき、執行役が委任を受けた業務の執行を行

う。執行役の職務は、執行役規程、付議基準及び組織規程・業務分掌に基づき業務執行責任を明確化し、

相互牽制を図り、適正な職務の遂行がおこなわれる体制とする。

(2) 当社は、迅速かつ質の高い経営執行を確保するための体制として、社長の諮問機関である経営会議を

設置し、取締役会から委任された重要な業務執行に係る具体的事項について十分な審議を行う。

ⅴ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社グループの健全かつ円滑な運営を行うため、グループ経営管理規程を定める。また、グループ会

社の運営を管理する部門を設置する。

(2) 当社は、子会社等への不当な要求等を防止するための体制を強化する。

(3) 当社は、子会社等の事業内容の定期的な報告を受けるとともに、重要な案件についての事前協議を適

正に行う。

ⅵ 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項

(1) 監査委員会の職務を補助する従業員を配置した場合、その従業員は監査委員会又は特定監査委員の指

示に従い、その職務を行う。

(2) 監査委員会の職務を補助する従業員にかかる人事異動、人事評価、懲戒処分等に関する事項は、事前

に特定監査委員の同意を得る。

ⅶ 当社の監査委員会への報告に関する体制

(1) 執行役及び所管部署は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査

委員へ報告する。

(2) 監査委員会は、監査委員会規程等に基づき、必要に応じ、いつでも役職員に報告を求めることができ

るものとする。

(3) 監査委員会は、監査委員会規程等に基づき、必要に応じ、いつでも子会社等の役職員に報告を求める

ことができるものとする。

(4) 監査委員会へ報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁

止する。

ⅷ その他当社の監査委員会の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制

(1) 監査委員会は、監査委員会規程等に基づき、取締役会及び経営会議のほか、重要な意思決定の過程及

び業務執行状況を把握するため、重要な会議に出席できることとする。

(2) 監査委員会は、代表執行役及びＣＥＯ（最高経営責任者）・ＣＦＯ（最高財務責任者）・ＣＲＯ（最

高リスク管理責任者）・ＣＭＯ（最高マーケティング責任者）・ＣＩＯ（最高投資責任者）・ＣＴＯ

（最高ＩＣＴ・システム責任者）・ＣＣＯ（最高コンプライアンス責任者）・ＣＨＲＯ（最高人事責任

者）と定期的に会合を持ち、また、会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、実効的

な監査に努めることとする。

(3) 監査委員がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署に

おいて審議の上、当該請求に係る費用等が当該監査委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を

除き、速やかに当該費用等を処理する。
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ハ．リスク管理態勢の整備状況

※ リスク管理体制図

当社グループでは、取締役の積極的な関与のもと内部管理態勢の充実・強化を図るとともに、リスク管

理を重視する企業風土の醸成に努めており、当社グループ全体のリスク管理態勢の最適化を図りながら、

子銀行の業務の健全性確保を通じてグループ全体の健全性確保に努めております。

当社グループでは、管理すべきリスクを信用リスク、市場リスク、流動性リスク及びオペレーショナ

ル・リスク（事務リスク、システムリスク及びその他のオペレーショナル・リスク）に区分及び特定し、

統合的リスク管理、自己資本管理とあわせ、それぞれのリスクの定義と管理基本方針及び管理規程を制定

しております。

また、当社のリスク管理体制は、統括責任者であるＣＲＯ（最高リスク管理責任者）のもと、リスク管

理部署としてリスク統括部、市場リスク部、信用リスク部、与信企画部、事務企画部及びＩＣＴ第一企画

部を設置し、各種リスクに機動的に対応する体制としております。さらに、当社と子銀行の間でリスク管

理業務を適切かつ迅速に遂行するため、当社と子銀行などグループ企業との間の指示、報告及び協議のル

ールをグループ経営管理規程において明確化しております。

加えて、取締役会における任意組織としてリスク委員会を設置し、各種リスクに対する業務執行状況や

リスクアペタイト・フレームワークの企画運営の検証を行っております。

当社グループでは、リスクは収益の源泉であるとの観点から、収益性や効率性を強く意識した運営を志

向し、各種リスクの規模及び特性に応じた最適なポートフォリオの構築と収益の確保を目指しておりま

す。

ニ．コンプライアンス態勢の状況

当社ではコンプライアンスに関する責任者としてＣＣＯ（最高コンプライアンス責任者）を任命し、また

統括部署としてコンプライアンス統括部（各銀行においてはコンプライアンス室）を設置し、コンプライア

ンスリスク及び法務リスクの管理等を行う態勢を整備しております。

また、当社グループとして、業務の健全かつ適切な運営を通じて地域経済の発展に貢献するとともに、法

令等遵守を重んじる企業風土を醸成することを目的として法令等遵守方針を定め、法令等遵守を経営の最重

要課題のひとつとして取り組んでおります。

また、当社グループとして年度ごとの具体的な実行計画である「コンプライアンスプログラム」を定め、

四半期ごとに開催するコンプライアンス会議において、その進捗状況を管理し評価することで、グループ全

体のコンプライアンス態勢の向上につなげております。また、当社は、子銀行から定期的にコンプライアン

スプログラムの進捗状況、訴訟案件、反社会的勢力に関する情報の報告を受けるほか、重要な苦情・トラブ

ル、不祥事件に関する事項、内部通報受付状況、その他法令等遵守、顧客保護等管理に関する重要事実につ

いて随時報告を受け、必要があればコンプライアンスプログラムの見直しを行うなど、継続的にコンプライ

アンス態勢の改善、向上を実現する態勢を整備しております。
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※ 法令等遵守方針

当社グループは、法令等遵守方針において、法令等遵守に係る基本方針、法令等遵守態勢の整備の徹底、

その遵守方法を明示しており、法令等遵守に係る基本方針としては、(1) 銀行の社会的責任と公共的使命

を認識し、健全かつ適切な業務運営により社会の信頼の確立を図ること、(2) 法令、各種ルール、社内規

程等を遵守し、社会規範、企業理念及び行動規範に基づいた公正かつ適切な事業活動を行うこと、(3) 市

民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、断固として排除することの３点を定めております。

※ コンプライアンス体制図

※ 内部通報制度の概要

代表執行役社長の責任のもと、当社グループ並びに当社グループの従業員及び役員の法令違反行為等の

早期発見、是正、さらにはコンプライアンス経営の実践を目的として、内部通報制度を整備しておりま

す。

内部通報に係る内部窓口としてコンプライアンス統括部門、人事部門、監査部門に担当を設置すること

に加え、外部窓口として弁護士による通報窓口を設置しております。内部通報制度は、当社グループの役

職員（嘱託、パートタイマー、派遣社員及び出向者等を含む）のほか、退職後１年以内の従業員を利用対

象として、匿名であっても内部通報窓口を利用することができることとしております。

また、通報者等が特定されないよう適切な措置をとること、通報者等に対して不利益な取り扱いを行っ

てはならないことを徹底するなど、情報の秘匿性、通報者等の保護態勢を確保することで従業員等が安心

して利用できるような体制を確保しております。

さらに、内部通報を受けた場合には、コンプライアンス統括部署の指示に基づき法令等違反行為の有無

の調査を実施し、違反行為が認められた場合には速やかに是正措置、再発防止に取り組むとともに、通報

に関する秘密の保持、本件窓口利用者又は調査協力者に対する不利益な取扱いの防止等に取り組むことと

しております。
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※ 反社会的勢力の排除

当社グループでは、法令等遵守方針において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は断

固として排除することを定め、「反社会的勢力への対応にかかる基本方針」として公表しております。

当社グループは、「反社会的勢力への対応にかかる基本方針」において、(1) 反社会的勢力による不当

要求に対しては、グループとして毅然とした態度で対応すること、(2) 反社会的勢力との取引を含めた関

係を遮断すること、(3) 反社会的勢力への対応に際し、適切な助言・協力を得ることができるよう、平素

より警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等との緊密な連携関係を構築すること、(4) 反社会的勢力

による不当要求は断固として拒絶し、必要に応じて民事と刑事の両面から法的対応を行うこと、(5) 反社

会的勢力に対する資金提供や利益供与は断固として拒絶することを宣言しております。

※ 贈収賄等の防止に向けた取り組み

当社グループでは、「コンプライアンスマニュアル」を制定し、銀行としての信用と信頼を確立し維持

していくための行動規範を定め、従業員及び役員に徹底しております。贈収賄、汚職、腐敗の防止を目的

として、コンプライアンスマニュアルにおいて、過度な接待や贈答その他利益供与を行うことを禁止して

おります。また、従業員及び役員が、常識を超える接待や贈答を受領する見返りとして、不当な融資を実

行することや債権回収などに手心を加えることは、社会規範から逸脱するばかりでなく法令違反にあたる

場合があることをコンプライアンスマニュアルに明示し、銀行業務の健全かつ適切な運営の維持につなげ

るべく取り組んでおります。

コンプライアンスマニュアルは、全役職員を対象としたコンプライアンス勉強会において定期的に取り

上げ、継続的な周知活動を実施し、当社グループ全体のコンプライアンス意識の醸成につなげておりま

す。

※ マネー・ローンダリング等防止に向けた取り組み

当社グループでは、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策が、金融機関としての重大な責

務であり、経営の最重要課題の一つと捉え、その対策に取り組んでおります。

マネー・ローンダリング等防止に係る当社グループの基本方針として、単に関連法令等（犯罪による収

益の移転防止に関する法律、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、外国為替及び外国

貿易法のほか取引時確認制度、疑わしい取引の届出制度など）の形式的な遵守にとどまらず、検証と高度

化を進め実効性のある管理態勢の確立に取り組んでおります。

マネー・ローンダリング等防止に係る統括部署を事務企画部として組織体制、内部規程等を整備すると

ともに、リスクベース・アプローチに基づいた顧客管理を継続し、口座開設等の際にお客さまの本人確認

や取引目的確認を徹底しているほか、日常的なモニタリングにより検知した疑わしい取引等を速やかに関

係当局に届け出する体制を構築しております。

また、当社グループは、役職員に対し、マネー・ローンダリング等防止対策に係る理解を深め、役割に

応じた専門性、適合性等の維持向上を図るため研修等を継続的、定期的に実施しております。

さらに、マネー・ローンダリング等防止対策の状況について定期的に内部監査を実施し、その結果を踏

まえて更なる態勢改善に努めております。

④ その他の事項

イ．取締役の定数

当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。

ロ．取締役の選任決議要件

取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めてお

ります。

ハ．取締役会で決議できる株主総会決議事項

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合

を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。



― 70 ―

ニ．株主総会の特別決議要件

会社法第309条第２項及び同法第324条第２項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う

旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会

の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

ホ．会社役員との責任限定契約の締結

当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を結んでおります。本契約に基づき、社外取締役がその任務を怠ったことにより

当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法

第425条第１項各号に掲げる額の合計額を上限として当社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償

責任を超える部分については、免責するものとしております。

ヘ．会社役員との補償契約

該当事項はありません。

ト．会社役員との役員等賠償責任保険契約の締結

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま

す。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社並びに子会社である荘内銀行及び北都銀行のすべての取締役、

執行役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の業務

上の行為に起因する損害賠償金及び争訟によって生じた損害が填補されることとなります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益又は違法

に便宜供与を得た場合、犯罪行為に起因する等の場合には填補の対象外としております。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

イ．2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 21名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 12.5％）

ⅰ．取締役の状況

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役会長 田 尾 祐 一 1959年２月11日生

1981年４月 ㈱富士銀行入行

2002年10月 ㈱みずほ銀行長野中央支店長

2003年11月 同行長野支店長兼長野中央支店長

2005年２月 同行四谷支店長

2007年２月 同行青山支店長

2008年10月 同行青山支店青山法人部長

2009年４月 同行執行役員支店部長

2011年４月 同行常務執行役員

2012年４月 みずほ総合研究所㈱代表取締役副

社長

2016年４月 フィデアホールディングス㈱顧問

2016年６月 ㈱荘内銀行取締役（非常勤）

2016年６月 ㈱北都銀行取締役（非常勤）

2016年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役兼代表執行役社長

2019年６月 ㈱荘内銀行取締役会長（非常勤）

2020年４月 同行代表取締役頭取

2022年４月 同行取締役会長

2022年６月 ㈱北都銀行取締役（非常勤）

2023年４月 フィデアホールディングス㈱取締

役会長

2023年４月 ㈱荘内銀行取締役会長執行役員

2025年４月 フィデアホールディングス㈱取締

役（現職）

2025年４月 ㈱荘内銀行取締役（現職）

（注）３ 23

取締役

兼代表執行役社長

最高経営責任者

（CEO）

新 野 正 博 1964年８月２日生

1989年４月 ㈱富士銀行入行

2008年10月 ㈱みずほ銀行ローン営業開発部次

長

2014年４月 同行高田馬場支店長兼高田馬場第

一部長

2017年４月 同行リテール法人営業推進部長

2019年４月 同行グローバル人事業務部付審議

役

2019年７月 フィデアホールディングス㈱執行

役

2020年４月 当社常務執行役

2022年４月 当社専務執行役

2023年４月 当社代表執行役社長

2023年６月 ㈱北都銀行取締役（非常勤）（現

職）

2023年６月 ㈱荘内銀行取締役（非常勤）（現

職）

2023年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役兼代表執行役社長（現職）

（注）３ 10
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役 伊 藤 新 1961年７月22日生

1985年４月 ㈱日本債券信用銀行入行

1991年７月 ㈱羽後銀行入行

2004年２月 ㈱北都銀行八橋支店長

2005年９月 同行秋田西支店長

2006年７月 同行仁賀保支店長

2008年７月 同行経営企画部長

2012年11月 ㈱ミナミ保険代表取締役社長

2014年６月 ㈱北都銀行執行役員横手支店長

2016年６月 同行常務取締役

2017年４月 フィデアホールディングス㈱常務

執行役

2018年４月 ㈱北都銀行取締役常務執行役員

2018年６月 同行取締役専務執行役員

2018年６月 フィデアホールディングス㈱専務

執行役

2019年４月 ㈱北都銀行代表取締役頭取

2019年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役

2025年４月 当社取締役会長（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行取締役（現職）

（注）３ 20

取締役 松 田 正 彦 1967年７月２日生

1990年４月 ㈱荘内銀行入行

2006年６月 同行企画部長

2009年４月 同行企画部部長経営統合特命担当

2009年10月 フィデアホールディングス㈱経営

統括グループ長

2014年６月 当社執行役経営統括グループ長

2017年４月 ㈱荘内銀行執行役員経営企画部長

2017年６月 同行取締役兼執行役員経営企画部

長

2018年４月 同行取締役常務執行役員営業推進

部長

2018年４月 フィデアホールディングス㈱常務

執行役

2019年４月 ㈱荘内銀行取締役常務執行役員

2020年４月 同行取締役常務執行役員本店営業

部長兼宝田支店長兼三瀬支店長

2021年３月 同行取締役常務執行役員本店営業

部長兼宝田支店長兼三瀬支店長兼

温海支店長兼ねずが関支店長

2021年４月 同行取締役常務執行役員本店営業

部長兼宝田支店長兼三瀬支店長兼

温海支店長兼ねずが関支店長兼鶴

岡東支店長兼朝暘町支店長

2022年３月 同行取締役常務執行役員本店営業

部長兼宝田支店長兼三瀬支店長兼

温海支店長兼ねずが関支店長兼鶴

岡東支店長兼朝暘町支店長兼藤島

支店長

2022年４月 同行代表取締役頭取

2022年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役

2025年４月 当社取締役会長（現職）

2025年４月 ㈱荘内銀行取締役（現職）

（注）３ 15
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役 富 樫 秀 雄 1957年８月16日生

1981年４月 ㈱荘内銀行入行

2003年７月 同行資金証券部長

2010年６月 同行執行役員資金証券部長

2014年６月 同行常務執行役員資金証券部長

2016年６月 同行常務取締役兼常務執行役員資

金証券部長

2017年６月 同行常務取締役兼常務執行役員

2017年６月 フィデアホールディングス㈱常務

執行役

2018年４月 ㈱荘内銀行取締役常務執行役員

2020年４月 同行取締役専務執行役員

2020年４月 フィデアホールディングス㈱専務

執行役

2021年４月 ㈱荘内銀行取締役

2021年４月 フィデアホールディングス㈱理事

2021年６月 当社取締役

2022年６月 当社取締役（非業務執行）（現

職）

（注）３ 8

取締役兼

取締役会議長
西 堀 利 1953年３月２日生

1975年４月 ㈱富士銀行入行

2002年４月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役

員財務企画部長

2002年12月 同行執行役員財務・主計グルー

プ・シニアコーポレートオフィサ

ー

2004年６月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

常務取締役財務・主計グループ長

2008年４月 ㈱みずほ銀行取締役副頭取

2009年４月 同行取締役頭取

2009年６月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

取締役

2011年６月 みずほフィナンシャルグループ顧

問

2015年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）

2016年６月 ㈱荘内銀行取締役（非常勤）（現

職）

2016年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役兼取締役会議長（社外）

2017年６月 ㈱北都銀行取締役（非常勤）（現

職）

2017年９月 ㈱みずほ銀行顧問

2019年４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

名誉顧問

2022年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（非業務執行）兼取締役会議長

（現職）

2023年７月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

特別顧問（現職）

（注）３ 15

取締役

（注）２
堀 裕 1949年10月５日生

1979年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

1989年12月 堀裕法律事務所（現 堀総合法律

事務所）代表弁護士（現職）

1999年６月 一橋大学大学院国際企業戦略研究

科講師

2004年４月 千葉大学理事・副学長・経営協議

会委員(現職)

2005年３月 千葉大学客員教授（現職）

2010年４月 内閣府・公益認定等委員会委員

2016年３月 ＪＵＫＩ㈱取締役（社外）

2016年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

2017年８月 ㈱パソナグループ取締役（社外）

2021年６月 同社指名・報酬委員会委員長（現

職）

2023年３月 ＪＵＫＩ㈱取締役（社外）兼指名

報酬諮問委員会委員長（現職）

（注）３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役

（注）２
近 野 博 1947年５月25日生

1970年４月 デロイト・ハスキンズ・アンド・

セルズ会計事務所入所

1974年１月 クローバー公認会計士共同事務所

1976年６月 秀和公認会計士共同事務所

2007年６月 アキレス㈱監査役（社外）

2011年２月 近野博公認会計士事務所（現職）

2020年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

（注）３ ―

取締役

（注）２
布 井 知 子 1951年１月29日生

1986年２月 Paribas (London) Capital

Markets 入社

1994年６月 パリバ証券会社東京支店リスクマ

ネジメント部長

1996年６月 パリバグループ東京支店管理本部

長

2000年５月 ＢＮＰパリバグループ東京支店総

務・人事統括本部長

2002年３月 ＢＮＰパリバホールセール・バン

キング人事部長

2006年７月 同社コンプライアンス部長

2008年８月 ＢＮＰパリバ銀行東京支店チー

フ・アドミニストレイティブ・オ

フィサー

2010年１月 ＢＮＰパリバ証券㈱代表者室長

2016年１月 認定特定非営利活動法人アースウ

ォッチ・ジャパン理事・事務局長

2020年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

（注）３ ―

取締役

（注）２
廣 瀬 渉 1954年９月22日生

1977年４月 山形県入庁

2010年４月 同商工観光部長

2012年４月 同企画振興部長

2014年４月 同企業管理者

2016年４月 同教育委員会教育長

2019年４月 公益財団法人山形県建設技術セン

ター理事長

2020年６月 ㈱荘内銀行取締役（社外）

2021年５月 ㈱ヤマザワ監査役（社外）（現

職）

2021年６月 ㈱荘内銀行取締役（非常勤）（現

職）

2021年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

（注）３ ―

取締役

（注）２
甲 斐 文 朗 1959年６月23日生

1983年４月 日本銀行入行

2007年６月 同行金融機構局参事役（考査企画

担当）

2008年10月 同行秋田支店長

2013年４月 預金保険機構預金保険部長

2015年６月 中央労働金庫常勤監事

2019年６月 公益財団法人東京財団政策研究所

政策研究ディレクター

2021年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

2021年７月 損害保険ジャパン㈱顧問（非常

勤）（現職）

2021年12月 ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱

取締役（社外）兼監査等委員

2023年12月 同社取締役（社外）（現職）

（注）３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役

（注）２
青 木 淳 1957年４月30日生

1980年４月 槇総合計画事務所入所

1991年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニ

ー・インコーポレイテッド入社

1993年７月 同社エンゲージメント・マネージ

ャー

1995年７月 同社シニア・エンゲージメント・

マネージャー

1999年２月 ＢＮＰパリバ・カーディフ日本代

表

2011年11月 同社国際人事部門責任者

2014年11月 ㈱資生堂常勤顧問

2015年４月 同社執行役員チーフ・ピープル・

オフィサー

2017年１月 同社執行役員常務チーフ・ピープ

ル・オフィサー兼チーフ・クリエ

イティブ・オフィサー

2017年３月 同社取締役常務チーフ・ピープ

ル・オフィサー兼チーフ・クリエ

イティブ・オフィサー

2018年１月 同社代表取締役常務チーフ・ピー

プル・オフィサー

2019年１月 同社取締役常務チーフ・ピープ

ル・オフィサー兼チーフ・ソーシ

ャルバリュークリエーション・オ

フィサー

2020年１月 同社執行役員常務チーフ・ソーシ

ャルバリュークリエーション・オ

フィサー

2022年１月 ㈱淳風満帆代表取締役（現職）

2023年６月 ㈱ＬＩＸＩＬ取締役（社外）（現

職）

2023年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

（注）３ ―

取締役

（注）２
佐 藤 史 朗 1957年12月21日生

1981年４月 安田火災海上保険㈱入社

2004年４月 ㈱損害保険ジャパン神戸自動車営

業部長

2007年４月 同社自動車開発第二部長

2010年４月 同社執行役員札幌支店長

2011年４月 同社執行役員

2012年４月 同社常務執行役員

2013年４月 日本興亜損害保険㈱常務執行役員

2014年９月 損害保険ジャパン日本興亜㈱常務

執行役員

2014年９月 損保ジャパン日本興亜ホールディ

ングス㈱執行役員南アジア部長

2015年４月 損害保険ジャパン日本興亜㈱取締

役専務執行役員

2016年４月 同社代表取締役専務執行役員

2018年４月 同社代表取締役副社長執行役員

2020年４月 セゾン自動車火災保険㈱代表取締

役社長

2024年４月 ㈱クレディセゾンアドバイザー顧

問（現職）

2024年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

（注）３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役

（注）２
成 田 恭 子 1958年７月23日生

1981年４月 チェース・マンハッタン銀行入行

1989年４月 ㈱日本格付研究所格付審査課長

2000年10月 ドイツ証券会社 東京支店ディレク

ターシニアクレジットアナリスト

2001年８月 ＢＮＰパリバ証券会社 東京支店ク

レジット・リサーチ共同部長

2006年９月 同社クレジット・トレーディング

セクター・スペシャリスト

2010年９月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント㈱債

券運用部シニアクレジットアナリ

スト

2015年７月 同社債券運用部ファンドマネージ

ャー/シニアクレジットアナリスト

兼株式運用部シニアＥＳＧアナリ

スト

2017年４月 一般社団法人日本ＣＦＡ協会共同

事務局長

2018年１月 一 般 社 団 法 人 Ｃ Ｄ Ｐ

Worldwide-Japanシニアマネージャ

ー

2023年６月 同法人キャピタルマーケッツリー

ド

2024年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

（注）３ ―

計 94

（注）１．所有株式数は、2025年３月末日現在の所有状況に基づき記載しております。

２．取締役の堀裕、近野博、布井知子、廣瀬渉、甲斐文朗、青木淳、佐藤史朗及び成田恭子は、会社法第２条

第15号に定める社外取締役であり、当社社外取締役の独立性基準を充足しております。また、８氏は、株式

会社東京証券取引所の規定する独立役員であります。

３．取締役の任期は、2024年６月21日の定時株主総会の終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会の終

結の時までであります。

４．取締役の近野博は、2025年６月24日の定時株主総会の終結を以って退任予定です。

５．各取締役が保有するスキルのうち、特に期待する分野は以下のとおりであります。

＜各取締役のスキルマトリックス＞

企業経営 金融 事業戦略 財務・会計
人事戦略

人材育成

リスクマネ
ジメント

法務・

コンプライ
アンス

地域経済

田尾 祐一 ● ● ● ●

新野 正博 ● ● ● ●

伊藤 新 ● ● ● ●

松田 正彦 ● ● ● ●

富樫 秀雄 ● ● ●

西堀 利 ● ● ● ● ● ●

堀 裕 ●

近野 博 ●

布井 知子 ● ● ● ●

廣瀬 渉 ●

甲斐 文朗 ● ●

青木 淳 ● ● ● ●

佐藤 史朗 ● ● ●

成田 恭子 ● ● ●

※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
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ⅱ．執行役の状況

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

代表執行役社長

最高経営責任者

（CEO）

新 野 正 博 1964年８月２日生 「ⅰ．取締役の状況」参照 （注）２

「ⅰ．取締

役の状況」

参照

執行役副社長

最高ICT・システム

責任者（CTO）兼

最高人事責任者

（CHRO）

宮 下 典 夫 1959年８月７日生

1982年４月 安田信託銀行㈱入行

2003年３月 みずほ信託銀行㈱経営企画部副部

長

2005年４月 同行コンサルティング部長

2007年４月 同行札幌支店長

2009年４月 同行執行役員経営企画部長

2011年４月 同行常務執行役員

2013年４月 同行理事

2013年５月 フィデアホールディングス㈱専務

執行役

2014年６月 当社執行役副社長（現職）

2025年４月 ㈱荘内銀行執行役員（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行執行役員（現職）

（注）２ 21

専務執行役

最高財務責任者

（CFO）

小野山 公彦 1960年７月８日生

1988年６月 ㈱富士銀行入行

2000年５月 同行米州経営管理部次長

2002年４月 ㈱みずほコーポレート銀行米州経

営管理部次長

2003年10月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

総合リスク管理部次長

2010年４月 みずほ信託銀行㈱与信企画部長

2013年４月 金融庁検査局統合リスク等モニタ

リングチーム専門検査官

2017年７月 同庁監督局銀行第一課銀行モニタ

リング室管理官

2018年７月 同庁総合政策局大手銀行モニタリ

ング室主任

2020年５月 フィデアホールディングス㈱理事

2020年６月 当社執行役

2021年４月 ㈱荘内銀行執行役員

2021年４月 ㈱北都銀行執行役員

2022年４月 フィデアホールディングス㈱常務

執行役

2022年４月 ㈱荘内銀行常務執行役員

2022年４月 ㈱北都銀行常務執行役員

2025年４月 フィデアホールディングス㈱専務

執行役（現職）

（注）２ 4

常務執行役

最高投資責任者

（CIO）

浅 見 英 紀 1965年７月23日生

1988年４月 ㈱富士銀行入行

2014年４月 ㈱みずほ銀行市場営業部長

2017年７月 みずほ電子債権記録㈱常務取締役

2019年８月 フィデアホールディングス㈱理事

2019年９月 ㈱東北銀行顧問

2019年10月 同行執行役員市場金融部長

2022年５月 フィデアホールディングス㈱常務

執行役（現職）

（注）２ 3
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

常務執行役

最高マーケティング

責任者（CMO）

安 達 光 1975年１月31日生

1997年４月 ㈱北都銀行入行

2016年10月 同行秋田北支店長

2019年４月 同行象潟支店長

2022年４月 同行土崎支店長兼高清水支店長兼

将軍野支店長兼土崎南支店長

2023年４月 同行執行役員土崎支店長兼高清水

支店長兼将軍野支店長兼土崎南支

店長

2024年３月 同行執行役員

2024年４月 フィデアホールディングス㈱執行

役営業企画部長

2025年４月 当社常務執行役営業企画部長（現

職）

2025年４月 ㈱荘内銀行常務執行役員（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行常務執行役員（現職）

（注）２ 1

常務執行役 堀 越 智 則 1975年12月27日生

1998年４月 ㈱荘内銀行入行

2013年12月 フィデアホールディングス㈱ＩＣ

Ｔ企画グループ長

2014年11月 当社ＩＣＴ業務戦略グループ長

2015年８月 当社ＩＣＴ第一企画グループ長

2023年４月 当社執行役ＩＣＴ第一企画部長

2025年４月 当社常務執行役ＩＣＴ第一企画部

長（現職）

（注）２ 1

執行役

最高コンプライア

ンス責任者（CCO）

工 藤 仁 1962年６月27日生

1985年４月 ㈱荘内銀行入行

2008年６月 同行個人業務部長

2011年２月 同行個人営業部長

2011年10月 フィデアホールディングス㈱ｅビ

ジネス・業務共同化推進グループ

長

2014年11月 ㈱荘内銀行融資部部長

2015年７月 同行事務企画部長

2017年７月 同行事務企画部長兼ＢＰＲセンタ

ー長

2018年４月 同行事務管理室長

2019年４月 同行理事事務管理室長

2019年６月 フィデアホールディングス㈱執行

役（現職）

2025年４月 ㈱荘内銀行執行役員（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行執行役員（現職）

（注）２ 4

執行役 木 戸 祐 1964年４月29日生

1983年４月 ㈱荘内銀行入行

1999年12月 同行ザ・モール長町出張所長

2007年５月 同行リテールネットワーク開発部

グループマネージャー

2008年６月 同行営業統括本部営業統括部グル

ープマネージャー

2008年11月 同行ライフプランアドバイス部グ

ループマネージャー

2011年２月 同行コンタクトセンター所長

2012年３月 同行コンタクトセンター所長兼わ

たしの支店長

2014年８月 ㈱まちづくり鶴岡代表取締役社長

2021年４月 ㈱荘内銀行経営管理部人事管理室

シニアマネージャー

2021年11月 フィデアホールディングス㈱執行

役（現職）

2025年４月 ㈱荘内銀行執行役員（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行執行役員（現職）

（注）２ 5
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

執行役 黒 田 隆 行 1976年２月２日生

1999年４月 ㈱荘内銀行入行

2018年４月 同行大山支店長

2020年４月 同行本店営業部副部長

2022年10月 同行営業推進部長

2023年４月 同行執行役員営業推進部長

2024年４月 フィデアホールディングス㈱執行

役

2025年４月 当社執行役人事部長（現職）

2025年４月 ㈱荘内銀行執行役員（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行執行役員（現職）

（注）２ 1

執行役

最高リスク管理

責任者（CRO）

南 澤 弘 規 1974年10月20日生

1997年４月 ㈱荘内銀行入行

2018年４月 フィデアホールディングス㈱信用

リスクグループ長

2019年７月 当社リスク統括第二グループ長

2021年４月 当社信用リスクグループ長兼㈱荘

内銀行信用リスク管理室長兼㈱北

都銀行信用リスク管理室長

2023年４月 当社信用リスク部長兼同行信用リ

スク管理室長兼同行信用リスク管

理室長

2025年４月 当社執行役信用リスク部長（現

職）

2025年４月 ㈱荘内銀行執行役員信用リスク管

理室長（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行執行役員信用リスク管

理室長（現職）

（注）２ ―

執行役 山 谷 友 明 1977年７月９日生

2000年４月 ㈱北都銀行入行

2018年10月 同行経営企画部経営企画グループ

グループマネージャー兼広報ＣＳ

Ｒ室長

2019年４月 フィデアホールディングス㈱経営

統括グループＳＶＰ

2022年４月 当社経営統括グループ長

2023年４月 当社経営企画部長

2025年４月 当社執行役経営企画部長（現職）

（注）２ ―

計 42

(注) １．所有株式数は、2025年３月末日現在の所有状況に基づき記載しております。なお、所有株式数の合計に取締

役を兼務する執行役の所有株式数は含めておりません。

２．執行役の任期は、2024年６月21日の定時株主総会終了後最初に開催された取締役会の終結の時より、2025年

３月期に係る定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

３．当社は、業務執行における最高責任者の管掌を以下のとおり定めております。

ＣＥＯ（Chief Executive Officer）最高経営責任者

ＣＦＯ（Chief Financial Officer）最高財務責任者

ＣＲＯ（Chief Risk Officer）最高リスク管理責任者

ＣＭＯ（Chief Marketing Officer）最高マーケティング責任者

ＣＩＯ（Chief Investment Officer）最高投資責任者

ＣＴＯ（Chief Technology Officer）最高ＩＣＴ・システム責任者

ＣＣＯ（Chief Compliance Officer）最高コンプライアンス責任者

ＣＨＲＯ（Chief Human Resource Officer）最高人事責任者
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ロ．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役13名選任の件」を上程してお

り、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含め記載しており

ます。

男性 19名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 17.3％）

ⅰ．取締役の状況

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役

兼代表執行役社長

最高経営責任者

（CEO）

新 野 正 博 1964年８月２日生

1989年４月 ㈱富士銀行入行

2008年10月 ㈱みずほ銀行ローン営業開発部次

長

2014年４月 同行高田馬場支店長兼高田馬場第

一部長

2017年４月 同行リテール法人営業推進部長

2019年４月 同行グローバル人事業務部付審議

役

2019年７月 フィデアホールディングス㈱執行

役

2020年４月 当社常務執行役

2022年４月 当社専務執行役

2023年４月 当社代表執行役社長

2023年６月 ㈱北都銀行取締役（非常勤）（現

職）

2023年６月 ㈱荘内銀行取締役（非常勤）（現

職）

2023年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役兼代表執行役社長（現職）

（注）３ 10

取締役 佐 藤 敬 1972年９月23日生

1995年４月 ㈱北都銀行入行

2017年４月 フィデアホールディングス㈱経営

統括グループ長

2020年４月 ㈱北都銀行土崎支店長兼土崎南支

店長

2021年２月 同行土崎支店長兼高清水支店長兼

将軍野支店長兼土崎南支店長

2021年４月 同行執行役員土崎支店長兼高清水

支店長兼将軍野支店長兼土崎南支

店長

2022年４月 同行常務執行役員

2022年６月 同行取締役常務執行役員

2024年４月 同行取締役専務執行役員

2025年４月 同行代表取締役頭取（現職）

2025年４月 ㈱荘内銀行代表取締役頭取（現

職）

2025年４月 フィデアホールディングス㈱サス

テナビリティ委員会委員兼経営戦

略委員会委員

2025年６月 当社取締役兼サステナビリティ委

員会委員兼経営戦略委員会委員

（現職）

（注）３ 4
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役 山 科 宏 幸 1973年１月18日生

1995年４月 ㈱荘内銀行入行

2010年４月 同行流通センター支店長

2012年11月 同行ときめき通り支店長

2015年７月 同行営業企画部法人推進グループ

グループマネージャー

2017年10月 同行営業企画部営業推進グループ

グループマネージャー

2018年４月 同行営業推進部支店サポートグル

ープグループマネージャー

2019年４月 同行酒田中央支店長

2020年４月 同行執行役員酒田中央支店長兼酒

田営業部長兼若竹町支店長

2020年８月 同行執行役員酒田中央支店長兼酒

田営業部長兼若竹町支店長兼酒田

東支店長

2021年２月 同行執行役員酒田中央支店長兼酒

田営業部長兼若竹町支店長兼酒田

東支店長兼緑ヶ丘支店長

2021年４月 同行執行役員山形営業部長兼山形

南支店長

2022年４月 同行執行役員山形営業部長兼山形

南支店長兼県庁前支店長

2023年４月 同行常務執行役員

2025年４月 同行代表取締役専務執行役員（現

職）

2025年４月 ㈱北都銀行代表取締役専務執行役

員（現職）

2025年４月 フィデアホールディングス㈱サス

テナビリティ委員会委員兼経営戦

略委員会委員

2025年６月 当社取締役兼サステナビリティ委

員会委員兼経営戦略委員会委員

（現職）

（注）３ 4

取締役 富 樫 秀 雄 1957年８月16日生

1981年４月 ㈱荘内銀行入行

2003年７月 同行資金証券部長

2010年６月 同行執行役員資金証券部長

2014年６月 同行常務執行役員資金証券部長

2016年６月 同行常務取締役兼常務執行役員資

金証券部長

2017年６月 同行常務取締役兼常務執行役員

2017年６月 フィデアホールディングス㈱常務

執行役

2018年４月 ㈱荘内銀行取締役常務執行役員

2020年４月 同行取締役専務執行役員

2020年４月 フィデアホールディングス㈱専務

執行役

2021年４月 ㈱荘内銀行取締役

2021年４月 フィデアホールディングス㈱理事

2021年６月 当社取締役

2022年６月 当社取締役（非業務執行）（現

職）

（注）３ 8
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役兼

取締役会議長
西 堀 利 1953年３月２日生

1975年４月 ㈱富士銀行入行

2002年４月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役

員財務企画部長

2002年12月 同行執行役員財務・主計グルー

プ・シニアコーポレートオフィサ

ー

2004年６月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

常務取締役財務・主計グループ長

2008年４月 ㈱みずほ銀行取締役副頭取

2009年４月 同行取締役頭取

2009年６月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

取締役

2011年６月 みずほフィナンシャルグループ顧

問

2015年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）

2016年６月 ㈱荘内銀行取締役（非常勤）（現

職）

2016年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役兼取締役会議長（社外）

2017年６月 ㈱北都銀行取締役（非常勤）（現

職）

2017年９月 ㈱みずほ銀行顧問

2019年４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

名誉顧問

2022年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（非業務執行）兼取締役会議長

（現職）

2023年７月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

特別顧問（現職）

（注）３ 15

取締役

（注）２
堀 裕 1949年10月５日生

1979年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

1989年12月 堀裕法律事務所（現 堀総合法律

事務所）代表弁護士（現職）

1999年６月 一橋大学大学院国際企業戦略研究

科講師

2004年４月 千葉大学理事・副学長・経営協議

会委員（現職）

2005年３月 千葉大学客員教授（現職）

2010年４月 内閣府・公益認定等委員会委員

2016年３月 ＪＵＫＩ㈱取締役（社外）

2016年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

2017年８月 ㈱パソナグループ取締役（社外）

2021年６月 同社指名・報酬委員会委員長（現

職）

2023年３月 ＪＵＫＩ㈱取締役（社外）兼指名

報酬諮問委員会委員長（現職）

（注）３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役

（注）２
布 井 知 子 1951年１月29日生

1986年２月 Paribas(London)Capital Markets

入社

1994年６月 パリバ証券会社東京支店リスクマ

ネジメント部長

1996年６月 パリバグループ東京支店管理本部

長

2000年５月 ＢＮＰパリバグループ東京支店総

務・人事統括本部長

2002年３月 ＢＮＰパリバホールセール・バン

キング人事部長

2006年７月 同社コンプライアンス部長

2008年８月 ＢＮＰパリバ銀行東京支店チー

フ・アドミニストレイティブ・オ

フィサー

2010年１月 ＢＮＰパリバ証券㈱代表者室長

2016年１月 認定特定非営利活動法人アースウ

ォッチ・ジャパン理事・事務局長

2020年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

（注）３ ―

取締役

（注）２
廣 瀬 渉 1954年９月22日生

1977年４月 山形県入庁

2010年４月 同商工観光部長

2012年４月 同企画振興部長

2014年４月 同企業管理者

2016年４月 同教育委員会教育長

2019年４月 公益財団法人山形県建設技術セン

ター理事長

2020年６月 ㈱荘内銀行取締役（社外）

2021年５月 ㈱ヤマザワ監査役（社外）（現

職）

2021年６月 ㈱荘内銀行取締役（非常勤）（現

職）

2021年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

（注）３ ―

取締役

（注）２
甲 斐 文 朗 1959年６月23日生

1983年４月 日本銀行入行

2007年６月 同行金融機構局参事役（考査企画

担当）

2008年10月 同行秋田支店長

2013年４月 預金保険機構預金保険部長

2015年６月 中央労働金庫常勤監事

2019年６月 公益財団法人東京財団政策研究所

政策研究ディレクター

2021年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

2021年７月 損害保険ジャパン㈱ 顧問（非常

勤）（現職）

2021年12月 ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱

取締役（社外）兼監査等委員

2023年12月 同社取締役（社外）（現職）

（注）３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役

（注）２
青 木 淳 1957年４月30日生

1980年４月 槇総合計画事務所入所

1991年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニ

ー・インコーポレイテッド入社

1993年７月 同社エンゲージメント・マネージ

ャー

1995年７月 同社シニア・エンゲージメント・

マネージャー

1999年２月 ＢＮＰパリバ・カーディフ 日本代

表

2011年11月 同社国際人事部門責任者

2014年11月 ㈱資生堂常勤顧問

2015年４月 同社執行役員チーフ・ピープル・

オフィサー

2017年１月 同社執行役員常務チーフ・ピープ

ル・オフィサー兼チーフ・クリエ

イティブ・オフィサー

2017年３月 同社取締役常務チーフ・ピープ

ル・オフィサー 兼チーフ・クリ

エイティブ・オフィサー

2018年１月 同社代表取締役常務チーフ・ピー

プル・オフィサー

2019年１月 同社取締役常務チーフ・ピープ

ル・オフィサー兼チーフ・ソーシ

ャルバリュークリエーション・オ

フィサー

2020年１月 同社執行役員常務チーフ・ソーシ

ャルバリュークリエーション・オ

フィサー

2022年１月 ㈱淳風満帆代表取締役（現職）

2023年６月 ㈱ＬＩＸＩＬ取締役（社外）（現

職）

2023年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

（注）３ ―

取締役

（注）２
佐 藤 史 朗 1957年12月21日生

1981年４月 安田火災海上保険㈱入社

2004年４月 ㈱損害保険ジャパン神戸自動車営

業部長

2007年４月 同社自動車開発第二部長

2010年４月 同社執行役員札幌支店長

2011年４月 同社執行役員

2012年４月 同社常務執行役員

2013年４月 日本興亜損害保険㈱常務執行役員

2014年９月 損害保険ジャパン日本興亜㈱常務

執行役員

2014年９月 損保ジャパン日本興亜ホールディ

ングス㈱執行役員南アジア部長

2015年４月 損害保険ジャパン日本興亜㈱取締

役専務執行役員

2016年４月 同社代表取締役専務執行役員

2018年４月 同社代表取締役副社長執行役員

2020年４月 セゾン自動車火災保険㈱代表取締

役社長

2024年４月 ㈱クレディセゾンアドバイザー顧

問（現職）

2024年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

（注）３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役

（注）２
成 田 恭 子 1958年７月23日生

1981年４月 チェース・マンハッタン銀行入行

1989年４月 ㈱日本格付研究所格付審査課長

2000年10月 ドイツ証券会社 東京支店ディレク

ターシニアクレジットアナリスト

2001年８月 ＢＮＰパリバ証券会社 東京支店ク

レジット・リサーチ共同部長

2006年９月 同社クレジット・トレーディング

セクター・スペシャリスト

2010年９月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント㈱債

券運用部シニアクレジットアナリ

スト

2015年７月 同社債券運用部ファンドマネージ

ャー/シニアクレジットアナリスト

兼株式運用部シニアＥＳＧアナリ

スト

2017年４月 一般社団法人日本ＣＦＡ協会共同

事務局長

2018年１月 一 般 社 団 法 人 Ｃ Ｄ Ｐ

Worldwide-Japanシニアマネージャ

ー

2023年６月 同法人キャピタルマーケッツリー

ド

2024年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（現職）

（注）３ ―

取締役

（注）２
葉 山 良 子 1959年10月７日生

1983年４月 ㈱富士銀行入行

1990年10月 監査法人トーマツ入所

1994年３月 公認会計士登録

2007年１月 新日本監査法人入所

2015年１月 葉山良子公認会計士事務所代表

（現職）

2016年５月 スギホールディングス㈱社外取締

役

2016年８月 日本公認会計士協会専門研究員

2018年５月 ㈱アダストリア（社外）監査役

2020年６月 ㈱ゼンショーホールディングス社

外取締役

2023年５月 ㈱ベルシステム24ホールディング

ス社外監査役（現職）

2024年５月 スギホールディングス㈱監査役

（現職）

2024年６月 ㈱ニップン社外取締役監査等委員

（現職）

2025年６月 フィデアホールディングス㈱取締

役（社外）（就任予定）

（注）３ ―

計 43

(注) １．所有株式数は、2025年３月末日現在の所有状況に基づき記載しております。

２．取締役の堀裕、布井知子、廣瀬渉、甲斐文朗、青木淳、佐藤史朗、成田恭子及び葉山良子は、会社法第２条

第15号に定める社外取締役であり、当社社外取締役の独立性基準を充足しております。また、８氏は、株式会

社東京証券取引所の規定する独立役員であります。

３．取締役の任期は、2025年６月24日の定時株主総会の終結の時より、2026年３月期に係る定時株主総会の終結

の時までであります。

４．各取締役が保有するスキルのうち、特に期待する分野は以下のとおりであります。
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＜各取締役のスキルマトリックス＞

企業経営 金融 事業戦略 財務・会計
人事戦略

人材育成

リスクマネ
ジメント

法務・

コンプライ
アンス

地域経済

新野 正博 ● ● ● ●

佐藤 敬 ● ● ● ●

山科 宏幸 ● ● ● ●

富樫 秀雄 ● ● ●

西堀 利 ● ● ● ● ● ●

堀 裕 ●

布井 知子 ● ● ● ●

廣瀬 渉 ●

甲斐 文朗 ● ●

青木 淳 ● ● ● ●

佐藤 史朗 ● ● ●

成田 恭子 ● ● ●

葉山 良子 ● ● ●

※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。

ⅱ．執行役の状況

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

代表執行役社長

最高経営責任者

（CEO）

新 野 正 博 1964年８月２日生 「ⅰ．取締役の状況」参照 （注）２
「ⅰ．取締役

の状況」参照

執行役副社長

最高ICT・システム

責任者（CTO）兼

最高人事責任者

（CHRO）

宮 下 典 夫 1959年８月７日生

1982年４月 安田信託銀行㈱入行

2003年３月 みずほ信託銀行㈱経営企画部副部

長

2005年４月 同行コンサルティング部長

2007年４月 同行札幌支店長

2009年４月 同行執行役員経営企画部長

2011年４月 同行常務執行役員

2013年４月 同行理事

2013年５月 フィデアホールディングス㈱専務

執行役

2014年６月 当社執行役副社長(現職)

2025年４月 ㈱荘内銀行執行役員（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行執行役員（現職）

（注）２ 21
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

専務執行役

最高財務責任者

（CFO）

小野山 公彦 1960年７月８日生

1988年６月 ㈱富士銀行入行

2000年５月 同行米州経営管理部次長

2002年４月 ㈱みずほコーポレート銀行米州経

営管理部次長

2003年10月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

総合リスク管理部次長

2010年４月 みずほ信託銀行㈱与信企画部長

2013年４月 金融庁検査局統合リスク等モニタ

リングチーム専門検査官

2017年７月 同庁監督局銀行第一課銀行モニタ

リング室管理官

2018年７月 同庁総合政策局大手銀行モニタリ

ング室主任

2020年５月 フィデアホールディングス㈱理事

2020年６月 当社執行役

2021年４月 ㈱荘内銀行執行役員

2021年４月 ㈱北都銀行執行役員

2022年４月 フィデアホールディングス㈱常務

執行役

2022年４月 ㈱荘内銀行常務執行役員

2022年４月 ㈱北都銀行常務執行役員

2025年４月 フィデアホールディングス㈱専務

執行役（現職）

（注）２ 4

常務執行役

最高投資責任者

（CIO）

浅 見 英 紀 1965年７月23日生

1988年４月 ㈱富士銀行入行

2014年４月 ㈱みずほ銀行市場営業部長

2017年７月 みずほ電子債権記録㈱常務取締役

2019年８月 フィデアホールディングス㈱理事

2019年９月 ㈱東北銀行顧問

2019年10月 同行執行役員市場金融部長

2022年５月 フィデアホールディングス㈱常務

執行役(現職)

（注）２ 3

常務執行役

最高マーケティング

責任者（CMO）

安 達 光 1975年１月31日生

1997年４月 ㈱北都銀行入行

2016年10月 同行秋田北支店長

2019年４月 同行象潟支店長

2022年４月 同行土崎支店長兼高清水支店長兼

将軍野支店長兼土崎南支店長

2023年４月 同行執行役員土崎支店長兼高清水

支店長兼将軍野支店長兼土崎南支

店長

2024年３月 同行執行役員

2024年４月 フィデアホールディングス㈱執行

役営業企画部長

2025年４月 当社常務執行役営業企画部長（現

職）

2025年４月 ㈱荘内銀行常務執行役員（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行常務執行役員（現職）

（注）２ 1

常務執行役 堀 越 智 則 1975年12月27日生

1998年４月 ㈱荘内銀行入行

2013年12月 フィデアホールディングス㈱ＩＣ

Ｔ企画グループ長

2014年11月 当社ＩＣＴ業務戦略グループ長

2015年８月 当社ＩＣＴ第一企画グループ長

2023年４月 当社執行役ＩＣＴ第一企画部長

2025年４月 当社常務執行役ＩＣＴ第一企画部

長（現職）

（注）２ 1



― 88 ―

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

執行役

最高コンプライア

ンス責任者（CCO）

工 藤 仁 1962年６月27日生

1985年４月 ㈱荘内銀行入行

2008年６月 同行個人業務部長

2011年２月 同行個人営業部長

2011年10月 フィデアホールディングス㈱ｅビ

ジネス・業務共同化推進グループ

長

2014年11月 ㈱荘内銀行融資部部長

2015年７月 同行事務企画部長

2017年７月 同行事務企画部長兼ＢＰＲセンタ

ー長

2018年４月 同行事務管理室長

2019年４月 同行理事事務管理室長

2019年６月 フィデアホールディングス㈱執行

役(現職)

2025年４月 ㈱荘内銀行執行役員（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行執行役員（現職）

（注）２ 4

執行役 木 戸 祐 1964年４月29日生

1983年４月 ㈱荘内銀行入行

1999年12月 同行ザ・モール長町出張所長

2007年５月 同行リテールネットワーク開発部

グループマネージャー

2008年６月 同行営業統括本部営業統括部グル

ープマネージャー

2008年11月 同行ライフプランアドバイス部グ

ループマネージャー

2011年２月 同行コンタクトセンター所長

2012年３月 同行コンタクトセンター所長兼わ

たしの支店長

2014年８月 ㈱まちづくり鶴岡代表取締役社長

2021年４月 ㈱荘内銀行経営管理部人事管理室

シニアマネージャー

2021年11月 フィデアホールディングス㈱執行

役(現職)

2025年４月 ㈱荘内銀行執行役員（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行執行役員（現職）

（注）２ 5

執行役 黒 田 隆 行 1976年２月２日生

1999年４月 ㈱荘内銀行入行

2018年４月 同行大山支店長

2020年４月 同行本店営業部副部長

2022年10月 同行営業推進部長

2023年４月 同行執行役員営業推進部長

2024年４月 フィデアホールディングス㈱執行

役

2025年４月 当社執行役人事部長（現職）

2025年４月 ㈱荘内銀行執行役員（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行執行役員（現職）

（注）２ 1

執行役

最高リスク管理

責任者（CRO）

南 澤 弘 規 1974年10月20日生

1997年４月 ㈱荘内銀行入行

2018年４月 フィデアホールディングス㈱信用

リスクグループ長

2019年７月 当社リスク統括第二グループ長

2021年４月 当社信用リスクグループ長兼㈱荘

内銀行信用リスク管理室長兼㈱北

都銀行信用リスク管理室長

2023年４月 当社信用リスク部長兼同行信用リ

スク管理室長兼同行信用リスク管

理室長

2025年４月 当社執行役信用リスク部長（現

職）

2025年４月 ㈱荘内銀行執行役員信用リスク管

理室長（現職）

2025年４月 ㈱北都銀行執行役員信用リスク管

理室長（現職）

（注）２ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

執行役 山 谷 友 明 1977年７月９日生

2000年４月 ㈱北都銀行入行

2018年10月 同行経営企画部経営企画グループ

グループマネージャー兼広報ＣＳ

Ｒ室長

2019年４月 フィデアホールディングス㈱経営

統括グループＳＶＰ

2022年４月 当社経営統括グループ長

2023年４月 当社経営企画部長

2025年４月 当社執行役経営企画部長（現職）

（注）２ ―

計 42

(注) １．所有株式数は、2025年３月末日現在の所有状況に基づき記載しております。なお、所有株式数の合計に取締

役を兼務する執行役の所有株式数は含めておりません。

２．執行役の任期は、2025年６月24日の定時株主総会終了後最初に開催された取締役会の終結の時より、2026年

３月期に係る定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

３．当社は、業務執行における最高責任者の管掌を以下のとおり定めております。

ＣＥＯ（Chief Executive Officer）最高経営責任者

ＣＦＯ（Chief Financial Officer）最高財務責任者

ＣＲＯ（Chief Risk Officer）最高リスク管理責任者

ＣＭＯ（Chief Marketing Officer）最高マーケティング責任者

ＣＩＯ（Chief Investment Officer）最高投資責任者

ＣＴＯ（Chief Technology Officer）最高ＩＣＴ・システム責任者

ＣＣＯ（Chief Compliance Officer）最高コンプライアンス責任者

ＣＨＲＯ（Chief Human Resource Officer）最高人事責任者

② 社外役員の状況

当社は、経営に対する客観性と透明性を保ちつつ、グループ企業の経営に対する評価の実施等経営監視機能

を強化すべく、会社組織を指名委員会等設置会社としております。また、社外取締役及び委員会メンバーとし

て、有識者である弁護士１名、公認会計士１名、金融業界及び国際環境ＮＧＯなどでの役員等経験者４名、行

政経験者１名及びコンサルティング業界経験者１名の計８名を招聘しております。

社外取締役の堀裕氏は弁護士として、近野博氏は公認会計士として、長年の経験を有しており、その豊富な

経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことにより、コーポレートガバナンスのより一層の強化が

図られるものと判断し、社外取締役に選任しております。甲斐文朗氏及び佐藤史朗氏は金融業界において長年

の経営経験を有しており、また、布井知子氏及び成田恭子氏は多様な金融業を経験されているほか国際環境Ｎ

ＧＯでの勤務経験があり、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことにより、コーポ

レートガバナンスのより一層の強化が図られるものと判断し、社外取締役に選任しております。廣瀬渉氏は、

地元行政機関勤務において培ってこられた豊富な経験、事業者支援における高い識見や行政感覚を当社の経営

に反映していただくことにより、コーポレートガバナンスのより一層の強化が図られるものと判断し、社外取

締役に選任しております。青木淳氏は、コンサルティング業界及び人事戦略における豊富な経験や高い識見を、

当社の経営に反映していただくことにより、コーポレートガバナンスのより一層の強化が図られるものと判断

し、社外取締役に選任しております。８名の社外取締役の全員が、当社と人的関係や資本関係がある関係会社、

大株主企業の業務執行者等ではなく、また主要な取引先の業務執行者等ではないことから、一般株主と利益相

反が生じるおそれはありません。

社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、フィデアグループのコーポレートガバナンス

原則の中において規定し、指名委員会が決定した「社外取締役の独立性に関する基準」を公表しております。
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フィデアグループのコーポレートガバナンス原則

別紙２ 社外取締役の独立性に関する基準

１．当グループ関係者

① 当グループの業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人（以下、「業務執行者」という）では

なく、過去においても業務執行者ではなかったこと

② 当社の現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう）、またはその親会社若しくは重要な子

会社ではなく、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近５年間

においても業務執行者ではなかったこと

２．取引関係者

① 当グループを主要な取引先とする者、またはその親会社若しくは重要な子会社ではなく、またはそれら

の者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近５年間においても業務執行者ではな

かったこと

② 当グループの主要な取引先である者、またはその親会社若しくは重要な子会社ではなく、またはそれら

の者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近５年間においても業務執行者ではな

かったこと

③ 当グループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30

％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者ではないこと

④ 当グループから取締役を受け入れている会社、またはその親会社若しくは子会社の役員ではないこと

３．専門的サービス提供者

① 現在、当グループの会計監査人または当該監査法人の社員等ではなく、最近５年間において当該社員等

として当グループの監査業務を担当したことがないこと

② 弁護士やコンサルタント等として、役員報酬以外に当グループから過去３年平均にて年間1,000万円以

上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと

４．その他

① 上記１～３に掲げる者の配偶者または二親等内の親族ではないこと

② 当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生

じるおそれのない人物であること

③ 上記２でいう主要な取引先は、最近３事業年度各年度の連結売上高（当社の場合は、連結経常収益）の

２％以上を基準に判定する

④ 仮に上記２～４①いずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の十分

な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法

上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の十分な独立性を有する社外取締役として

ふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の社外取締役候補者とする

ことができる

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

社外取締役の職務執行においては、取締役会、指名委員会、報酬委員会の事務局である経営企画部がサポー

トを行っております。社外取締役は、取締役会に付議される事項及び重要な業務執行等について、関連する経

営会議に参加し説明を受けるほか、必要があれば事務局及び所管部署が説明を行う機会を設けるなど、社外取

締役の機能が円滑かつ適切に発揮されるように努めております。

社外取締役は、取締役会において、内部監査や会計監査の結果、及び内部統制の状況等について報告を受け

ているほか、専門的な見地から助言を行っております。また社外取締役が監査委員長として、またその他３名

の社外取締役が監査委員として、監査委員会事務局（内部監査業務等を担当）及び会計監査人と相互に連携す

るとともに、必要に応じて所管部署に報告を求めるなど、内部統制の有効性を確認しております。
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(3) 【監査の状況】

① 内部監査及び監査委員会監査の状況

（監査委員の監査の状況）

当社の監査委員は５名であり、常勤監査委員（非業務執行社内取締役）１名と社外監査委員（独立社外取

締役）４名で構成されております。

なお、2025年６月24日開催予定の定時株主総会で承認され、総会終了後の取締役会で決議された場合の構

成については、（1）コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治の体制の概要等 イ.会社の機関の内容 ⅲ

監査委員会 に記載しております。

（監査委員の経験、能力及び監査委員会への出席状況）

氏名 委員長・委員
監査委員会への

出席状況
（当連結会計年度）

監査委員会における発言
その他の活動状況

布井 知子
社外監査委員
（監査委員長）

（独立社外取締役）

12／12回
（100％）

金融業界における長年の経験を踏まえ、監
査報告等から考えられる当社業務執行上の
課題や問題点について適宜発言している。

小川 昭一
社外監査委員

（独立社外取締役）
２／２回
（100％）

金融業界における長年の経験を踏まえ、監
査報告等から考えられる当社業務執行上の
課題や問題点について適宜発言している。

近野 博
社外監査委員

（独立社外取締役）
12／12回
（100％）

公認会計士における長年の経験を踏まえ、
監査報告等から考えられる当社業務執行上
の課題や問題点について適宜発言してい
る。

富樫 秀雄
常勤監査委員

（非業務執行取締役）
12／12回
（100％）

当社グループの一員として有価証券運用、
営業店担当などの業務に携わった豊富な経
験を踏まえ、常勤監査委員として監査委員
会業務を行っている。

甲斐 文朗
社外監査委員

（独立社外取締役）
12／12回
（100％）

金融業界における長年の経験を踏まえ、監
査報告等から考えられる当社業務執行上の
課題や問題点について適宜発言している。

成田 恭子
社外監査委員

（独立社外取締役）
10／10回
（100％）

金融業界における長年の経験を踏まえ、監
査報告等から考えられる当社業務執行上の
課題や問題点について適宜発言している。

（監査委員会の活動状況）

監査委員会は原則取締役会開催前に開催されております。

監査委員会の平均所要時間は30分程度で年間を通じ次のような決議、協議、報告がなされました。

・決議・協議12件（監査委員会監査方針・計画、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の監査

報酬同意、監査報告等）

・報告25件（前回監査委員会以降の主要子会社である荘内銀行及び北都銀行の取締役会決議項目、当社経

営会議ほか主要会議（128回）の概要及び質疑概要、常勤監査委員独自の監査内容、内部統制システム並

びにコーポレートガバナンスコードの運用状況、会計監査人とのコミュニケーションの状況等）

また、中間、期末に両行常勤監査等委員から両行の状況について報告が行われるほか、監査委員会に社外

取締役全員及び代表執行役の出席を求め、社内情報の共有の機会としております。
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（監査委員の主な活動）

取締役会

取締役会への出席状況
布井監査委員長13回（100％）、小川監査委員２回（100％）、近野監査委員13回
（100％）、富樫監査委員13回（100％）、甲斐監査委員13回（100％）、成田委員
11回（100％）

議案の内容、出欠等開催状況、審議状況、議事録監査

総会議案、招集通知、手続き等

業務執行

経営会議、リスクマネジメント会議、ＡＬＭ会議、収益会議、コンプライアンス会
議など重要会議への出席
（社外監査委員は大半の経営会議に出席し必要に応じ質問及び意見を述べていま
す。）

常勤監査委員は主要子会社である両行の取締役会に出席（27回）
両行の経営会議に出席若しくは議事録の閲覧（21回）

重要書類の閲覧・確認（議事録、稟議書、報告書）

執行部門の「目標・課題シート」に基づく執行状況の確認

決算関連
決算短信、事業報告、経営者確認書、計算書類、附属明細書

無償の利益供与、子会社との非通例的取引有無、自己株式異動等

内部監査

内部監査部門からの内部監査計画説明、結果報告

内部監査部門長との連絡会開催（適時）

両行監査等委員との連絡会開催（適時）

会計監査人

監査計画説明、内部統制監査の状況報告、監査の品質に関する報告、両行の自己査
定監査講評、監査結果報告

会計監査人の独立性

なお、常勤監査委員は上記活動の全てについて対応しております。

（内部監査体制）

内部監査業務を統括する監査委員会事務局を、監査委員会直轄として設置し、内部監査の実効性向上、独

立性強化を図っております。

監査委員会事務局は、代表執行役社長及び子銀行の代表取締役頭取への報告ルートを確保しつつ、監査委

員会及び取締役会と連携する体制としております。なお、子銀行には業務監査室を設置し営業現場の状況及

び経営情報などを各銀行の代表取締役頭取に報告することとしております。
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※ 内部監査体制図

（内部監査の状況）

監査委員会事務局は、資産査定担当を含め12名で構成し、執行部門の業務執行状況について、法令等遵守、

業務効率、財務報告の信頼性及び資産の健全性維持の観点から内部監査を実施し、客観的立場から改善のた

めの助言や勧告を行っております。

監査委員会事務局は、内部監査結果について、監査会議において報告するほか、四半期毎に取締役会に報

告しております。また、監査委員及び監査委員会に監査情報を提供するとともに、監査の事前事後において

緊密に連携をとっております。さらに、会計監査人と情報交換を実施するとともに、内部統制の状況及びリ

スクの評価等に関する意見交換を行っております。

② 会計監査の状況

イ．監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

ロ．継続監査期間

2010年３月期以降

当社は2009年10月１日に荘内銀行及び北都銀行による株式移転の方法により設立しております。なお、株

式移転における会計上の取得企業である荘内銀行の会計監査は、1997年３月期以降、EY新日本有限責任監査

法人が担当しております。
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ハ．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 根 津 昌 史 （継続監査年数 ４年）

指定有限責任社員 業務執行社員 小 松 﨑 謙 （継続監査年数 １年）

ニ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 ７名 公認会計士試験合格者 ９名 その他 ６名

ホ．監査法人の選定方針と理由

監査委員会は、会計監査人の選定及び評価に際し、監査委員会が定めた会計監査人評価基準に基づき、監

査に関する品質管理体制や独立性、当社グループの監査業務において必要な専門性、監査計画の策定状況及

び実施状況、監査報酬水準の合理性及び妥当性などを検証しております。これらの検証結果を総合的に判断

し、EY新日本有限責任監査法人を再任することを決定いたしました。

監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が適切と判断される場合

には、監査委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査委員会は、会計監査人がその職

務を適切に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不

再任に関する議案の内容を決定いたします。

なお監査委員会は、EY新日本有限責任監査法人を評価した結果、会計監査人の解任又は不再任の決定の方

針には該当しないものと判断いたしました。

ヘ．監査委員会による監査法人の評価

監査委員会は、次期会計年度の会計監査人再任の是非について協議するに際し、当該監査人の監査品質の

保持状況、独立性、監査計画の策定状況及び実施状況、監査報酬水準の合理性及び妥当性などについて、監

査委員会が定めた会計監査人評価基準に基づき評価を行い、再任又は不再任を決定しております。

③ 監査報酬の内容等

イ．監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

提出会社 18 － 18 －

連結子会社 89 － 90 4

計 108 － 109 4

（注）当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、「リースに関する会計基準」及び同適用指針に

関する導入支援業務等であります。

ロ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（イ．を除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

提出会社 － 7 － 0

連結子会社 － 1 － 1

計 － 9 － 2
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（注）１．前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、消費税適格請求書等保存方式の制度対応に関する

アドバイザリー業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、外国口座税務コンプ

ライアンス法（ＦＡＴＣＡ）に基づく年次報告の電子申告に関する支援業務等であります。

２．当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、消費税適格請求書等保存方式の制度対応に関する

アドバイザリー業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、外国口座税務コンプ

ライアンス法（ＦＡＴＣＡ）に基づく年次報告の電子申告に関する支援業務等であります。

ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ニ．監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

ホ．監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま

え、会計監査人及び社内関係部門からの必要な資料の入手や報告を通じて、監査項目別監査時間及び監査内

容などを確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第１

項に定める同意を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針

当社は、固定報酬（基本報酬）のほか、譲渡制限付株式報酬及び変動報酬（業績連動報酬）を導入しており

ます。

当社は、グループ経営理念のもと、東北地方に根差す地域金融機関として持続可能な地域社会実現に貢献し、

地域のお客さまの成長とともに中長期的な企業価値向上を実現することを目指しております。この経営理念実

現のため、各役員が果たすべき役割を最大限発揮するインセンティブ及び役員の役割発揮に対する対価とする

ことを目的として、報酬制度を決定しております。

当社の社内取締役（監査委員を除く）及び執行役に対し、固定報酬として役位を基に役割や責任に応じて支

給する(a) 基本報酬、中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを高めることを目的として支給する(b)

譲渡制限付株式報酬を支給しております。この報酬(a)(b)については、「フィデアグループ取締役及び執行役

の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する基本方針」に則り、報酬委員会において審議・決定しておりま

す。

また、変動報酬とする(c) 業績連動報酬は単年度業績向上へのインセンティブを高めるため、各エンティテ

ィの業績等を勘案した組織評価と各役員の業務執行としての業績貢献度合いを勘案した個人評価を踏まえて決

定しております。組織評価の業績指標はフィデアホールディングス連結及び各銀行における中期経営計画の目

標である当期純利益とその中で特に重視している顧客部門業務純益を中心に各種施策の進展度合いを勘案して、

また、個人評価は各役員の業務執行分野の業績貢献度合いを勘案して、指名・報酬委員会が評定し、最高2.2か

月相当から最低0.4か月相当の賞与マトリックスにて個別支給額を決定しております。なお、2024年度の当期純

利益は当社連結が2,816百万円（当初業績予想比△383百万円、前期比＋1,637百万円）、顧客部門業務純益（荘

内銀行と北都銀行の合算）は、1,311百万円（前期比＋42百万円）となっております。

非業務執行取締役及び社外取締役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、(a) 基本報酬のみ

としております。

なお、「フィデアグループ取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する基本方針」及び報

酬委員会の主な開催内容は次のとおりであります。
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（フィデアグループ取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する基本方針）

イ．報酬委員会は、当社定時株主総会並びに同日開催の当社取締役会において決定される当社の役員改選に

合わせて毎年６月に開催し、当社役員の個人別の報酬等の内容を決定する。

ロ．報酬委員会は、上記と共に、荘内銀行及び北都銀行の定時株主総会並びに同日開催予定のそれぞれの取

締役会において決定される役員改選に合わせて毎年６月に開催し、各行取締役の個人別の報酬等の内容を

審議し、意見の提言を行う。荘内銀行及び北都銀行は、それぞれの株主総会の決議及び当社報酬委員会の

意見の内容を受けて、それぞれの取締役会において、それぞれの代表取締役頭取に各行取締役の個人別の

報酬等の内容の決定を一任する決議を行う。各代表取締役頭取は各行取締役の個人別報酬等の内容を決定

する。

ハ．前項に関わらず、当社は必要に応じて報酬委員会を開催し、当社役員の個人別の報酬等の内容を決定及

び各行取締役の個人別の報酬等の内容を審議し、荘内銀行及び北都銀行に対して意見の提言を行うことが

できる。

ニ．当社役員及び各行取締役の個人別の報酬については、報酬委員会規程に基づき、報酬委員会における公

正厳格な協議により決定し、又は意見の提言を行う。

ホ．当社役員及び各行取締役の個人別の業績連動報酬については、報酬委員会規程に基づき、直前期業績に

顕在する貢献、その他特に勘案すべき事項を踏まえた報酬委員会における公正厳格な協議により決定し、

又は意見の提言を行う。

（個人別の報酬等決定に係る報酬委員会の開催内容）

Ⅰ 2024年５月14日開催（報酬委員会）

議題 ・役員報酬体系の変更および2023年度の業績連動報酬に関する件

内容 ・当社従業員の賃上げ状況と役員報酬を比較するとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値

の向上に向けたインセンティブが機能する報酬体系を目指し、当グループの役員報酬を総合的

に見直し

Ⅱ 2024年６月21日開催（報酬委員会）

議題 役員個人の報酬に関する件

内容 当該事業年度に担う役位を基にした役割や責任に応じて支給する個人別報酬等を決定

Ⅲ 2024年７月18日開催（報酬委員会）

議題 2023年度の役員業績連動報酬に関する件

内容 前年度業績や業績連動報酬の支給方針を総合的に勘案したうえで個人評価を行い、個人別報酬等

を決定

Ⅳ 2025年２月27日開催（報酬委員会）

議題 2025年度役員報酬に関する件

内容 執行役体制の変更に伴い個人別報酬等を改定

＜譲渡制限付株式報酬制度について＞

報酬委員会は2022年５月13日、2022年度より譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。こ

の制度は、経営陣に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層

の価値共有を進めることを目的とするものです。具体的には、一定期間、自由に譲渡その他の処分をするこ

とができないこと及び一定の事由が生じた場合には当社が無償取得することを条件に、当社普通株式を取締

役（社外取締役及び監査委員を除く）及び執行役に付与いたします。譲渡制限付株式の割当てに関するその

他の具体的内容につきましては、報酬委員会において決定いたします。

（譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬委員会の開催内容）

Ⅰ．2024年７月18日開催（報酬委員会）

議題 譲渡制限付株式報酬制度（ＲＳ）に係る個人別報酬等の内容の決定に関する件

内容 当該事業年度に担う役位を基にした役割や責任に応じて支給する個人別譲渡制限付株式報酬を決

定
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Ⅱ．2025年２月27日開催（報酬委員会）

議題 2025年３月末退任者の譲渡制限付株式の無償取得に関する件

内容 2025年３月末退任者の無償取得株数の決定

＜役員報酬体系の変更について＞

報酬委員会は2024年５月14日、役員報酬体系の変更について決議しました。2024年７月より、当社の企業

価値の持続的な向上を図るインセンティブを更に高めることを目的に、役員報酬における変動報酬の割合を

引き上げいたします。また、役員賞与として支給していた変動報酬を業績連動報酬に変更し、毎期、業績に

応じて支給することといたします。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

役員区分
員数
（人）

報酬等の総額
（百万円） 基本報酬

（百万円）
業績連動報酬
（百万円）

非金銭報酬等
（百万円）

取締役（社外取締役を除く） 4 86 73 3 9

執行役 10 130 109 9 10

社外取締役 10 69 69 － －

計 24 286 253 13 19

（注）１．年度末現在の役員数は取締役（社外取締役を除く）６名、執行役10名、社外取締役８名の合計24名であ

ります。

なお、取締役（社外取締役を除く）において無報酬の者２名を除き、社外取締役において、2024年６月

21日開催の当社定時株主総会の終結を以って退任した２名を含めております。

２．報酬等の総額には、当社の主要子会社である荘内銀行及び北都銀行の取締役としての報酬94百万円（う

ち取締役（社外取締役を除く）３名75百万円、執行役１名19百万円）を含めておりません。当該報酬等を

含めたグループの報酬等の総額及び員数は以下のとおりです。

役員区分
員数
（人）

報酬等の
総額

（百万円）
基本報酬
（百万円）

業績連動報酬
（百万円）

非金銭報酬等
（百万円）

取締役（社外取締役を除く） 6 161 134 7 20

執行役 11 149 125 11 12

社外取締役 10 69 69 － －

計 27 380 329 18 32

３．業績連動報酬は当社執行役及び各銀行執行役員に対する単年度業績向上へのインセンティブを高めるた

め、各エンティティの業績等を勘案した組織評価と各役員の業務執行としての業績貢献度合いを勘案した

個人評価を踏まえて決定しております。組織評価の業績指標は各銀行における中期経営計画の目標である

当期純利益とその中で特に重視している顧客部門業務純益を中心に各種施策の進展度合いを勘案して、個

人評価は業務執行分野の業績貢献度合いを勘案して、指名・報酬委員会が評定し、最高2.2か月相当から最

低0.4か月相当の評価・報酬マトリックスにて個別支給額を決定しております。なお、2024年度の当期純利

益は当社連結が2,816百万円（当初業績予想比△383百万円、前期比＋1,637百万円）、顧客部門業務純益は

当社（荘内銀行と北都銀行の合算）が1,311百万円（前期比＋42百万円）となっております。

４．非金銭報酬等には譲渡制限付株式報酬が該当します。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社グループにおいては、株式など有価証券投資について、政策投資及び純投資と区分して管理しておりま

す。

政策投資株式とは投資先との取引関係に基づく投資、地方公共団体等に関わる投資などを保有目的とする株

式であり、株式保有先企業との取引・連携・協力状況を総合的に勘案し良好な関係の維持・強化に資する場合

において、限定的に保有する場合があります。

純投資株式とは専ら株価変動や配当受領により利益を得ることなどを目的として保有する株式であります。

なお、当社グループでは、政策投資株式については残高削減を基本方針としており、全上場銘柄についてよ

り一層残高削減に向けて取り組んでいきます。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

の内容

保有する政策投資株式については、事業年度ごとに、取締役会において政策投資目的で保有する個別の株

式の保有目的の適切性及び保有目的の達成状況の検証、並びに保有に伴う便益等が当社の資本コストに見合

っているかの経済合理性の検証を行い、その企業の地域経済への貢献度合い等も含め総合的に保有の適否を

判断しております。その結果、保有の適切性が不十分と判断される場合には、当該企業の十分な理解を得た

うえで縮減を図っております。

（2025年３月末基準の個別銘柄の保有の適否に係る取締役会の検証内容）

2025年６月24日開催予定

議題 政策投資株式の保有方針と有価証券報告書への情報開示に関する件

検証内容 保有目的の適切性及び保有目的の達成状況については、2025年６月２日の経営会議にて審議し、

当社グループ及び地域における中長期的な経済的利益を増大させる目的であるか、また経済合

理性については、検証対象先の総合採算を使用リスクキャピタルで除した数値が当社グループ

の株主資本コストを上回っているか検証し、その企業の地域経済への貢献度合いも含め総合的

に保有の妥当性を確認いたしました。2025年６月24日の取締役会での決議を予定しておりま

す。

（当社連結子会社である株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行の政策投資株式（上場株式）の保有推移）

（単位：百万円）

2020年
３月期

2021年
３月期

2022年
３月期

2023年
３月期

2024年
３月期

2025年
３月期

５年前比

荘内銀行
銘柄数 15 12 11 11 11 11 △4

簿価 1,139 840 744 710 710 710 △429

北都銀行
銘柄数 9 6 4 4 2 1 △8

簿価 1,296 816 663 548 56 24 △1,272

ロ．当社が保有する株式は関係会社株式のみであり、投資株式はありません。
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ハ．当社の連結子会社の中で、投資株式の最大保有会社に該当する株式会社荘内銀行について、その株式等の

保有状況は以下のとおりです。

ⅰ 銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

上場株式 11 2,541

非上場株式 63 936

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

上場株式 － － ―

非上場株式 1 149
事業再生支援を目的に地元企業への出資を
実施しております。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

上場株式 － －

非上場株式 2 －

ⅱ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

（特定投資株式）

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表
計上額

（百万円）

貸借対照表
計上額

（百万円）

芙蓉総合リース
㈱

384,000 128,000

当社の連結子会社であるフィデアリース株
式会社の業容拡大のため、リース、ファイ
ナンス等の包括的な業務提携を含め、同社
及び同社グループとの取引を総合的に勘案
し、良好な関係の維持・強化を目的に保有
を継続しています。
なお、保有の合理性については、同社及び
同社グループとの取引総合採算を勘案して
検証しております。
（株式数増加の理由）
株式分割により、株式数が増加しておりま
す。

有

1,481 1,761

ＴＰＲ㈱

150,000 150,000

同社グループは、山形県寒河江市に生産拠
点を有しており、地域経済や雇用に果たす
役割を踏まえ、地域金融機関として良好な
関係の維持・強化を目的に保有を継続して
います。
なお、保有の合理性については、同社及び
同社グループとの取引総合採算を勘案して
検証しております。

有

347 362
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表
計上額

（百万円）

貸借対照表
計上額

（百万円）

安田倉庫㈱

100,000 100,000
同社との取引を総合的に勘案し、信用関係
の維持と取引の継続性を確保する観点から、
良好な関係の維持・強化を目的に保有を継
続しています。
なお、保有の合理性については、同社との
取引総合採算を勘案して検証しておりま
す。

有

168 121

㈱かわでん

30,000 30,000
同社は、山形県南陽市に本社を有しており、
地域経済や雇用に果たす役割を踏まえ、地
域金融機関として良好な関係の維持・強化
を目的に保有を継続しています。
なお、保有の合理性については、同社との
取引総合採算を勘案して検証しておりま
す。

有

119 86

ヒューマン・メ
タボローム・テ
クノロジーズ㈱

150,000 150,000
同社は、山形県鶴岡市に本社研究所を有し
ており、地域経済や雇用に果たす役割を踏
まえ、地域金融機関として良好な関係の維
持・強化を目的に保有を継続しています。
なお、保有の合理性については、同社との
取引総合採算を勘案して検証しておりま
す。

無

102 98

ミクロン精密㈱

60,000 60,000
同社は、山形県山形市に本社を有しており、
地域経済や雇用に果たす役割を踏まえ、地
域金融機関として良好な関係の維持・強化
を目的に保有を継続しています。
なお、保有の合理性については、同社との
取引総合採算を勘案して検証しておりま
す。

有

90 84

㈱ヤマザワ

59,500 59,500
同社は、山形県山形市に本社を有しており、
地域経済や雇用に果たす役割を踏まえ、地
域金融機関として良好な関係の維持・強化
を目的に保有を継続しています。
なお、保有の合理性については、同社との
取引総合採算を勘案して検証しておりま
す。

有

69 74

日東ベスト㈱

86,000 86,000
同社は、山形県寒河江市に本社を有してお
り、地域経済や雇用に果たす役割を踏まえ、
地域金融機関として良好な関係の維持・強
化を目的に保有を継続しています。
なお、保有の合理性については、同社との
取引総合採算を勘案して検証しておりま
す。

有

65 71

東ソー㈱

28,500 28,500

同社グループは、山形県内に複数の生産拠
点を有しており、地域経済や雇用に果たす
役割を踏まえ、地域金融機関として良好な
関係の維持・強化を目的に保有を継続して
います。
なお、保有の合理性については、同社及び
同社グループとの取引総合採算を勘案して
検証しております。

有
（注２）

58 58
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表
計上額

（百万円）

貸借対照表
計上額

（百万円）

ヒューリック㈱

17,200 17,200
同社との取引を総合的に勘案し、信用関係
の維持と取引の継続性を確保する観点から、
良好な関係の維持・強化を目的に保有を継
続しています。
なお、保有の合理性については、同社との
取引総合採算を勘案して検証しておりま
す。

有

24 27

㈱ヨロズ

13,000 13,000

同社グループは、山形県内に複数の生産拠
点を有しており、地域経済や雇用に果たす
役割を踏まえ、地域金融機関として良好な
関係の維持・強化を目的に保有を継続して
います。
なお、保有の合理性については、同社及び
同社グループとの取引総合採算を勘案して
検証しております。

有
（注２）

13 12

（注）１．定量的な保有効果については、個別の取引内容を含むため記載が困難であります。保有の合理性に関

する検証方法は、上記②イに記載しております。

２．保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。

（みなし保有株式）

該当事項はありません。

ⅲ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

上場株式 194 13,403 161 12,223

非上場株式 － － － －

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額（百万円）

売却損益の
合計額（百万円）

評価損益の
合計額（百万円）

上場株式 332 1,489 1,446

非上場株式 － － －

ⅳ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

ⅴ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目

的に変更したもの

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び

費用の分類は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

２．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基

づいて作成しております。

３．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年

３月31日）の連結財務諸表及び事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）の財務諸表について、EY

新日本有限責任監査法人の監査証明を受けております。

４．当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っており、会計基準等の内容を適切に把

握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構並びに各監査法人が主催するセ

ミナー等に積極的に参加し、会計基準等の内容の理解に努めております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

資産の部

現金預け金 ※５ 306,340 ※５ 316,696

買入金銭債権 3,831 3,828

商品有価証券 748 654

金銭の信託 58,690 40,043

有価証券 ※１,※２,※３,※５,※10 732,875 ※１,※２,※３,※５,※10 565,839

貸出金 ※３,※４,※６ 1,867,032 ※３,※４,※６ 1,913,574

外国為替 ※３ 1,258 ※３ 1,222

リース債権及びリース投資資産 8,557 9,538

その他資産 ※３,※５ 47,191 ※３,※５ 34,811

有形固定資産 ※８,※９ 20,621 ※８,※９ 19,748

建物 11,169 10,712

土地 ※７ 7,214 ※７ 7,162

リース資産 7 4

その他の有形固定資産 2,229 1,870

無形固定資産 1,712 1,298

ソフトウエア 1,580 1,188

その他の無形固定資産 132 110

退職給付に係る資産 2,569 3,154

繰延税金資産 3,553 5,557

支払承諾見返 ※３ 19,359 ※３ 18,881

貸倒引当金 △13,679 △12,876

資産の部合計 3,060,664 2,921,972

負債の部

預金 2,713,241 2,670,943

譲渡性預金 49,753 20,844

債券貸借取引受入担保金 ※５ 88,768 －

借用金 ※５ 87,700 ※５ 103,300

外国為替 40 29

その他負債 14,612 29,101

役員賞与引当金 42 40

退職給付に係る負債 472 518

睡眠預金払戻損失引当金 22 10

偶発損失引当金 429 507

繰延税金負債 14 13

再評価に係る繰延税金負債 ※７ 382 ※７ 384

支払承諾 19,359 18,881

負債の部合計 2,974,839 2,844,575
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

純資産の部

資本金 18,000 18,000

資本剰余金 18,167 18,172

利益剰余金 57,665 59,147

自己株式 △63 △178

株主資本合計 93,769 95,140

その他有価証券評価差額金 △10,668 △23,415

繰延ヘッジ損益 413 3,222

土地再評価差額金 ※７ 866 ※７ 834

退職給付に係る調整累計額 1,288 1,451

その他の包括利益累計額合計 △8,099 △17,906

非支配株主持分 155 162

純資産の部合計 85,824 77,396

負債及び純資産の部合計 3,060,664 2,921,972
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

経常収益 49,944 53,138

資金運用収益 28,643 31,421

貸出金利息 19,081 21,554

有価証券利息配当金 9,448 9,164

コールローン利息及び買入手形利息 △16 13

預け金利息 64 612

その他の受入利息 65 76

役務取引等収益 9,055 8,686

その他業務収益 5,685 6,244

その他経常収益 6,559 6,786

償却債権取立益 40 1,054

その他の経常収益 6,519 5,732

経常費用 46,375 48,929

資金調達費用 1,063 2,837

預金利息 162 1,714

譲渡性預金利息 3 38

コールマネー利息及び売渡手形利息 △2 7

債券貸借取引支払利息 45 6

借用金利息 0 65

その他の支払利息 853 1,004

役務取引等費用 3,185 3,130

その他業務費用 11,859 13,601

営業経費 ※１ 23,884 ※１ 23,474

その他経常費用 6,383 5,884

貸出金償却 － 29

貸倒引当金繰入額 3,109 2,130

その他の経常費用 ※２ 3,274 ※２ 3,724

経常利益 3,568 4,209

特別利益 2 35

固定資産処分益 2 35

特別損失 472 384

固定資産処分損 208 274

減損損失 ※３ 263 ※３ 110

税金等調整前当期純利益 3,099 3,860

法人税、住民税及び事業税 1,135 1,178

法人税等調整額 740 △142

法人税等合計 1,875 1,036

当期純利益 1,223 2,824

非支配株主に帰属する当期純利益 44 8

親会社株主に帰属する当期純利益 1,178 2,816
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当期純利益 1,223 2,824

その他の包括利益 ※１ △4,712 ※１ △9,787

その他有価証券評価差額金 △6,208 △12,748

繰延ヘッジ損益 619 2,809

土地再評価差額金 － △11

退職給付に係る調整額 876 162

包括利益 △3,489 △6,962

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △3,534 △6,970

非支配株主に係る包括利益 45 7
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 18,000 18,161 57,858 △105 93,914

当期変動額

剰余金の配当 △1,355 △1,355

親会社株主に帰属する

当期純利益
1,178 1,178

自己株式の取得 △12 △12

自己株式の処分 6 53 59

土地再評価差額金の取

崩
△16 △16

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － 6 △193 41 △145

当期末残高 18,000 18,167 57,665 △63 93,769

(単位：百万円)

その他の包括利益累計額

非支配

株主持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 △4,458 △206 850 412 △3,402 109 90,621

当期変動額

剰余金の配当 △1,355

親会社株主に帰属する

当期純利益
1,178

自己株式の取得 △12

自己株式の処分 59

土地再評価差額金の取

崩
△16

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△6,210 619 16 876 △4,697 45 △4,652

当期変動額合計 △6,210 619 16 876 △4,697 45 △4,797

当期末残高 △10,668 413 866 1,288 △8,099 155 85,824
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当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 18,000 18,167 57,665 △63 93,769

当期変動額

剰余金の配当 △1,354 △1,354

親会社株主に帰属する

当期純利益
2,816 2,816

自己株式の取得 △168 △168

自己株式の処分 4 53 58

土地再評価差額金の取

崩
20 20

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － 4 1,482 △114 1,371

当期末残高 18,000 18,172 59,147 △178 95,140

(単位：百万円)

その他の包括利益累計額

非支配

株主持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 △10,668 413 866 1,288 △8,099 155 85,824

当期変動額

剰余金の配当 △1,354

親会社株主に帰属する

当期純利益
2,816

自己株式の取得 △168

自己株式の処分 58

土地再評価差額金の取

崩
20

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△12,747 2,809 △31 162 △9,807 7 △9,799

当期変動額合計 △12,747 2,809 △31 162 △9,807 7 △8,427

当期末残高 △23,415 3,222 834 1,451 △17,906 162 77,396
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 3,099 3,860

減価償却費 1,875 1,794

減損損失 263 110

のれん償却額 14 －

貸倒引当金の増減（△） △161 △803

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 49 △312

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △289 33

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △36 △11

偶発損失引当金の増減（△） 43 78

資金運用収益 △28,643 △31,421

資金調達費用 1,063 2,837

有価証券関係損益（△） 620 4,437

金銭の信託の運用損益（△は運用益） 131 △60

為替差損益（△は益） △10 0

固定資産処分損益（△は益） 205 238

貸出金の純増（△）減 25,117 △46,541

預金の純増減（△） 49,531 △42,297

譲渡性預金の純増減（△） △13,926 △28,909

商品有価証券の純増（△）減 △142 94

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△28,300 15,600

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 1,071 △4,665

コールローン等の純増（△）減 184 3

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 47,116 △88,768

外国為替（資産）の純増（△）減 271 36

外国為替（負債）の純増減（△） △3 △11

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 △2,306 △981

資金運用による収入 28,147 31,187

資金調達による支出 △925 △2,287

その他 △16,921 35,978

小計 67,138 △150,782

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 387 △1,350

営業活動によるキャッシュ・フロー 67,526 △152,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △427,644 △266,457

有価証券の売却による収入 230,971 246,598

有価証券の償還による収入 123,521 161,291

金銭の信託の増加による支出 △1,000 △1,000

金銭の信託の減少による収入 － 19,901

有形固定資産の取得による支出 △886 △492

有形固定資産の売却による収入 133 101

無形固定資産の取得による支出 △609 △271

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,514 159,670
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △166 △326

配当金の支払額 △1,354 △1,351

自己株式の取得による支出 △12 △168

自己株式の売却による収入 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,533 △1,845

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,511 5,691

現金及び現金同等物の期首残高 312,037 302,525

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 302,525 ※１ 308,216
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社 7社

主要な連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４．関係会社の状況」に記載しているため省略しまし

た。

なお、フィデアエナジー株式会社は、設立により当連結会計年度から連結しております。

(2) 非連結子会社 ６社

荘銀あぐり応援ファンド投資事業有限責任組合

荘銀地域協奏ファンド投資事業組合

北都成長応援ファンド投資事業組合

フィデア地方創生ファンド投資事業組合

フィデア企業成長支援ファンド投資事業有限責任組合

フィデア地方創生ファンド第２号投資事業有限責任組合

非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う

額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財

政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外し

ております。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社

該当事項はありません。

(2) 持分法適用の関連会社

該当事項はありません。

(3) 持分法非適用の非連結子会社 ６社

荘銀あぐり応援ファンド投資事業有限責任組合

荘銀地域協奏ファンド投資事業組合

北都成長応援ファンド投資事業組合

フィデア地方創生ファンド投資事業組合

フィデア企業成長支援ファンド投資事業有限責任組合

フィデア地方創生ファンド第２号投資事業有限責任組合

持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び

その他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要

な影響を与えないため、持分法の対象から除外しております。

(4) 持分法非適用の関連会社 １社

株式会社庄交コーポレーション

持分法非適用の関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその

他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影

響を与えないため、持分法の対象から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は次のとおりであります。

３月末日 ７社
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４．会計方針に関する事項

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他

有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式

等については移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(ロ) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券

の評価は、時価法により行っております。

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

(4) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び連結子会社の有形固定資産は、定額法を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物：５年～50年

その他：４年～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社

及び連結子会社で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐

用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の

取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

(5) 貸倒引当金の計上基準

銀行業を営む連結子会社及び主要な連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、

次のとおり計上しております。

① 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、原

則、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上して

おります。

なお、株式会社北都銀行及び一部の連結子会社における破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付

債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額

を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は14,529百万円（前連結会計年度末は

14,381百万円）であります。

② 現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、

「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額（以下、「非保全額」という。）のうち、債務者の支払能力を総合

的に判断し必要と認める額を計上しております。具体的には、

(イ) 非保全額に対して今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、３年間の貸倒

実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見

込み等必要な修正を加えて算定しております。

(ロ) 上記の債務者に係る債権のうち、非保全額が一定額以上の債務者に係る債権については、上記(イ)

で算定した予想損失額に基づく貸倒引当金の十分性を個別に検証し、必要に応じて、債務者の財政状

態に基づき合理的に見積もられた回収可能額を非保全額から控除した残額を計上しております。
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③ 貸出条件緩和債権等を有する債務者に係る債権については、今後３年間の予想損失額を見込んで計上

しており、予想損失額は、３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値

に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

④ 上記以外の債権については、今後１年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年

間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに

将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

⑤ その他の連結子会社の貸倒引当金については貸倒実績率等に基づき計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を

実施した上で、資産査定部署より独立した資産監査部署で査定結果を監査しております。

(6) 役員賞与引当金の計上基準

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込み額のうち、当

連結会計年度に帰属する額を計上しております。

(7) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、

将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

(8) 偶発損失引当金の計上基準

偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度に係る信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、

将来発生する可能性のある負担金支払見積額を計上しております。

(9) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次の

とおりであります。

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損

益処理

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年～13

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処

理

なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己

都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(10) 重要な収益及び費用の計上基準

① ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準

リース業を営む連結子会社のファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上については、リー

ス料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

② 顧客との取引に係る収益の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、預

金・貸出業務、為替業務、証券関連業務、代理業務、保護預り・貸金庫業務等の各種サービスの提供で

あります。

ＡＴＭ利用手数料や口座振替手数料（預金・貸出業務）、国内外の送金手数料（為替業務）、公社債

引受手数料（証券関連業務）、投資信託や保険の販売手数料（代理業務）等については取引が発生又は

関連サービスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。また、

貸金庫手数料（保護預り・貸金庫業務）等、関連サービスが提供される期間にわたって履行義務を充足

するものについては、当該期間にわたって収益を認識しております。

(11) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場による円換算額を付してお

ります。

外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額について、外国通貨による時価の変動を評価差額とし

て処理し、それ以外を外国為替売買損益（「その他業務収益」又は「その他業務費用」）として処理して

おります。
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(12) 重要なヘッジ会計の方法

(イ) 金利リスク・ヘッジ

銀行業を営む連結子会社における金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業

種別委員会実務指針第24号 令和４年３月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。）に

規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッ

ジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残

存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。その他有価証券に区分している固定金利の

債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引を

ヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるよ

うなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代

えております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金

利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

(ロ) 為替変動リスク・ヘッジ

銀行業を営む連結子会社における外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会

計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 令和２年10月８日。以下、「業種別委員会実務指針第25

号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建

金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘ

ッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が

存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象と

なる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負

債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

(13) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。ただし、のれんの金額に重要

性が乏しい場合には、発生年度に全額償却しております。

(14) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金

及び日本銀行への預け金であります。

(15) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

(イ) 投資信託の解約・償還に伴う損益について、期中収益分配金等含めた投資信託全体で益の場合は「有

価証券利息配当金」に計上し、損の場合は国債等債券償還損（「その他業務費用」）に計上しておりま

す。

(ロ) 当社の取締役（社外取締役及び監査委員を除く）及び執行役、並びに銀行業を営む連結子会社の取締

役（社外取締役及び監査等委員を除く）及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用は、付与

日における当社株式の時価で測定しております。また、費用処理については、対象勤務期間にわたって

人件費（「営業経費」）に計上しております。
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（重要な会計上の見積り）

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年

度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

貸倒引当金

(1) 当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した額

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

貸倒引当金 13,679百万円 12,876百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法

貸倒引当金の算出方法は、注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）「４．会計方

針に関する事項」「(5) 貸倒引当金の計上基準」に記載しております。

② 主要な仮定

貸倒引当金の算定にあたり、債務者の区分の判断が特に重要となります。

債務者の区分の判断に用いた主要な仮定は、「貸出先の将来の業績見通し」であります。「貸出先の将

来の業績見通し」は、個々の債務者の経営成績、財政状態、貸出条件、返済履行状況、経営改善計画の策

定や進捗状況といった定量的要素及び定性的要素に関する情報を収集し、それらを踏まえて総合的に判断

した上で、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。

③ 翌連結会計年度に係る連結財務諸表に及ぼす影響

主要な仮定である「貸出先の将来の業績見通し」は、不確実性が高く、貸出先の状況や将来の経済環境

等が変化した場合、債務者の区分の判断に重要な影響を与えるリスクがあります。債務者の区分が変動し

た場合には、翌連結会計年度に係る連結財務諸表における貸倒引当金が増減する可能性があります。

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 令和６年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 令和６年９月13日）等

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定める

もの。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
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（連結貸借対照表関係）

※１．非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

株式 －百万円 150百万円

出資金 477百万円 916百万円

※２．有担保の消費貸借契約（代用有価証券担保付債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価

証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

18,454百万円 8,303百万円

※３．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、

債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部につい

て保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による

ものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘

定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借

又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

破産更生債権及びこれらに準ずる
債権額

7,718百万円 9,188百万円

危険債権額 31,789百万円 29,651百万円

三月以上延滞債権額 －百万円 －百万円

貸出条件緩和債権額 838百万円 828百万円

合計額 40,345百万円 39,668百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の

事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に

従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ず

る債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破

産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及び

これらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※４．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会業種別委員会実務指針第24号 令和４年３月17日）に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有して

おりますが、その額面金額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

2,930百万円 1,860百万円
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※５．担保に供している資産は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

担保に供している資産

有価証券 176,763百万円 104,521百万円

担保資産に対応する債務

債券貸借取引受入担保金 88,768百万円 －百万円

借用金 87,700百万円 103,300百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れて

おります。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

有価証券 113,995百万円 86,931百万円

現金預け金 8百万円 8百万円

その他資産 33,082百万円 12,143百万円

また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

保証金 308百万円 230百万円

※６．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場

合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契

約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

融資未実行残高 288,274百万円 297,069百万円

うち原契約期間が１年以内のもの（又
は任意の時期に無条件で取消可能なも
の）

260,991百万円 271,542百万円

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが

必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多

くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを

受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約

時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社

内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じておりま

す。
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※７．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、株式会社荘内銀行の事業用

の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上し

ております。

再評価を行った年月日

1999年９月30日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める土地

課税台帳に登録されている価格に基づいて、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例等による補正

等）合理的な調整を行って算出する方法及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によっ

て算出する方法を併用しております。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の

再評価後の帳簿価額の合計額との差額

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

790百万円 688百万円

※８．有形固定資産の減価償却累計額

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

減価償却累計額 29,672百万円 29,174百万円

※９．有形固定資産の圧縮記帳額

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

圧縮記帳額 957百万円 957百万円

（当該連結会計年度の圧縮記帳額） （－百万円） （－百万円）

※10．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保

証債務の額

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

36,116百万円 38,450百万円

（連結損益計算書関係）

※１．営業経費には、次のものを含んでおります。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

給料・手当 10,357百万円 10,317百万円

退職給付費用 253百万円 131百万円

業務委託費 2,578百万円 2,577百万円

※２．その他の経常費用には、次のものを含んでおります。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

株式等売却損 2,152百万円 2,159百万円
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※３．減損損失は次のとおりであります。

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

区分 地域 主な用途 種類 減損損失

稼働資産 秋田県内 営業店舗４カ所 土地及び建物 82百万円

稼働資産 山形県内 営業店舗６カ所 土地及び建物 151百万円

共用資産 山形県内 共用資産１カ所 建物 30百万円

合計 263百万円

営業活動から生ずる損益の減少によるキャッシュ・フローの低下や遊休状態、売却方針の決定等となっ

た上記資産について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額263百万円を減損損失として特別損失

に計上しております。

銀行業を営む連結子会社の営業店舗については、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連

携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位、同一建物内で複数店舗が営業している営業

店グループは当該グループ単位）でグルーピングを行っております。また、遊休資産や売却予定資産は、

各資産を最小の単位としております。本部、事務センター等については、複数の資産又は資産グループの

将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産であるため共用資産としております。

当社及び銀行業以外の連結子会社は、原則として各社単位でグルーピングを行っております。

当該資産グループの回収可能額は、正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額や路線価等の

市場価格を適切に反映している価額から処分費用見込額を控除して算定しております。

当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

区分 地域 主な用途 種類 減損損失

稼働資産 山形県内 営業店舗３カ所 土地及び建物 74百万円

稼働資産 秋田県内 営業店舗１カ所 土地 13百万円

共用資産 山形県内 共用資産１カ所 土地 22百万円

合計 110百万円

営業活動から生ずる損益の減少によるキャッシュ・フローの低下や遊休状態、売却方針の決定等となっ

た上記資産について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額110百万円を減損損失として特別損失

に計上しております。

銀行業を営む連結子会社の営業店舗については、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連

携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位、同一建物内で複数店舗が営業している営業

店グループは当該グループ単位）でグルーピングを行っております。また、遊休資産や売却予定資産は、

各資産を最小の単位としております。本部、事務センター等については、複数の資産又は資産グループの

将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産であるため共用資産としております。

当社及び銀行業以外の連結子会社は、原則として各社単位でグルーピングを行っております。

当該資産グループの回収可能額は、正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額や路線価等の

市場価格を適切に反映している価額から処分費用見込額を控除して算定しております。
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（連結包括利益計算書関係）

※１．その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 △6,166 △21,084

組替調整額 △693 5,076

法人税等及び税効果調整前 △6,860 △16,008

法人税等及び税効果額 651 3,260

その他有価証券評価差額金 △6,208 △12,748

繰延ヘッジ損益

当期発生額 2,314 3,996

組替調整額 △1,422 103

法人税等及び税効果調整前 891 4,099

法人税等及び税効果額 △271 △1,290

繰延ヘッジ損益 619 2,809

土地再評価差額金

当期発生額 － －

組替調整額 － －

法人税等及び税効果調整前 － －

法人税等及び税効果額 － △11

土地再評価差額金 － △11

退職給付に係る調整額

当期発生額 1,482 536

組替調整額 △174 △275

法人税等及び税効果調整前 1,307 260

法人税等及び税効果額 △430 △98

退職給付に係る調整額 876 162

その他の包括利益合計 △4,712 △9,787
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

摘要

発行済株式

普通株式 18,142 － － 18,142

合計 18,142 － － 18,142

自己株式

普通株式 81 8 41 48 (注) １，２

合計 81 8 41 48

(注) １．普通株式の自己株式の増加株式数は単元未満株式買取請求によるもの７千株及び譲渡制限付株式の無償

取得によるもの０千株であります。

２．普通株式の自己株式の減少株式数は譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものでありま

す。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2023年５月12日
取締役会

普通株式 677 37.50 2023年３月31日 2023年６月２日

2023年11月10日
取締役会

普通株式 678 37.50 2023年９月30日 2023年12月４日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年５月14日
取締役会

普通株式 678 利益剰余金 37.50 2024年３月31日 2024年５月31日
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当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

摘要

発行済株式

普通株式 18,142 － － 18,142

合計 18,142 － － 18,142

自己株式

普通株式 48 105 35 118 (注) １，２

合計 48 105 35 118

(注) １．普通株式の自己株式の増加株式数は、市場買付によるもの100千株、単元未満株式買取請求によるもの５

千株及び譲渡制限付株式の無償取得によるもの０千株であります。

２．普通株式の自己株式の減少株式数は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるもの35千株及

び単元未満株式買増請求によるもの０千株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年５月14日
取締役会

普通株式 678 37.50 2024年３月31日 2024年５月31日

2024年11月８日
取締役会

普通株式 675 37.50 2024年９月30日 2024年12月２日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年５月15日
取締役会

普通株式 675 利益剰余金 37.50 2025年３月31日 2025年６月３日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

現金預け金勘定 306,340百万円 316,696百万円

預け金（日銀預け金を除く） △3,815百万円 △8,480百万円

現金及び現金同等物 302,525百万円 308,216百万円

（リース取引関係）

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

１．リース資産の内容

・有形固定資産

主として車両及び事務機器であります。

２．リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項」の「(4) 固定資産の減

価償却の方法」に記載のとおりであります。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主として国内の法人や個人のお客さまへの貸出及び債券や株式、投資信託等の有価証

券による運用等の銀行業務を中心とした金融情報サービスを行っております。これらの事業を健全に行っ

ていくため、経営体力の範囲内でリスクを許容し、収益力の向上を目指しております。

当社グループでは、主として金利変動等を伴う金融資産及び金融負債を保有していることから、金利変

動等による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合管理（ＡＬＭ）を行うほか、必要に応じて

デリバティブ取引を実施しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当社グループが保有する金融資産には、主として国内の法人及び個人のお客さまに対する貸出金があり、

顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。また、有価証券は、主に株式、

債券、投資信託及び組合出資金であり、純投資目的及び政策投資目的で保有しております。これらは、そ

れぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

主な金融負債である預金及び譲渡性預金は、主として国内の法人及び個人のお客さまの預け入れによる

ものです。集中的な預金の解約等による流動性リスクに留意する必要がありますが、預金等の大部分は個

人のお客さまによるもので小口分散されているほか、大口預金の比率を一定以下にコントロールする等に

より当該リスクを抑制しております。

デリバティブ取引には、ＡＬＭの一環で行っている金利スワップ取引、及びその他有価証券で保有する

債券に対する先物取引、オプション取引等があります。デリバティブ取引は、投機的な取引を目的とする

ものではなく、主としてヘッジ目的で実施しております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

当社グループでは、「リスク管理基本方針」及び各種リスク管理規程を定め、以下のリスク管理を実施

する体制を整備しております。

① 信用リスクの管理

当社グループは、「クレジットポリシー」及び「信用リスク管理規程」等に従い、貸出金について、

個別案件毎の与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、自己査定等の事後管理、保証や担保の

設定、問題債権への対応、与信集中リスク管理等与信管理に関する体制を整備し運営しております。こ

れらの与信管理は、各営業店のほか融資担当部門により行われ、また、定期的に経営会議等を開催し、

審議・報告を行っております。さらに、与信管理の状況については監査担当部門がチェックしておりま

す。

② 市場リスクの管理

市場取引については、フロントオフィス、ミドルオフィス及びバックオフィスをそれぞれ独立した部

署とし、相互に牽制する体制としております。

(イ) 金利リスクの管理

当社グループは、ＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しております。「市場リスク管理規程」

等の規程に従い、金利リスク量を計測するとともに、定期的にギャップ分析や感応度分析等によりモ

ニタリングを実施し、定期的に経営会議等に報告しております。また、現状分析を踏まえた今後の対

応等の協議を行っております。

(ロ) 為替リスクの管理

当社グループは、「市場リスク管理規程」等に従い、為替の変動リスクに関して、総合持高、損失

限度額を設定する、若しくはヘッジ取引を行う等により管理しております。

(ハ) 価格変動リスクの管理

当社グループは、「市場リスク管理規程」等に従い、価格変動リスクを管理しております。有価証

券のリスクはバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）、10ＢＰＶ等リスク指標に基づいて、予め設定し

た限度額に対する使用状況をリスク管理部門が日次でモニタリングするとともに、経営会議等に報告

しております。
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(ニ) デリバティブ取引

デリバティブ取引の取扱いにつきましては、取引の執行、ヘッジ取引の有効性検証、事務管理に係

る部門を分離し、取扱規程に基づいた運用・管理のもとに行っております。

(ホ) 市場リスクに係る定量的情報

トレーディング目的以外の金融商品

当社グループでは時価が日次で変動する商品を多数保有し、その変動額も他のリスクカテゴリー

と比較して大きいため、ＶａＲを用いた市場リスク量を日次（預金・貸出金等の金利リスク量は月

次）で把握・管理しております。当社グループの市場リスク量は、子銀行である荘内銀行及び北都

銀行の市場リスク量を合算した値として管理しております。

2025年３月期の当社グループのバンキング業務の市場リスク量は次のとおりであります。

なお、2024年３月期の当該市場リスク量は、( )で表示しております。

＜バンキング勘定のリスク量＞ (単位：億円)

平均 最大 最小 年度末

預金・貸出金等 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

有価証券 342 (352) 388 (396) 301 (311) 308 (311)

債券 100 (142) 122 (168) 77 (107) 80 (107)

株式 55 (37) 77 (54) 39 (26) 58 (46)

その他 244 (276) 274 (298) 200 (237) 200 (237)

(＊１) ＶａＲの計測手法は、原則として「分散共分散手法」で計測しております。

(＊２) 保有期間は、有価証券のうち市場流動性の高い金融商品（国債、地方債、上場株式（除く政策投

資）等）は60営業日（上場株式のうち政策投資銘柄は250営業日）、市場流動性の低い金融商品及

び預金・貸出金等は125営業日及び250営業日で算出しております。

(＊３) 信頼区間は99％、変動率を計測するための市場データの抽出期間は250営業日を使用しておりま

す。

(＊４) 有価証券の「債券」と「株式」のリスクファクター間で相関を考慮しているため、合計値が合致

しません。

(＊５) 現在の預金・貸金等の金利リスク量は、金利上昇リスクではなく、金利低下リスクを表すものと

なっております。内部管理上は金利上昇リスクを管理することとしており、預金・貸出金等の金利

リスク量を「0」としております。

なお、当社グループでは、有価証券のＶａＲについて、市場リスク量の計測モデルの正確性を検

証するため、モデルが計測した保有期間１日のＶａＲと実際の損失を比較するバックテストを子銀

行毎に実施しております。

現在使用している計測モデルは、相応の精度により市場リスクを捕捉しているものと考えられま

すが、変動率（ボラティリティ）の上昇により、リスク量（ＶａＲ）の増加が見込まれる局面では、

随時対応を図り保守的に運営してまいります。

ＶａＲによるリスク管理を行うにあたっては、特に以下の点に十分留意して活用することとして

おります。

(ⅰ) 市場リスクのＶａＲ等の定量的情報は、統計的な仮定に基づいて算定したものであり、前提条

件や算定方法等によって異なる値となること

(ⅱ) 市場リスクのＶａＲ等の定量的情報は、前提条件等に基づいて算定した統計的な値であり、最

大損失額の予測を意図するものではないこと（信頼区間に応じた頻度で損益がＶａＲを上回るこ

とが想定されること）

(ⅲ) 将来の市場の状況は、過去とは大きく異なることがあること

なお、トレーディング目的の金融商品につきましては、いずれの子銀行においても保有残高が極め

て少なく、経営に与える重要性が限定的であるため開示対象外としております。
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③ 流動性リスクの管理

当社グループは、「流動性リスク管理規程」等に従い、流動性リスク管理に係る限度額を設定し、実

績を日次でモニタリングするとともに、経営会議等に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価

額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等

及び組合出資金は、次表には含めておりません（(注１)参照）。また、現金預け金、買入金銭債権、外国為

替（資産・負債）、債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することか

ら、連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額の注記を省略しております。

前連結会計年度（2024年３月31日）

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 商品有価証券

売買目的有価証券 748 748 －

(2) 金銭の信託 58,690 58,690 －

(3) 有価証券 (＊１)

その他有価証券 728,048 728,048 －

(4) 貸出金 1,867,032

貸倒引当金 (＊２) △13,392

1,853,640 1,859,297 5,657

資産計 2,641,127 2,646,785 5,657

(1) 預金 2,713,241 2,713,216 △25

(2) 譲渡性預金 49,753 49,753 －

(3) 借用金 87,700 87,657 △42

負債計 2,850,695 2,850,628 △67

デリバティブ取引 (＊３)

ヘッジ会計が適用されていないもの (135) (135) －

ヘッジ会計が適用されているもの 295 295 －

デリバティブ取引計 159 159 －

(＊１) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和３年６月

17日）第24－３項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。なお、第24－

９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は該当ありません。

(＊２) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(＊３) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、( )で表示しております。
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当連結会計年度（2025年３月31日）

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 商品有価証券

売買目的有価証券 654 654 －

(2) 金銭の信託 40,043 40,043 －

(3) 有価証券 (＊１)

その他有価証券 560,372 560,372 －

(4) 貸出金 1,913,574

貸倒引当金 (＊２) △10,355

1,903,218 1,881,627 △21,590

資産計 2,504,288 2,482,698 △21,590

(1) 預金 2,670,943 2,670,514 △429

(2) 譲渡性預金 20,844 20,844 －

(3) 借用金 103,300 103,269 △30

負債計 2,795,088 2,794,629 △459

デリバティブ取引 (＊３)

ヘッジ会計が適用されていないもの 117 117 －

ヘッジ会計が適用されているもの 4,498 4,498 －

デリバティブ取引計 4,616 4,616 －

(＊１) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和３年６月

17日）第24－３項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。なお、第24－

９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は該当ありません。

(＊２) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(＊３) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、( )で表示しております。

(注１) 市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価

情報の「その他有価証券」には含まれておりません。

(単位：百万円)

区分
前連結会計年度

（2024年３月31日）
当連結会計年度

（2025年３月31日）

非上場株式 (＊１) (＊２) 1,599 1,548

組合出資金 (＊３) 3,227 3,918

(＊１) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令

和２年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(＊２) 前連結会計年度において、非上場株式について13百万円減損処理を行っております。

当連結会計年度において、非上場株式について213百万円減損処理を行っております。

(＊３) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和

３年６月17日）第24－16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
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(注２) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2024年３月31日）

(単位：百万円)

１年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超

預け金 (＊１) 274,132 － － － － －

買入金銭債権 3,831 － － － － －

有価証券

その他有価証券のうち
満期があるもの

42,856 86,247 88,701 100,163 150,298 176,055

うち国債 5,000 2,000 － 34,000 66,750 63,500

地方債 20,814 30,976 32,508 29,496 25,207 33,965

社債 7,654 21,312 17,582 6,735 550 68,524

その他 9,386 31,958 38,609 29,931 57,790 10,066

貸出金 (＊２) 270,229 331,766 290,150 180,227 183,760 523,311

合計 591,049 418,013 378,851 280,391 334,058 699,367

(＊１) 預け金のうち、期間の定めのないものは「１年以内」に含めて開示しております。

(＊２) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない36,954百万

円、期間の定めのないもの50,632百万円は含めておりません。

当連結会計年度（2025年３月31日）
(単位：百万円)

１年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超

預け金 (＊１) 282,324 － － － － －

買入金銭債権 3,828 － － － － －

有価証券

その他有価証券のうち
満期があるもの

42,888 74,169 61,608 76,540 107,835 145,372

うち国債 1,000 1,000 500 32,000 37,000 44,500

地方債 16,082 30,251 22,811 26,662 20,255 27,766

社債 12,728 18,154 18,259 4,414 870 64,009

その他 13,077 24,763 20,037 13,463 49,710 9,096

貸出金 (＊２) 272,365 338,083 298,770 173,336 182,740 561,165

合計 601,405 412,252 360,378 249,876 290,576 706,537

(＊１) 預け金のうち、期間の定めのないものは「１年以内」に含めて開示しております。

(＊２) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない36,170百万

円、期間の定めのないもの50,941百万円は含めておりません。
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(注３) 借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2024年３月31日）

(単位：百万円)

１年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超

預金 (＊) 2,394,102 82,667 15,006 － － －

譲渡性預金 49,753 － － － － －

債券貸借取引受入担保金 88,768 － － － － －

借用金 77,900 9,800 － － － －

合計 2,610,524 92,467 15,006 － － －

(＊) 預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

当連結会計年度（2025年３月31日）

(単位：百万円)

１年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超

預金 (＊) 2,347,803 84,300 28,506 － － －

譲渡性預金 20,844 － － － － －

借用金 98,400 4,900 － － － －

合計 2,467,047 89,200 28,506 － － －

(＊) 預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2024年３月31日）

(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金銭の信託 － 58,690 － 58,690

有価証券

売買目的有価証券

国債・地方債等 － 748 － 748

その他有価証券

国債・地方債等 166,530 168,524 － 335,055

社債 － 83,265 36,101 119,366

株式 22,783 － － 22,783

外国証券 1,156 28,006 － 29,162

投資信託 35,120 184,710 － 219,831

デリバティブ取引

金利関連 － 2,036 － 2,036

通貨関連 － 14 － 14

資産計 225,591 525,997 36,101 787,690

デリバティブ取引

金利関連 － 1,741 － 1,741

通貨関連 － 150 － 150

負債計 － 1,891 － 1,891

(＊) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和３年６月

17日）第24－３項及び第24－９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりませ

ん。

第24－３項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は1,848百万円であります。

第24－９項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額はありません。
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当連結会計年度（2025年３月31日）

(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金銭の信託 － 40,043 － 40,043

有価証券

売買目的有価証券

国債・地方債等 － 654 － 654

その他有価証券

国債・地方債等 105,796 133,836 － 239,632

社債 － 73,706 38,053 111,760

株式 19,861 － － 19,861

外国証券 299 30,560 － 30,859

投資信託 33,900 120,258 － 154,159

デリバティブ取引

金利関連 － 4,505 － 4,505

通貨関連 － 179 － 179

資産計 159,857 403,745 38,053 601,656

デリバティブ取引

金利関連 － 6 － 6

通貨関連 － 57 － 57

債券関連 5 － － 5

負債計 5 63 － 69

(＊) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和３年６月

17日）第24－３項及び第24－９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりませ

ん。

第24－３項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は4,099百万円であります。

第24－９項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額はありません。
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2024年３月31日）

(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

貸出金 － 223,506 1,635,790 1,859,297

資産計 － 223,506 1,635,790 1,859,297

預金 － 2,713,216 － 2,713,216

譲渡性預金 － 49,753 － 49,753

借用金 － 87,657 － 87,657

負債計 － 2,850,628 － 2,850,628

当連結会計年度（2025年３月31日）

(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

貸出金 － 270,636 1,610,991 1,881,627

資産計 － 270,636 1,610,991 1,881,627

預金 － 2,670,514 － 2,670,514

譲渡性預金 － 20,844 － 20,844

借用金 － 103,269 － 103,269

負債計 － 2,794,629 － 2,794,629

(注１) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資産

金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている金融商

品については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。観察できな

いインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分類

しております。

売買目的有価証券及びその他有価証券

売買目的有価証券及びその他有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用で

きるものはレベル１の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類してお

ります。主に地方債、社債がこれに含まれます。

相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用い

て時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプ

ットには、ＴＩＢＯＲ、国債利回り、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等

が含まれます。算定にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル３の時価

に分類しております。

また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加

者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の

時価に分類しております。
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なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関係）」に記載してお

ります。

貸出金

貸出金のうち、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性に

より返済期限を設けていないものについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と

近似しているものと想定されるため当該帳簿価額を時価としております。

固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を

信用格付ごとの信用スプレッド及び市場金利で割り引いて時価を算定しております。また、変動金利

によるものは、内部格付、期間に基づく区分ごとに、原則として金利満期までの元利金の合計額を信

用格付毎の信用スプレッド及び市場金利で割り引いて時価を算定しております。

なお、信用スプレッドは信用格付ごとの累積デフォルト率、ロス率を基に残存期間帯別に計算して

おります。

貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証によ

る回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照

表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としてお

ります。

時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場

合はレベル２の時価に分類しております。

負債

預金、及び譲渡性預金

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価としておりま

す。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引い

た現在価値により時価を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際の店頭表示基

準利率を用いております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類しておりま

す。

借用金

借用金の時価は、期間に基づく区分毎に、元利金の合計額を市場金利で割り引いて時価を算定して

おります。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１

の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。

ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取

引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やオプション価格計算モデル等の評価技法を利用し

て時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、

ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格

調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレ

ベル２の時価に分類しており、金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できな

いインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類しております。
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(注２) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報

(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報

前連結会計年度（2024年３月31日）

区分 評価技法
重要な観察できない

インプット
インプットの範囲

インプットの
加重平均

有価証券

その他有価証券

社債

私募債 現在価値技法
倒産確率 0.07％－100.00％ 0.65％

回収率 0.00％－26.56％ 26.49％

当連結会計年度（2025年３月31日）

区分 評価技法
重要な観察できない

インプット
インプットの範囲

インプットの
加重平均

有価証券

その他有価証券

社債

私募債 現在価値技法
倒産確率 0.07％－100.00％ 0.44％

回収率 0.00％－27.13％ 27.12％
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(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

前連結会計年度（2024年３月31日）

(単位：百万円)

期首残高

当期の損益又は
その他の包括利益

購入、売
却、発行
及び決済
の純額

レベル３
の時価へ
の振替
(＊２)

レベル３
の時価か
らの振替
(＊３)

期末残高

当期の損益に計
上した額のうち
連結貸借対照表
日において保有
する金融資産及
び金融負債の評
価損益

損益に計
上

その他の
包括利益
に計上
(＊１)

有価証券

その他有価証券

社債

私募債 31,662 － △73 4,512 － － 36,101 －

(＊１) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

(＊２) レベル２の時価からレベル３の時価への振替であり、該当事項はありません。

(＊３) レベル３の時価からレベル２の時価への振替であり、該当事項はありません。

当連結会計年度（2025年３月31日）

(単位：百万円)

期首残高

当期の損益又は
その他の包括利益

購入、売
却、発行
及び決済
の純額

レベル３
の時価へ
の振替
(＊３)

レベル３
の時価か
らの振替
(＊４)

期末残高

当期の損益に計
上した額のうち
連結貸借対照表
日において保有
する金融資産及
び金融負債の評
価損益

損益に計
上
(＊１)

その他の
包括利益
に計上
(＊２)

有価証券

その他有価証券

社債

私募債 36,101 △2 △382 2,333 － － 38,053 －

(＊１) 連結損益計算書の「その他業務費用」の「国債等債券売却損」に含まれております。

(＊２) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

(＊３) レベル２の時価からレベル３の時価への振替であり、該当事項はありません。

(＊４) レベル３の時価からレベル２の時価への振替であり、該当事項はありません。

(3) 時価の評価プロセスの説明

当社グループはリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続きを定めており、これに沿っ

て各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、独立した評価部門において、時価の算定に

用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベル分類の適切性を検証しております。検証

結果は毎期リスク管理部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されておりま

す。

時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用

いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法

及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証してお

ります。
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(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

社債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率、回収率であります。なお、

倒産確率の著しい増加（減少）は、時価の著しい低下（上昇）を生じさせることになり、回収率の著しい

増加（減少）は、時価の著しい上昇（低下）を生じさせることになります。一般に、倒産確率に関して用

いている仮定の変化は、回収率に関して用いている仮定の逆方向への変化を伴います。

(注３) 第24－３項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

前連結会計年度（2024年３月31日）

(単位：百万円)

期首残高

当期の損益又は
その他の包括利益

購入、売却
及び償還の
純額

投資信託の
基準価額を
時価とみな
す取扱いを
適用するこ
ととした額

投資信託の
基準価額を
時価とみな
す取扱いを
適用しない
こととした
額

期末残高

当期の損益に計
上した額のうち
連結貸借対照表
日において保有
する投資信託の
評価損益

損益に計上
その他の包
括利益に計
上 (＊)

4,040 － △151 － － 2,040 1,848 －

(＊) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳

(単位：百万円)

解約又は買戻請求に関する制限の主な内容 連結貸借対照表計上額

解約に際し、１カ月超前に事前通告が必要となる 1,848

当連結会計年度（2025年３月31日）

(単位：百万円)

期首残高

当期の損益又は
その他の包括利益

購入、売却
及び償還の
純額

投資信託の
基準価額を
時価とみな
す取扱いを
適用するこ
ととした額

投資信託の
基準価額を
時価とみな
す取扱いを
適用しない
こととした
額

期末残高

当期の損益に計
上した額のうち
連結貸借対照表
日において保有
する投資信託の
評価損益

損益に計上
(＊１)

その他の包
括利益に計
上 (＊２)

1,848 △179 △0 2,100 － － 4,099 －

(＊１) 連結損益計算書の「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に含まれております。

(＊２) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳

(単位：百万円)

解約又は買戻請求に関する制限の主な内容 連結貸借対照表計上額

解約に際し、１カ月超前に事前通告が必要となる 4,099
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（有価証券関係）

※１．連結貸借対照表の「商品有価証券」、「有価証券」について記載しております。

※２．「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。

１．売買目的有価証券

(単位：百万円)

前連結会計年度
（2024年３月31日）

当連結会計年度
（2025年３月31日）

連結会計年度の損益に含まれた評価差額 △1 △20

２．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

３．その他有価証券

前連結会計年度（2024年３月31日）

種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 19,012 11,884 7,128

債券 66,093 65,244 849

国債 5,094 5,024 70

地方債 22,304 22,032 271

社債 38,694 38,186 507

その他 92,213 82,178 10,034

小計 177,320 159,307 18,012

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 3,771 3,985 △214

債券 388,328 403,207 △14,879

国債 161,435 167,687 △6,251

地方債 146,220 151,331 △5,111

社債 80,672 84,188 △3,516

その他 158,736 172,405 △13,669

小計 550,836 579,598 △28,762

合計 728,156 738,906 △10,750
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当連結会計年度（2025年３月31日）

種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 10,146 5,871 4,275

債券 14,725 14,601 123

国債 2,026 2,009 17

地方債 3,094 3,058 35

社債 9,604 9,533 70

その他 72,365 66,547 5,817

小計 97,237 87,020 10,216

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 9,714 10,462 △747

債券 336,667 364,773 △28,105

国債 103,769 114,764 △10,994

地方債 130,742 141,095 △10,353

社債 102,155 108,913 △6,757

その他 116,879 125,001 △8,122

小計 463,261 500,237 △36,975

合計 560,499 587,257 △26,758

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券

該当事項はありません。

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

種類 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

株式 21,276 4,513 622

債券 26,176 66 74

国債 26,176 66 74

地方債 － － －

社債 － － －

その他 184,393 2,658 5,692

合計 231,846 7,237 6,389
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当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

種類 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

株式 41,023 3,699 1,649

債券 57,560 － 4,156

国債 46,867 － 3,965

地方債 10,525 － 188

社債 167 － 2

その他 149,436 2,098 5,065

合計 248,020 5,797 10,871

６．保有目的を変更した有価証券

該当事項はありません。

７．減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券

の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められない

ものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の

損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。

前連結会計年度及び当連結会計年度における減損処理額はありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、次のとおり定めております。

(1) 時価が取得原価に比べて50％以上下落している場合。

(2) 時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した場合について、発行会社の財務内容や一定期間の

時価の推移等を勘案し、当社グループが制定した基準に該当した場合。

（金銭の信託関係）

１．運用目的の金銭の信託

前連結会計年度（2024年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円）
連結会計年度の損益に含まれた評価差額

（百万円）

運用目的の金銭の信託 58,690 102

当連結会計年度（2025年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円）
連結会計年度の損益に含まれた評価差額

（百万円）

運用目的の金銭の信託 40,043 172

２．満期保有目的の金銭の信託

該当事項はありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

該当事項はありません。



― 140 ―

（その他有価証券評価差額金）

連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度（2024年３月31日）

金額（百万円）

評価差額 △10,750

その他有価証券 △10,750

その他の金銭の信託 －

（＋）繰延税金資産（又は（△）繰延税金負債） 96

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） △10,653

（△）非支配株主持分相当額 △14

（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に
係る評価差額金のうち親会社持分相当額

－

その他有価証券評価差額金 △10,668

当連結会計年度（2025年３月31日）

金額（百万円）

評価差額 △26,758

その他有価証券 △26,758

その他の金銭の信託 －

（＋）繰延税金資産（又は（△）繰延税金負債） 3,356

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） △23,401

（△）非支配株主持分相当額 △13

（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に
係る評価差額金のうち親会社持分相当額

－

その他有価証券評価差額金 △23,415
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（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日におけ

る契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のと

おりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すも

のではありません。

(1) 金利関連取引

前連結会計年度（2024年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（2025年３月31日）

区分 種類 契約額等（百万円）
契約額等のうち１年
超のもの（百万円）

時価（百万円） 評価損益（百万円）

店頭

金利スワップ

受取変動・
支払固定

5,000 5,000 0 0

合計 ――― ――― 0 0

（注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

(2) 通貨関連取引

前連結会計年度（2024年３月31日）

区分 種類 契約額等（百万円）
契約額等のうち１年
超のもの（百万円）

時価（百万円） 評価損益（百万円）

店頭
為替予約

売建 26,944 － △135 △135

合計 ――― ――― △135 △135

（注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

当連結会計年度（2025年３月31日）

区分 種類 契約額等（百万円）
契約額等のうち１年
超のもの（百万円）

時価（百万円） 評価損益（百万円）

店頭

為替予約

売建 29,529 － 126 126

買建 601 － △3 △3

合計 ――― ――― 122 122

（注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

(3) 株式関連取引

該当事項はありません。
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(4) 債券関連取引

前連結会計年度（2024年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（2025年３月31日）

区分 種類 契約額等（百万円）
契約額等のうち１年
超のもの（百万円）

時価（百万円） 評価損益（百万円）

金融商品
取引所

債券先物

売建 5,530 － △5 △5

合計 ――― ――― △5 △5

（注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

(5) 商品関連取引

該当事項はありません。

(6) クレジット・デリバティブ取引

該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の

連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次

のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示す

ものではありません。

(1) 金利関連取引

前連結会計年度（2024年３月31日）

ヘッジ会計の
方法

種類 主なヘッジ対象 契約額等（百万円）
契約額等のうち１年
超のもの（百万円）

時価（百万円）

原則的処理
方法

金利スワップ
その他有価証券
（国債）受取変動・

支払固定
143,185 143,185 295

合計 ――― ――― ――― 295

（注）主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別委員会実務指針第24号 令和４年３月17日）に基づき、繰延ヘッジによっております。

当連結会計年度（2025年３月31日）

ヘッジ会計の
方法

種類 主なヘッジ対象 契約額等（百万円）
契約額等のうち１年
超のもの（百万円）

時価（百万円）

原則的処理
方法

金利スワップ
その他有価証券
（国債）受取変動・

支払固定
128,022 122,840 4,498

合計 ――― ――― ――― 4,498

（注）主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別委員会実務指針第24号 令和４年３月17日）に基づき、繰延ヘッジによっております。

(2) 通貨関連取引

該当事項はありません。
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(3) 株式関連取引

該当事項はありません。

(4) 債券関連取引

該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び銀行業を営む連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度

を設けているほか、確定拠出年金制度を設けており、一定の拠出金を拠出することで従業員の老後資金形

成を支援しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。なお、銀行

業を営む連結子会社の退職一時金制度には、退職給付信託が設定されております。いずれの退職給付制度

においても、職能資格・職位ごとに予め定められたポイントを付与し、退職時に累積されたポイントにポ

イント単価を乗じて算定した額を支給するポイント制を採用しております。

その他の一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設け、簡便法により退職給

付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位：百万円)

区分
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

退職給付債務の期首残高 10,381 9,741

勤務費用 375 358

利息費用 44 66

数理計算上の差異の発生額 △260 △627

退職給付の支払額 △798 △911

退職給付債務の期末残高 9,741 8,628

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(単位：百万円)

区分
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

年金資産の期首残高 10,930 11,838

期待運用収益 163 177

数理計算上の差異の発生額 1,221 △91

事業主からの拠出額 92 90

退職給付の支払額 △569 △751

年金資産の期末残高 11,838 11,263

(注) 年金資産には、退職給付信託が含まれております。
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給

付に係る資産の調整表

(単位：百万円)

区分
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 9,526 8,405

年金資産 △11,838 △11,263

△2,312 △2,858

非積立型制度の退職給付債務 215 222

連結貸借対照表に計上された
負債と資産の純額

△2,096 △2,635

退職給付に係る負債 472 518

退職給付に係る資産 △2,569 △3,154

連結貸借対照表に計上された
負債と資産の純額

△2,096 △2,635

(注) 年金資産には、退職給付信託が含まれております。

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

区分
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

勤務費用 375 358

利息費用 44 66

期待運用収益 △163 △177

数理計算上の差異の費用処理額 42 △58

過去勤務費用の費用処理額 △217 △217

その他 18 14

確定給付制度に係る退職給付費用 99 △13

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しております。

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりでありま

す。

(単位：百万円)

区分
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

過去勤務費用 △217 △217

数理計算上の差異 1,525 478

合計 1,307 260
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(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであり

ます。

(単位：百万円)

区分
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

未認識過去勤務費用 △217 －

未認識数理計算上の差異 △1,662 △2,140

合計 △1,879 △2,140

(7) 年金資産に関する事項

① 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

区分
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

債券 32.3％ 31.1％

株式 25.6％ 23.3％

投資信託 30.5％ 31.5％

現金及び預金 3.9％ 4.9％

コールローン 0.0％ 0.4％

一般勘定 6.2％ 6.6％

その他 1.5％ 2.1％

合計 100.0％ 100.0％

(注) 年金資産合計には、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が、前連結会計年度36.8％、当連結会

計年度36.2％含まれております。

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産

を構成する多様な資産から現在及び将来期待される長期の収益率を考慮し設定しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

区分
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

割引率 0.53％～0.92％ 1.25％～1.64％

長期期待運用収益率 1.50％ 1.50％

予想昇給率 2.10％～2.40％ 2.10％～2.40％

３．確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度153百万円、当連結会計年度146百

万円であります。
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（ストック・オプション等関係）

譲渡制限付株式報酬制度

１．譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

人件費（「営業経費」） 58百万円 57百万円

２．譲渡制限付株式報酬の内容

2022年７月付与

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役 ２名 (注)１
当社の執行役 ７名
当社子銀行の取締役 12名 (注)２
当社子銀行の執行役員 12名

付与された株式の種類及び数 当社普通株式 42,600株

付与日 2022年７月21日

勤務対象期間
当社及び当社子銀行の2022年開催定時株主総会から2023年開催予定の定時株主
総会までの期間

譲渡制限期間
当社株式の処分日である2022年８月10日から当社の取締役及び執行役並びに当
社子銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間

譲渡制限解除条件

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の
定時株主総会の開催日（割当対象者が当社子銀行の取締役又は執行役員の場合
には、当該子銀行の定時株主総会の開催日）まで継続して、当社の取締役若し
くは執行役又は当社子銀行の取締役若しくは執行役員のいずれかの地位にあっ
たことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が
保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当
対象者が、当社報酬委員会（割当対象者が当社子銀行の取締役又は執行役員の
場合には、当該子銀行の取締役会）が正当と認める理由により、本譲渡制限期
間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日（割当対
象者が当社子銀行の取締役又は執行役員の場合には、当該子銀行の定時株主総
会の開催日の前日）までに当社の取締役及び執行役並びに当社子銀行の取締役
及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、2022年７月から割当対
象者が当社の取締役及び執行役並びに当社子銀行の取締役及び執行役員のいず
れの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点に
おいて割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果
１株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本割当
株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除する
ものといたします。

付与日における公正な評価単価 1,289円

(注) １．社外取締役及び監査委員を除く。

２．社外取締役及び監査等委員を除く。
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2023年７月付与

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役 ３名 (注) １
当社の執行役 ７名
当社子銀行の取締役 ９名 (注) ２
当社子銀行の執行役員 17名

付与された株式の種類及び数 当社普通株式 41,500株

付与日 2023年７月20日

勤務対象期間
当社及び当社子銀行の2023年開催定時株主総会から2024年開催予定の定時株主
総会までの期間

譲渡制限期間
当社株式の処分日である2023年８月18日から当社の取締役及び執行役並びに当
社子銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間

譲渡制限解除条件

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の
定時株主総会の開催日（割当対象者が当社子銀行の取締役又は執行役員の場合
には、当該子銀行の定時株主総会の開催日）まで継続して、当社の取締役若し
くは執行役又は当社子銀行の取締役若しくは執行役員のいずれかの地位にあっ
たことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が
保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当
対象者が、当社報酬委員会（割当対象者が当社子銀行の取締役又は執行役員の
場合には、当該子銀行の取締役会）が正当と認める理由により、本譲渡制限期
間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日（割当対
象者が当社子銀行の取締役又は執行役員の場合には、当該子銀行の定時株主総
会の開催日の前日）までに当社の取締役及び執行役並びに当社子銀行の取締役
及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、2023年７月から割当対
象者が当社の取締役及び執行役並びに当社子銀行の取締役及び執行役員のいず
れの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点に
おいて割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果
１株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本割当
株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除する
ものといたします。

付与日における公正な評価単価 1,442円

(注) １．社外取締役及び監査委員を除く。

２．社外取締役及び監査等委員を除く。
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2024年７月付与

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役 ３名 (注) １
当社の執行役 ９名
当社子銀行の取締役 ８名 (注) ２
当社子銀行の執行役員 16名

付与された株式の種類及び数 当社普通株式 35,700株

付与日 2024年７月18日

勤務対象期間
当社及び当社子銀行の2024年開催定時株主総会から2025年開催予定の定時株主
総会までの期間

譲渡制限期間
当社株式の処分日である2024年８月16日から当社の取締役及び執行役並びに当
社子銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間

譲渡制限解除条件

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の
定時株主総会の開催日（割当対象者が当社子銀行の取締役又は執行役員の場合
には、当該子銀行の定時株主総会の開催日）まで継続して、当社の取締役若し
くは執行役又は当社子銀行の取締役若しくは執行役員のいずれかの地位にあっ
たことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が
保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当
対象者が、当社報酬委員会（割当対象者が当社子銀行の取締役又は執行役員の
場合には、当該子銀行の取締役会）が正当と認める理由により、本譲渡制限期
間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日（割当対
象者が当社子銀行の取締役又は執行役員の場合には、当該子銀行の定時株主総
会の開催日の前日）までに当社の取締役及び執行役並びに当社子銀行の取締役
及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、2024年７月から割当対
象者が当社の取締役及び執行役並びに当社子銀行の取締役及び執行役員のいず
れの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点に
おいて割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果
１株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本割当
株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除する
ものといたします。

付与日における公正な評価単価 1,623円

(注) １．社外取締役及び監査委員を除く。

２．社外取締役及び監査等委員を除く。
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３．譲渡制限付株式の規模及びその変動状況

2022年７月付与 2023年７月付与 2024年７月付与

前連結会計年度末（株） 36,000 41,500 －

付与（株） － － 35,700

無償取得（株） (注) － 650 －

譲渡制限解除（株） 3,800 3,950 －

未解除残（株） 32,200 36,900 35,700

(注) 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日

（割当対象者が当社子銀行の取締役又は執行役員の場合には、当該子銀行の定時株主総会の開催日の前日）ま

でに当社の取締役及び執行役並びに当社子銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、

当社報酬委員会（割当対象者が当社子銀行の取締役又は執行役員の場合には、当該子銀行の取締役会）が正当

と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといた

します。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点（以下、「期間満了時点」という。）において上

表の譲渡制限解除条件の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、

期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

４．付与日における公正な評価単価の見積方法

恣意性を排除した価格とするため、譲渡制限付株式の付与に係る当社取締役会決議日の直前営業日の東京

証券取引所における当社普通株式の終値としております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

繰延税金資産

その他有価証券評価差額金 3,299百万円 8,414百万円

貸倒引当金 7,858 7,939

退職給付に係る負債 1,477 1,414

減価償却 603 572

有価証券償却 186 257

税務上の繰越欠損金 152 153

その他 1,137 1,022

繰延税金資産小計 14,715 19,774

評価性引当額 (注) △9,764 △11,473

繰延税金資産合計 4,951 8,300

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △14 △13

その他 △1,397 △2,743

繰延税金負債合計 △1,412 △2,757

繰延税金資産（負債）の純額 3,539百万円 5,543百万円

(注) 評価性引当額の主な変動要因は、その他有価証券評価損に係る評価性引当額の増加であります。

２．連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある

ときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

法定実効税率 30.58％ 30.58％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.90 0.60

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △14.62 △12.00

住民税均等割額 1.50 1.16

評価性引当額 24.44 △8.32

連結調整分 13.15 10.81

税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 － 1.94

その他 4.57 2.06

税効果会計適用後の法人税等の負担率 60.52％ 26.83％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年３月31日に成立したことに伴い、

2026年４月１日以後に開始する連結会計年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.58％から、2026年４

月１日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.47％となります。この税

率変更により、当連結会計年度の繰延税金資産は105百万円増加し、繰延税金負債は０百万円増加し、その他

有価証券評価差額金は96百万円増加し、繰延ヘッジ損益は42百万円減少し、退職給付に係る調整累計額は18

百万円減少し、法人税等調整額は70百万円減少しております。再評価に係る繰延税金負債は11百万円増加し、

土地再評価差額金は同額減少しております。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)

区分
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

役務取引等収益 8,504 8,229

預金・貸出業務 1,927 1,913

為替業務 1,348 1,371

証券関連業務 74 71

代理業務 3,791 3,473

保護預り・貸金庫業務 57 54

その他業務 1,305 1,345

その他経常収益 1,805 1,608

顧客との契約から生じる経常収益 10,309 9,838

上記以外の経常収益 (注) 39,634 43,300

経常収益 49,944 53,138

(注) １．「顧客との契約から生じる収益」の分解情報であり、「第２ 事業の状況 ４ 経営者による財政状態

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の「国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況」

とは一致いたしません。

２．主に、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引及び企

業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引並びに金融商品の組成又

は取得に際して受け取る手数料が含まれております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「会計方針に関する事項 (10) 重要な

収益及び費用の計上基準」に記載しているため、省略しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

１．サービスごとの情報

(単位：百万円)

貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計

外部顧客に対する
経常収益

19,155 16,686 14,103 49,944

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２．地域ごとの情報

(1) 経常収益

当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90

％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の

90％を超えるため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を

省略しております。

当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

１．サービスごとの情報

(単位：百万円)

貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計

外部顧客に対する
経常収益

22,608 15,813 14,716 53,138

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２．地域ごとの情報

(1) 経常収益

当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90

％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の

90％を超えるため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を

省略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

該当事項はありません。

(イ) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等

該当事項はありません。



― 154 ―

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員
（連結
子会社
の役員
を含
む）及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
（当該
会社等
の子会
社を含
む）

㈱秋田ク
ボタ
(注１)

秋田県
秋田市

60
農機具
販売業

被所有
直接 0.0

与信取引 資金の貸付 114 貸出金 273

ネッツト
ヨタ秋田
㈱
(注２)

秋田県
秋田市

40
自動車
販売業

被所有
直接 0.0

与信取引 資金の貸付 1,048 貸出金 1,140

㈱トヨタ
レンタリ
ース秋田
(注２)

秋田県
秋田市

36
車輌レン
タル・リ
ース業

被所有
直接 0.0

与信取引 資金の貸付 540 貸出金 540

㈱ロイヤ
ルセンチ
ュリーゴ
ルフ倶楽
部
(注３)

秋田県
秋田市

20 娯楽業 － 与信取引 資金の貸付 40 貸出金 40

奥山ボー
リング㈱
(注４)

秋田県
横手市

40 建設業
被所有
直接 0.0

与信取引

資金の貸付 882 貸出金 1,152

債務の保証 352
支払承
諾見返

403

㈲ピーシ
ー・コッ
クセンタ
ー
(注５)

山形県
鶴岡市

8
道路
運送業

－ 与信取引 資金の貸付 90 貸出金 90

㈲長谷部
建築
(注６)

山形県
庄内町

3
総合
工事業

－ 与信取引 資金の貸付 20 貸出金 18

(注) １．㈱秋田クボタは当社の重要な連結子会社である㈱北都銀行の取締役石井資就及びその近親者が議決権の

過半数を所有する石井商事㈱の子会社であります。

２．当社の重要な連結子会社である㈱北都銀行の取締役石井資就並びにその近親者及び石井商事㈱がネッツ

トヨタ秋田㈱の議決権の過半数を所有しております。また、㈱トヨタレンタリース秋田はネッツトヨタ秋

田㈱の子会社であります。

３．当社の重要な連結子会社である㈱北都銀行の取締役石井資就及びその近親者が㈱ロイヤルセンチュリー

ゴルフ倶楽部の議決権の過半数を所有しております。

４．当社の重要な連結子会社である㈱北都銀行の取締役（監査等委員）奥山和彦及びその近親者が奥山ボー

リング㈱の議決権の過半数を所有しております。

５．当社の重要な連結子会社である㈱北都銀行の執行役員安達光の近親者が㈲ピーシー・コックセンターの

議決権の過半数を所有しております。

６．当社の重要な連結子会社である㈱荘内銀行の執行役員近藤司の近親者が㈲長谷部建築の議決権の過半数

を所有しております。

７．取引条件及び取引条件の決定方針等

当社の重要な連結子会社である㈱荘内銀行及び㈱北都銀行との取引であり、一般取引先と同様でありま

す。

８．取引金額は平均残高を記載しております。
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当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員
（連結
子会社
の役員
を含
む）及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
（当該
会社等
の子会
社を含
む）

㈱秋田ク
ボタ
(注１)

秋田県
秋田市

60
農機具
販売業

被所有
直接 0.0

与信取引 資金の貸付 248 貸出金 206

ネッツト
ヨタ秋田
㈱
(注２)

秋田県
秋田市

40
自動車
販売業

被所有
直接 0.0

与信取引 資金の貸付 968 貸出金 750

㈱トヨタ
レンタリ
ース秋田
(注２)

秋田県
秋田市

36
車輌レン
タル・
リース業

被所有
直接 0.0

与信取引 資金の貸付 540 貸出金 540

㈱ロイヤ
ルセンチ
ュリーゴ
ルフ倶楽
部
(注３)

秋田県
秋田市

20 娯楽業 － 与信取引 資金の貸付 40 貸出金 40

奥山ボー
リング㈱
(注４)

秋田県
横手市

40 建設業
被所有
直接 0.0

与信取引

資金の貸付 1,042 貸出金 1,049

債務の保証 398
支払承
諾見返

425

㈲ピーシ
ー・コッ
クセンタ
ー
(注５)

山形県
鶴岡市

8
道路
運送業

－ 与信取引 資金の貸付 94 貸出金 95

㈱ＵＧＯ
ホールデ
ィングス
(注６)

秋田県
秋田市

1
設備
工事業

－ 与信取引 資金の貸付 30 貸出金 60

羽後設備
㈱
(注６)

秋田県
秋田市

20
設備
工事業

被所有
直接 0.0

与信取引

資金の貸付 265 貸出金 114

債務の保証 100
支払承
諾見返

100

中央土建
㈱
(注７)

秋田県
秋田市

40
建築工事
業・土木
工事業

被所有
直接 0.1

与信取引 債務の保証 206
支払承
諾見返

193

マルイ㈱
(注８)

秋田県
秋田市

20
不動産
賃貸業

－ 与信取引 資金の貸付 147 貸出金 98

(注) １．㈱秋田クボタは当社の重要な連結子会社である㈱北都銀行の取締役石井資就及びその近親者が議決権の

過半数を所有する石井商事㈱の子会社であります。

２．当社の重要な連結子会社である㈱北都銀行の取締役石井資就並びにその近親者及び石井商事㈱がネッツ

トヨタ秋田㈱の議決権の過半数を所有しております。また、㈱トヨタレンタリース秋田はネッツトヨタ秋

田㈱の子会社であります。

３．当社の重要な連結子会社である㈱北都銀行の取締役石井資就及びその近親者が㈱ロイヤルセンチュリー

ゴルフ倶楽部の議決権の過半数を所有しております。

４．当社の重要な連結子会社である㈱北都銀行の取締役（監査等委員）奥山和彦及びその近親者が奥山ボー

リング㈱の議決権の過半数を所有しております。

５．当社の執行役安達光の近親者が㈲ピーシー・コックセンターの議決権の過半数を所有しております。

６．当社の重要な連結子会社である㈱北都銀行の取締役佐藤裕之が㈱ＵＧＯホールディングスの議決権の過

半数を所有しております。また、羽後設備㈱は㈱ＵＧＯホールディングスの子会社であります。
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７．当社の重要な連結子会社である㈱北都銀行の執行役員石上靖晃の近親者が中央土建㈱の議決権の過半数

を所有しております。

８．当社の重要な連結子会社である㈱北都銀行の執行役員石上靖晃の近親者及び中央土建㈱がマルイ㈱の議

決権の過半数を所有しております。

９．取引条件及び取引条件の決定方針等

当社の重要な連結子会社である㈱荘内銀行及び㈱北都銀行との取引であり、一般取引先と同様でありま

す。

10．取引金額は平均残高を記載しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

１株当たり純資産額 4,734円81銭 4,285円14銭

１株当たり当期純利益 65円20銭 156円21銭

(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

純資産の部の合計額 百万円 85,824 77,396

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 155 162

（うち非支配株主持分） 百万円 155 162

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 85,669 77,234

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数

千株 18,093 18,023

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 1,178 2,816

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益

百万円 1,178 2,816

普通株式の期中平均株式数 千株 18,082 18,028

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

借用金 87,700 103,300 0.09 ───

借入金 87,700 103,300 0.09
2025年６月～
2026年６月

１年以内に返済予定のリース債務 226 391 1.89 ───

リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く。）

729 1,103 2.43
2025年４月～
2028年９月

(注) １．「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出（加重平均）しております。

２．リース債務のうち、転リース取引についてはリース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金

額でリース債務を計上していることから、これを除いてリース債務の平均利率を記載しております。

３．借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

借入金（百万円） 98,400 4,900 － － －

リース債務（百万円） 391 382 342 238 104

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているた

め、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリー

ス債務の内訳を記載しております。

(参考) なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーはありません。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連

結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の

規定により記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

（累計期間） 中間連結会計期間 当連結会計年度

経常収益 （百万円） 25,359 53,138

税金等調整前中間（当期)純利益 （百万円） 1,111 3,860

親会社株主に帰属する中間（当期）純利益 （百万円） 715 2,816

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 39.65 156.21

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２ 729 ※２ 876

前払費用 18 18

未収収益 0 ※２ 34

その他 148 ※２ 1

流動資産合計 896 930

固定資産

有形固定資産

建物 43 38

車両運搬具 0 0

工具、器具及び備品 88 79

その他の有形固定資産 128 116

有形固定資産合計 260 233

無形固定資産

ソフトウエア 271 199

無形固定資産合計 271 199

投資その他の資産

関係会社株式 ※１ 62,090 ※１ 62,140

繰延税金資産 24 26

その他 119 121

投資その他の資産合計 62,234 62,288

固定資産合計 62,766 62,722

資産合計 63,663 63,653

負債の部

流動負債

未払配当金 40 43

未払法人税等 28 29

前受収益 ※３ 4 ※３ 4

未払費用 ※３ 43 59

役員賞与引当金 8 13

その他 33 66

流動負債合計 159 215

固定負債

長期借入金 ※３ 10,960 ※３ 10,960

退職給付引当金 102 140

固定負債合計 11,062 11,100

負債合計 11,221 11,316
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(単位：百万円)

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 18,000 18,000

資本剰余金

資本準備金 11,735 11,735

その他資本剰余金 17,961 17,965

資本剰余金合計 29,696 29,701

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 4,808 4,814

利益剰余金合計 4,808 4,814

自己株式 △63 △178

株主資本合計 52,441 52,336

純資産合計 52,441 52,336

負債純資産合計 63,663 63,653
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② 【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

営業収益

関係会社受取配当金 ※１ 1,355 ※１ 1,354

関係会社受入手数料 ※１ 1,370 ※１ 1,558

営業収益合計 2,726 2,912

営業費用

販売費及び一般管理費 ※２ 1,353 ※２ 1,532

営業費用合計 1,353 1,532

営業利益 1,373 1,380

営業外収益

受取利息 0 0

土地建物賃貸料 ※３ 45 ※３ 46

機械賃貸料 ※３ 26 ※３ 25

雑収入 ※３ 29 ※３ 21

営業外収益合計 101 93

営業外費用

支払利息 ※４ 87 ※４ 95

雑損失 0 0

営業外費用合計 88 96

経常利益 1,387 1,377

税引前当期純利益 1,387 1,377

法人税、住民税及び事業税 20 19

法人税等調整額 2 △2

法人税等合計 23 17

当期純利益 1,364 1,360



― 161 ―

③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計

当期首残高 18,000 11,735 17,954 29,690

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 6 6

当期変動額合計 － － 6 6

当期末残高 18,000 11,735 17,961 29,696

株主資本

純資産合計

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 4,800 4,800 △105 52,385 52,385

当期変動額

剰余金の配当 △1,355 △1,355 △1,355 △1,355

当期純利益 1,364 1,364 1,364 1,364

自己株式の取得 △12 △12 △12

自己株式の処分 53 59 59

当期変動額合計 8 8 41 55 55

当期末残高 4,808 4,808 △63 52,441 52,441
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当事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計

当期首残高 18,000 11,735 17,961 29,696

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 4 4

当期変動額合計 － － 4 4

当期末残高 18,000 11,735 17,965 29,701

株主資本

純資産合計

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 4,808 4,808 △63 52,441 52,441

当期変動額

剰余金の配当 △1,354 △1,354 △1,354 △1,354

当期純利益 1,360 1,360 1,360 1,360

自己株式の取得 △168 △168 △168

自己株式の処分 53 58 58

当期変動額合計 5 5 △114 △104 △104

当期末残高 4,814 4,814 △178 52,336 52,336
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については、移動平均法による原価法、その他有価証券

については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については

移動平均法による原価法により行っております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定額法を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物：８年～24年

その他：４年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社に

おける利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

３．引当金の計上基準

(1) 役員賞与引当金

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込み額のうち、当

事業年度に帰属する額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を

当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算

上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）による定

額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

４．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容は子会社等の経営管

理業務であり、当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は関連サービスが提供さ

れた時点であります。

５．消費税等の会計処理

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

６．関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

当社の取締役（社外取締役及び監査委員を除く）及び執行役に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用は、

付与日における当社株式の時価で測定しております。また、費用処理については、対象勤務期間にわたって

人件費（「販売費及び一般管理費」）に計上しております。
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（貸借対照表関係）

※１．関係会社の株式の総額

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

株式 62,090百万円 62,140百万円

※２．関係会社に対する資産

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

預金 687百万円 829百万円

未収収益 －百万円 33百万円

その他流動資産 －百万円 1百万円

※３．関係会社に対する負債

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

借入金 10,960百万円 10,960百万円

未払費用 19百万円 －百万円

前受収益 3百万円 3百万円

（損益計算書関係）

※１．営業収益のうち関係会社との取引高総額

前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

2,726百万円 2,912百万円

※２．販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであります。なお、全額が一般管理費に属する

ものであります。

前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

給料・手当 509百万円 533百万円

※３．営業外収益のうち関係会社との取引高総額

前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

59百万円 60百万円

※４．営業外費用のうち関係会社との取引高総額

前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

87百万円 95百万円
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（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2024年３月31日）

貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

子会社株式 － － －

関連会社株式 － － －

合計 － － －

当事業年度（2025年３月31日）

貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

子会社株式 － － －

関連会社株式 － － －

合計 － － －

(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位：百万円)

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

子会社株式 62,090 62,140

関連会社株式 － －
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 138百万円 127百万円

退職給付引当金 31 44

譲渡制限付株式報酬 9 15

未払賞与 4 5

役員賞与引当金 2 4

未払事業税 2 2

繰延税金資産小計 190 200

評価性引当額 △165 △174

繰延税金資産合計 24 26

繰延税金負債合計 － －

繰延税金資産の純額 24百万円 26百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

法定実効税率 30.58％ 30.58％

（調整）

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△29.88 △30.06

評価性引当額 0.31 0.23

その他 0.66 0.51

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.67％ 1.26％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年３月31日に成立したことに伴い、

2026年４月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これ

に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.58％から、2026年４月１

日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.47％となります。この税率変更に

よる繰延税金資産及び法人税等調整額に与える影響はありません。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関

係）」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産 615 24 0 639 406 51 233

無形固定資産 961 9 － 970 771 81 199

計 1,577 33 0 1,610 1,177 132 433

【引当金明細表】

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

役員賞与引当金 8 13 8 － 13

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社

取次所 ────

買取・買増手数料 ────

公告掲載方法

当社の公告は、電子公告により行います。但し、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、宮城県仙台市において発行する
河北新報、山形県山形市において発行する山形新聞、秋田県秋田市において発行する
秋田魁新報及び東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行いま
す。
公告掲載ＵＲＬ：http://www.fidea.co.jp

株主に対する特典 ありません。

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな

い。

① 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

② 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を関東財務局長に提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第15期（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 2024年６月19日提出

(2) 内部統制報告書

事業年度 第15期（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 2024年６月19日提出

(3) 半期報告書及び確認書

事業年度 第16期中（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日） 2024年11月22日提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく

臨時報告書 2024年６月27日提出

(5) 自己株券買付状況報告書

金融商品取引法第24条の６第１項の規定に基づく自己株券買付状況報告書 2024年７月10日提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2025年６月18日

フィデアホールディングス株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 根 津 昌 史

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小 松 﨑 謙

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるフィデアホールディングス株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロ

ー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フ

ィデアホールディングス株式会社及び連結子会社の2025年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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貸出金等に対する貸倒引当金算定の基礎となる債務者区分の判定

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、銀行業を営む連結子会社を傘下に有しており、

中核的な事業の一つとして貸出業務を行っている。当連

結会計年度末の連結貸借対照表に計上されている貸出金

1,913,574百万円（総資産の約65.5％）の回収可能性は、

貸出先の状況、差入れられた担保の価値及び経済動向等

の予測困難な不確実性の影響を受けるため、貸倒れが発

生する可能性がある。このため、会社は、将来の貸倒れ

による予想損失額を算出し、貸倒引当金として計上して

いる。当連結会計年度末の連結貸借対照表における貸倒

引当金の計上額は、12,876百万円であり、連結財務諸表

の「【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項)４．会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の

計上基準」に具体的な計上方法が記載されている。

貸倒引当金は、会社が予め定めている償却・引当基準

に則り算定されるが、その算定過程には、貸出先の返済

状況、財務内容、業績及びこれらの将来見通し等に基づ

き、貸出先の返済能力を評価して決定される債務者区分

の判定が含まれる。債務者区分は、会社が予め定めてい

る資産の自己査定基準に基づき、正常先、要注意先、破

綻懸念先、実質破綻先、破綻先に分類される。

会社が債務者区分の判定に用いた主要な仮定は、「貸

出先の将来の業績見通し」であるが、貸出先の状況や将

来の経済環境の影響を受けるため、見積りの不確実性や

経営者の判断に依拠する程度が高い。特に、要注意先か

つ債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除した残額（以下、「非保全額」とい

う。）を多額に抱えている貸出先については、債務者区

分の判定が、与信関係費用に重要な影響を及ぼすおそれ

がある。

したがって、当監査法人は、要注意先のうち非保全額

が多額な貸出先に係る債務者区分の判定の妥当性を、監

査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、要注意先のうち非保全額が多額な貸出

先に係る債務者区分の判定の妥当性を検討するに当たり、

主として以下の監査手続を実施した。

・ 信用格付及び債務者区分の判定の基礎となる貸出先
の財務情報が自己査定に利用するシステムに正確に登
録されていることを確保するための会社の内部統制及
び債務者区分の判定に関する会社の内部統制を評価し
た。

・ 貸出先の直近の返済状況、財務内容及び業績の実態

を把握するために、貸出先の事業内容等に関する説明

資料、借入及び返済状況に関する資料、実態的な財務

内容把握のための資料、決算書、試算表等、会社の自

己査定関連資料一式を閲覧するとともに、融資を所管

する部門に質問を実施した。

・ 貸出先の決算数値の正確性を検証するために、過去

の財務情報、入札情報を含む利用可能な外部情報、融

資を所管する部門が実施した貸出先との面談等の記録

の内容と決算数値との整合性を検証した。また、貸出

先の返済能力を判定するに当たり、債務償還年数につ

いて、主要なインプットである当期純利益、減価償却

費、有利子負債に関して会社の自己査定関連資料一式

との整合性を検証し、再計算を実施した。さらに、会

社が実態に合わせて決算数値の補正を実施している貸

出先については、補正内容を検証するため、貸出先の

勘定科目内訳明細書等の関連資料を閲覧した。

・ 多額ののれんを有している一部の貸出先については、

のれんの資産性を検証するため、貸出先の会計監査人

による監査報告書が添付された連結財務諸表等の閲覧

及び融資を所管する部門への質問を実施した。また、

主要な収益が子会社配当である一部の貸出先について

は、配当金収入の実在性を検証するため、貸出先の子

会社の決算書等及び当該貸出先の決算書等の閲覧並び

に融資を所管する部門への質問を実施した。さらに、

親会社と一体で債務者区分の判断を行っている一部の

貸出先については、貸出先の親会社の業績資料及び利

用可能な外部情報の閲覧並びに融資を所管する部門へ

の質問を実施した。

・ 貸出先の返済状況、財務内容及び業績に係る将来見

通しを具体化した経営改善計画等の合理性及び実現可

能性を検討するために、貸出先の売上高、売上原価、

販売費及び一般管理費など、主要な損益項目について、

貸出先の事業が属する業界の動向分析等の外部公表情

報に基づく分析、過去実績からの趨勢分析、過年度の

経営改善計画等の達成度合いに基づく見積りの精度の

評価等を実施するとともに、融資を所管する部門と議

論した。

・ 経営改善計画等を策定する見込みがある貸出先につ

いて、経営再建のための資源等が存在すること及び経

営改善計画等を策定する意思があることを検討するた

めに、貸出先の経営改善に係る分析資料及び大口取引

先の業績資料の閲覧並びに融資を所管する部門への質

問を実施した。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、そ

の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲

に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は

阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、フィデアホールディングス株

式会社の2025年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、フィデアホールディングス株式会社が2025年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準

に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は

阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状

況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

2025年６月18日

フィデアホールディングス株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 根 津 昌 史

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小 松 﨑 謙

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるフィデアホールディングス株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの第16期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査

を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデ

アホールディングス株式会社の2025年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全て

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、監査報告書において報告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、そ

の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は

阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている

場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理

的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表執行役社長新野正博及び最高財務責任者専務執行役小野山公彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び

運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報

告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠

組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することが出来ない可能性があります。

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2025年３月31日を基準日として行われており、評

価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行

った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価におい

ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当

該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っておりま

す。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点

から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発

生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社５社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏ま

え、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、その他の連結子会社２社について

は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性の観点から財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性が僅少であると判

断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

当社グループは、銀行業を中心とする金融サービスに係る事業を行っており、重要な事業拠点の選定に際しては、

事業規模を測る指標として「経常収益」及び「資産の部合計」が適切であると判断し、当該指標を用いております。

具体的には、重要な事業拠点を過不足なく選定できるよう、各事業拠点における当該指標の金額が高い順に合算し、

連結ベースでおおむね３分の２に達する事業拠点を重要と判断しております。その結果、２事業拠点を重要な事業拠

点としております。

選定された重要な事業拠点はいずれも銀行業であり、主に預金業務、融資業務及び有価証券投資業務を行っており

ます。これらの事業内容との関連性や、「経常収益」及び「資産の部合計」に占める割合を勘案し、預金、貸出金及

び有価証券の３勘定に係る業務プロセスを評価対象としております。

また、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス等は重要性の大きい業務プロセスと判

断しておりますが、特に貸倒引当金の算定のための債務者の区分の判断については、個々の債務者の定量的要素及び

定性的要素に関する情報を総合的に評価する必要があり、見積りや経営者による予測が多分に含まれることを考慮し、

係る業務プロセスを評価対象に追加しております。

３ 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし

た。

４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

該当事項はありません。
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１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表執行役社長新野正博及び当社最高財務責任者専務執行役小野山公彦は、当社の第16期(自 2024年４月１日

至 2025年３月31日)の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いた

しました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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